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第 4 章 定期調査報告をはじめとする建築物の維持保全情報の利活用技術に関する研究 

    － 外壁等の落下に対する日常安全性確保 － 

 

4.1 はじめに 

建築物については、建築基準法第 8 条（維持保全）において「建築物を適法な状

態に維持管理すること」が求められており、維持保全のための調査・点検技術の合

理化、点検・調査結果等も含めた建築物の履歴情報の蓄積・活用技術、長寿命化の

ための補修・改修技術などの取り組みが、産・学・官のそれぞれにおいて進められ

ているところである。 

また、建築物については建築基準法第 12 条（報告、検査等）の「定期報告制度」

（以降、定期報告と記す）が設けられており、建築物の安全性確保の観点から政令

等で指定された用途・規模の建築物については、定期的に調査・点検を実施し、そ

の結果を特定行政庁へ報告するしくみがある。定期報告の調査・点検において劣化

や整備不良等の問題が確認された場合、それらは「要是正」として特定行政庁へ報

告され、報告書が提出された後、各行政庁から建築物の所有者らへ是正するよう指

導が行われている。 

このように建築物の維持保全に関する取り組みは様々なところで行われている

ものの、現在においても維持管理が十分に実施されていないことによる事故等も

発生している。その一つに、道路等の公共空間に面する建築物の外壁の落下事故が

ある。外壁の維持保全については、適切な維持管理が行われていなければ経年劣化

や地震動により落下事故が発生し、不特定多数の人命に影響を及ぼす恐れがあり、

過去において重大な事故が発生している。そのため、タイルやモルタルで仕上げさ

れた外壁の剥落による災害防止のための診断指針等は国や学協会等で整備されて

いる。また、診断を合理的に行うための調査技術の研究開発については、現在も続

けられているが、調査にかかる費用負担の問題等で外壁調査が実施されないケー

ス等も多い。そのため、定期的な調査を実施せずに放置することの危険性を認識し、

建物の所有者らに適切に対応してもらう取り組みが必要となる。 

このような状況を踏まえ、本研究では建物所有者・管理者に対して「外壁等によ

る安全性確保」、維持保全の重要性をわかりやすく理解してもらう手法の検討や、

そのために必要となる維持保全情報の電子データ化の実態、さらに今後の整備方

法や維持保全情報の活用実態および活用方策について調査・検討を行うこととし

た。 

研究にあたっては、まず、災害時の安全性確保や街づくりなど、行政的に利活用

可能な維持保全に関する情報として「定期報告」を取り上げ、特定行政庁への報告

書の提出方法や受け取り後の報告書に記載された情報の取り扱い等について実態

を調査するとともに、これらの情報を利活用していくための方策として定期報告
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の電子データ化やデータベース化のあり方について検討を行うこととした。 

次に、「外壁等による安全性確保」について検討するにあたり、道路や歩道等の

公共空間に面した建築物を「建築物群」として捉え、これらの外壁に関する情報を

効率的に取得する技術や、それらを活用した安全確保のための技術検討を実施し

た。定期報告の対象となる建築物は、政令等により指定されたものになるが、公共

空間に面した建築物群を対象として外壁落下の危険性を検討する場合には、定期

報告の対象建築物以外の情報が必要になるケースもあると考えたことによるもの

である。 

これらの検討を踏まえ、外壁等による安全性確保を理解してもらうための「外壁

等落下危険性を可視化するツール」の開発を行った。また、開発したツールについ

てケーススタディを実施し、想定した使用者である行政側の担当者やマンション

等の管理会社に対してヒアリングを実施し、効果やツールの課題等を抽出した。 

さらに、安全性確保以外の目的で建築物の維持保全情報を有効に活用する方策

についても調査を行った。具体的には、維持保全情報を地理情報と連携させている

自治体の事例を収集するとともに、有識者へのヒアリングを実施し、今後の活用方

策等について整理した。また、情報技術の活用を考える際、SNS（ソーシャルネッ

トワーキングサービス）の利活用が広がっていることから、外壁落下の事故事例を

一つの事例として、事故防止に向けた情報発信の可能性について、実態調査を実施

することとした。 

 

本研究で調査、技術開発を行った主な項目を整理すると、下記の 3 つとなる。 

 

① 維持保全情報を蓄積・利活用していくための定期報告の電子データ化 

② 建築物の外壁等の落下に対する安全性確保のための情報利活用 

（外壁を構成する仕上げ材等の現況把握技術、外壁落下危険性を可視化する

ためのツールの開発） 

③ 自治体等での日常・災害時安全性確保へ向けた建物の維持保全情報の 

 利活用技術 

 

上記①については第 4.2 節、②については 4.3 節および 4.4 節、③については

4.5 節において内容を記載し、節 4.6 節では全体のまとめを記載した。 

これらの内容ついて、次節以降に報告する。 
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4.2 定期報告の記載内容の電子データ化、ＤＢ化の考え方 

4.2.1 「緊急点検」等への定期報告の情報の活用状況 

定期報告台帳は、完了検査後の検査済証以後、建築行政が保管している唯一の建物台帳

である。また基本的に数年に一度報告があり建物の実態を反映した資料である。現行の各

行政庁での業務を考えたとき、この定期報告に関する情報を利活用する先として、建築物

の事故等が発生した際に国土交通省から各行政庁に対して点検・調査依頼がある「緊急点

検」の業務が挙げられる。 

そこで、緊急点検に関して現在の定期報告の情報の利用状況や定期報告で挙げられる

情報内容に関して調査・検討した。 

 

(1) 緊急点検について 

劣化や構造上の問題などにより、建築物の各部分や建築設備等において事故・災害等が

発生することがある。このような事故が発生した場合には、国土交通省から特定行政庁に

対して「緊急点検」の実施が依頼される。これまでにア）～ク）の「緊急点検」が出され

ている（なお、ここでは建築物の事故を対象とし、昇降機等の事故は除く）。 

ア）建築物の外壁材の落下対策 

イ）建築物の窓ガラスの地震対策 

ウ）建築物の天井の崩落対策 

エ）病院・診療所の防火安全対策 

オ）ホテル・旅館施設等の防火安全対策 

カ）社会福祉施設等の防火安全対策 

キ）カラオケボックス火災への対応 

ク）個室ビデオ店火災への対応  

国土交通省の HP/「建築物等における事故・災害対策について」に公表されている「建

築物等における災害対策について」に記載されている緊急点検の情報を下記の 4 項目に

整理した。その結果を表 4.2.1-1 から表 4.2.1-9 に示す。 

a.「緊急点検」の件名及び時期 

b.発端となった建築物に関する事故の概要 

c.「緊急点検」の概要 

d.その他 
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表 4.2.1-1 ア）建築物の外壁材の落下対策 

a. 「緊急点検」の 

時期 

 

平成 17 年 6 月 16 日～8 月 22 日 

（事務連絡 平成 17 年 6 月 16 日 国住指発第 792 号） 

以後毎年 2 回（9 月、3 月）建築物防災週間に調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 17 年 6 月 14 日 東京都中央区のオフィスビルにおいて発生した外壁落下事

故により 2 名の負傷者が発生 

c. 「緊急点検」の 

概要 

 

対象建築物 容積率 400％以上の地域及び地方公共団体地域防災計画における避

難路沿いの建築物で、3 階建て以上で竣工後 10 年以上経過した建築物の、外壁

タイル等が落下により危害を与える傾斜した外壁を有するもの調査内容 外壁タ

イル張り、モルタル下地吹き仕上げ等の外壁の落下の危険性を調査 

ｄ.その他 ・事務連絡で対象建物抽出において定期報告を活用するよう記載あり 

・国住指発で、定期報告で外壁調査を徹底するよう記載あり 

 

表 4.2.1-2 イ）建築物の窓ガラスの地震対策 

a. 「緊急点検」の 

時期 

 

平成 17 年 3 月 23 日～4 月 18 日 

（平成 17 年 6 月 16 日 国住指 第 3248 号） 

以後毎年 2 回（9 月、3 月）建築物防災週間に調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 17 年 3 月 20 日 福岡県西方沖を震源とする地震において、福岡市中央区天

神の「福岡ビル」にガラスが割れ、道路に大量に落下する事故が発生した 

c. 「緊急点検」の 

概要 

 

対象建築物 容積率 400％以上の地域及び地方公共団体地域防災計画における避

難路沿いの建築物で、3 階建て以上のもの調査内容 道路、避難路に面しているは

め殺し窓ガラスの設置状況 

ｄ.その他 ・国住指で、定期報告に基づき調査を実施するよう記載あり 

 

表 4.2.1-3 ウ）建築物の天井の崩落対策（１／２） 

a. 「緊急点検」の 

時期 

 

平成 17 年 8 月 19 日～11 月 15 日 

（平成 17 年 8 月 19 日 国住指 第 1337 号） 

以後毎年 2 回（9 月、3 月）建築物防災週間に調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

1) 平成 17 年 8 月 16 日 宮城県沖を震源とする地震において、仙台市泉区に位置

する「スポパーク松森」内の温水プール天井が落下する事故が発生した。 

2) 平成 17 年 11 月 24 日 埼玉県飯能市のスポーツ施設の屋内プールにおいて発

生した天井崩落により２名の負傷者を出す事故が発生した。 
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表 4.2.1-3 ウ）建築物の天井の崩落対策（２／２） 

c. 「緊急点検」の 

概要 

 

・対象建築物 ； 

体育館、屋内プール、劇場、ホール、ターミナル（空港など）、展示場等（500 ㎡

以上の大規模空間を有するもの）のつり天井調査内容 平成 15 年 10 月 15 日に

国住指第 2402 号で通知した「大規模空間を持つ建築物の天井崩落について（技

術的助言）」を参考とし、クリアランスの状況や振れ止めの設置の有無等を調べ、

屋根の落下の危険性を調査。 

d. その他 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、多数の建築物の天井が

脱落しかつてない規模で甚大な被害が生じた。その後、国土交通省は「建築物に

おける天井脱落対策試案」発表し、定期報告における特定天井項目の追加により

状況を把握するとともに非構造部材の耐震診断・改修を推進・支援している。 

 

表 4.2.1-4 エ）病院・診療所の防火安全対策（１／２） 

a. 「緊急点検」の 

時期 

 

平成 25 年 10 月 15 日～平成 26 年 1 月 15 日 

（平成 25 年 10 月 15 日 国住指 第 2494 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

11 月 11 日に福岡県福岡市の整形外科において発生した火災により死者 10 名、

負傷者 5 名を出す事故が発生した 

c. 「緊急点検」の 

概要 

 

対象建築物 建築基準法別表第一に規定する病院及び診療所（患者の収容施設が

あるもの。）で、次のいずれかに該当するもの。 

・地階又は 3 階以上の階を病院又は診療所の用途に供するもの 

・病院又は診療所の用途に供する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上のもの（平屋

建てのものを除く。） 

ア．特定行政庁は、点検対象のうち、定期報告の対象に指定しているものにつ

いては、直近の定期報告書をもとに、以下①②のとおり確認すること。 

      ①無届による増改築の有無等について、確認申請書等と照合し確認 

      ②防火設備の部分（管理の状況に係る部分含む。）について、要是正の有

無を確認 

     なお、定期報告がなされていないものについては、建築基準法第 12 条第

5 項に基づき、建築物の所有者・管理者等に対し、増改築の有無等（増改

築を行っている場合はその時期と確認を受けた年月日）及び防火設備の状

況（管理の状況に係る部分含む。）について国土交通省告示第 282 号（平

成 20 年 3 月 10 日）において定める定期調査報告における調査の項目、方

法等に基づき建築士等に調査させた結果の報告を求めた上で、上記①②に 



第 4章 - 6 

 

表 4.2.1-4 エ）病院・診療所の防火安全対策（２／２） 

c. 「緊急点検」の 

概要 

 

   ついて確認すること。 

イ．特定行政庁は、点検対象のうち、定期報告の対象に指定していないものに

ついては、建築基準法第１２条第５項に基づき、建築物の所有者・管理者

等に対し、増改築の有無等（増改築を行っている場合はその時期と確認を

受けた年月日）及び防火設備の状況について国土交通省告示第 282 号（平

成 20 年 3 月 10 日）において定める定期調査報告における調査の項目、方

法等に基づき調査した結果の報告を求めた上で、上記アの①②について確

認すること。 

ウ．特定行政庁は、上記ア．及びイ．の確認において、定期調査報告等の報告

内容が不適切であるなど、増改築の有無等及び防火設備の状況について確

認が困難なものについては、立入調査等を行い確認すること。 

d. その他 国土交通省の指定方針では対象建築物だが、福岡市の定期報告では対象外。そ

の後の平成 28 年 6 月の定期報告改正につながった。 

 

表 4.2.1-5 オ）ホテル・旅館施設等の防火安全対策 

a. 「緊急点検」の時

期 

 

平成 24 年 5 月 16 日～8 月 15 日 

（平成 24 年 5 月 16 日 国住指 第 453 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 24 年 5 月 13 日に広島県福山市のホテル・プリンスにおいて火災が発生し、

死者 7 名、負傷者 3 名の事故が発生した。 

 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

・対象建築物； 

次のア及びイいづれにも該当する建築基準法別表第一に規定するホテル、旅館

（但し、過去に消防部局が、「適マーク」を交付もしくは定期報告により指摘なし

の建築物を除く） 

 ア、3 階以上（地階を除く）のもの 

 イ、昭和 46 年以前に新築されたもの 

・調査内容 ； 

建築基準法（防火・避難関係規定）の適合状況を調査 

d. その他 高い違反率が話題となり、その後の平成 28 年 6 月の定期報告改正につながった。 

 

  

表 ）病院 診療所 防火安全対策（続き）
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表 4.2.1-6 カ）社会福祉施設等の防火安全対策 ①未届の有料老人ホームに係る緊急点検 

a. 「緊急点検」の時

期 

 

平成 21 年 3 月 23 日～5 月 12 日 

（平成 21 年 3 月 23 日 国住指 第 4897 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 21 年 3 月 19 日に群馬県渋川市の老人ホームにおいて発生した火災により

死者 10 名、負傷者 1 名の犠牲が出た事故が発生した。 

 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

・対象建築物； 

 建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げるもののうち、有料老人ホームであ

って、老人福祉法第 29 条による届出がなされていないもの。なお、点検対象に

ついては、福祉部局との情報交換等の連携等により可能な限り把握すること。 

・調査内容 ； 

建築基準法令の適合状況を調査。 

d. その他 消防庁より「社会福祉施設の防火対策の緊急調査」が、また厚生労働省より「未

届の有料老人ホーム届け出促進及び防火安全体制等の緊急点検」が同時に実施さ

れた。 

 

表 4.2.1-7 カ）社会福祉施設等の防火安全対策 ②未届の有料老人ホームに係る緊急点検 

a. 「緊急点検」の時

期 

 

平成 22 年 3 月 18 日～4 月 20 日 

（平成 22 年 3 月 18 日 国住指 第 4761 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 22 年 3 月 13 日に北海道札幌市の認知症高齢者グループホームにおいて発

生した火災により死者 7 名、負傷者 2 名の犠牲が出た事故が発生した。 

 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

・対象建築物； 

認知症高齢者グループホーム（老人福祉法第 5 条の 2 第 6 項に規定する認知症対

応型老人共同生活援助事業を行う施設） 

・調査内容； 

 建築基準法令の適合状況を調査。 

d. その他 消防庁より「小規模社会福祉施設等に係る緊急調査」が、また厚生労働省より「認

知症高齢者グループホームにおける防火安全体制に関する緊急点検」が同時に実

施された。 
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表 4.2.1-8 キ）カラオケボックス火災への対応 

a. 「緊急点検」の時

期 

 

平成 19 年 1 月 23 日～2 月 16 日 

（平成 19 年 1 月 23 日 国住指 第 2857 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 19 年 1 月 20 日、兵庫県宝塚市のカラオケボックスの火災において、死者 3

名、負傷者 5 名が出た事故が発生した。 

 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

対象建築物 カラオケボックスの用途に供する建築物又は建築物の部分（建築確

認申請等の手続きがなされてない物件を含む。） 

・調査内容； 

建築基準法令の適合状況を調査。 

(1)カラオケボックスは、法別表第一(い)欄(四)項の遊技場に該当するに該当する

ことに留意し、防火・避難規定をはじめとする建築基準法令に適合しているか

否かについて確認すること。 

(2)特に、カラオケボックスの各室が「無窓居室」に該当する場合や調理室等に該

当する場合は、次のような防火規定に適合しているか否かについて確認する

こと。 

・排煙設備の設置（法第 35 条・令第 126 条の 2・令第 126 条の 3） 

・非常用の照明装置の設置（法第 35 条・令第 126 条の 4・令第 126 条の 5） 

・ 無窓居室の耐火構造の壁等による区画（法第 35 条の 3・令第 111 条） 

・ 内装の制限（法第 35 条の 2、令第 5 章の 2） 

d. その他 消防庁より「カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検」が同時に実施さ

れた。 

 

表 4.2.1-9 ク）個室ビデオ店火災への対応（１／２） 

a. 「緊急点検」の時

期 

 

平成 20 年 10 月 1 日～11 月 5 日 

（平成 20 年 10 月 1 日 国住指 第 2541 号） 

以後定期的なフォローアップ調査を実施し調査結果を公表 

b. 発端となった建

築物に関する事故

の概要 

平成 20 年 10 月 1 日未明に発生した大阪府大阪市の個室ビデオ店の火災におい

て死者 15 名、負傷者 10 名に犠牲が出た事故が発生した。 

 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

対象建築物 ； 

以下のアからオまでのいずれかに該当する用途に供している建築物又は建築物

の部分（建築確認申請等の手続がなされていない物件を含む） 

ア 風俗営業等の規則および業務の適正化に関する法律施行令（昭和 59 年政

令第 319 号）第 2 条第 1 号に規定する興業場（脚の性的好奇心をそそるた 
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表 4.2.1-9 ク）個室ビデオ店火災への対応（２／２） 

c. 「緊急点検」の概

要 

 

  めの衣服を脱いだ人の映像を見せる興業の用に供するものに限る。） 

イ カラオケボックス 

ウ 個室（これに類する施設を含む。）にいて、インターネットを利用させ、又

は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗 

エ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第 2 条第 9 工に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗 

オ その他これらと同様の用途に供する建築物 

・調査内容； 

建築基準法令の適合状況を調査。 

d. その他 消防庁より「個室ビデオ店等に係る緊急調査及び防火対策の徹底について」が同

時に実施された。 

 

建築物の事故に関する緊急点検の指示（ただし、昇降機等の事故を除く）について見る

と、事故の種類には外壁や天井などの部材の落下に関するもの、および火災・防火に関す

るものとに大きく分けられ、ここ 近の緊急点検の指示は火災・防火関連の事故に関する

ものとなっている。 

緊急点検の具体の概要のところには、「対象建築物の抽出にあたっては定期報告を利用

すること」や、「定期報告の対象建物の場合は増改築の有無および要是正の有無を確認す

ること」というように定期報告を利用する旨が国からの指示の中に記載されているもの

もあった。 

また、いずれの緊急点検の項目においても定期的にフォローアップ調査を行い、結果を

公表すると記載されており、年に 1、2回の点検を実施することを考えると、業務を効率

的に進めていく上で既存のデータを利用しやすいかたちで管理しておく必要がある。 

 

(2) 行政庁での対応について 

緊急点検時の行政庁の対応について情報を得るため、任意の 13 行政庁に対して対面も

しくは電話により調査を行った。 

初に、緊急点検の指示があった際に初動としてどのような対応を取っているかを尋

ねたところ、対象となる建築物の選定においては、「定期調査報告を使用している」や「定

期調査報告は使用せずに建築確認台帳を使用している」といった回答が得られた。定期調

査報告を利用しているという回答には、対象となる建物が定期調査報告の対象になって

いる場合は利用するが、対象外の場合は建築確認台帳を利用するという回答も含まれる。

これは、緊急点検は国土交通省から緊急に依頼があり実施するものであるが、その対象と

する建築物の用途・規模等が定期報告対象建築物の区分と必ずしも一致しないことがあ

るためである。総じて、確認した範囲では定期報告を使用していると答えたところが多く

（10/13 行政庁）、定期報告は使わずに建築確認台帳を利用すると回答したところは 3 行
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政庁となった。また、対象建築物の選定に定期報告を利用していると回答した行政庁のう

ち、案件によっては建築確認台帳や他の部署の台帳等も確認していると回答していたと

ころもあった。「他の部署」については、消防から提供してもらった情報というのが多か

った。 

次に、緊急点検対象となっている建築物について、「定期報告に記載されている記録等

を利用しているか」という質問については、「利用している」と回答した行政庁は半数よ

り多かった（8/13 行政庁）。しかしながら、利用内容は要是正の建築物をピックアップす

る際に使用する、物件や建築物の用途に関する検索や住所検索に利用している等であり、

各種緊急点検の参考資料となっているものの基本データベースとなっていない実態がわ

かった。 

今回のヒアリングで「検索に利用している」と回答した行政庁の一つは、定期調査報告

書の様式第 1～第 3 面および調査結果を電子データ化し、データベースを構築しており、

多くの項目に関しての検索が可能になっているというところもあった。ちなみに、その行

政庁では、定期報告を受け付けた後、外部へ電子データ化の業務を委託しているとのこと

であった。その他行政庁は、定期調査報告書の一部だけを電子データ化している状況であ

り、詳細の内容について情報を得たい場合はその都度、紙ベースの正本で確認するという

ことであった。なお、台帳として整備する際にはその保管書式が基本的に全項目を網羅的

にする必要があるため、自行政庁の利活用に合わせて別途必要な項目を抜粋して管理用

の台帳を作成している行政庁もあった。 

また、定期報告の対象となっていない建築物の点検については、建築確認の台帳等に建

築物の所在等を確認した後、担当職員が分担して実際に現場に足を運び、点検していると

のことであった。 近の例では、看板の落下事故の時の点検においては多くの行政庁で現

場確認を行ったとの回答であり、その負担は大きいものと思われる。  

 

(3) 定期報告以外の情報の利用 

今回の調査において、定期報告等で確認できない部分については他の部署のデータ等

を活用することがあったとの回答があったが、その際に多かったのが「消防」からのデー

タを活用するというものであった。 

緊急点検のうち、過半が火災・防火に関するものについては、消防庁から各自治体の消

防署へ点検実施の指示があり、点検・調査が行われていたものもある。またこの消防署の

点検に同行して現場調査を行っていると回答した特定行政庁もあった。消防は各種立ち

入り検査、消防点検などで施設管理者（所有者）と関係が深く、現況建物実態を把握して

おり緊急点検時に有効と思われる。総務省管轄となるが消防台帳との連携、情報共有は既

存建物実態把握に重要である。 

火災・防火以外の外壁等の落下事故については、建築物に関係する事故が発生した場合、

一般市民の多くは消防へ事故が発生したことを通報することが多く、これらについては

消防から市役所等へ通知されることも多い。この点においても、消防からの情報は非常に

重要であるとのことであった。 
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(4) 定期報告の情報活用方策 

行政庁へのヒアリング調査において、紙ベースの報告書の状態では有効活用をすすめ

ていくのは困難であり、電子データ化されている必要があることは容易に確認できた。し

かしながら、電子データ化には、労力および費用の問題は大きいためその対応は様々であ

り、今回のヒアリングで調査した行政庁では、「職員が必要な部分のみ電子データ化して

いる」、「受付けた情報の電子データ化作業を外部委託している」ところなど、対応は異な

っていた（電子化の状況については、後述する）。 

また、緊急点検の対象建築物が定期報告対象外である場合は、建築確認台帳を利用して

いるということであったため、定期報告と建築確認との連係について行政庁へ質問した

が、ほとんどが連係がとれていない状態であるという回答結果となった。定期報告の対象

となる建築物は確認申請を経て建築されたものであるため、確認申請台帳による情報を

共有するのが効率的であると思われたが、意外と共通化されていないことが明らかとな

った。 

今後ますます高齢化による社会保障費の増大や人口減少による収入減を考えると、い

ずれは 12 条定期報告業務の有料化、罰則規定の強化などの可能性も出てくると考えら

れ、合理的な制度の運用を考えるとデータベース構築が必須となると思われる。 
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4.2.2 建築確認申請台帳をはじめとする建築行政情報の電子化の状況 

建築行政において扱われる各種情報には建築確認申請、定期報告、建築に係る許可申

請・認定申請、アスベスト建築物、省エネ届出（認定）、長期優良住宅申請等があり、そ

れぞれ台帳が作成され、申請書等が整備されている。現在、国や地方自治体では業務の効

率化や公共サービスの質の向上を目指して IT化が進められていることは周知のとおりで

あり、建築分野においても確認申請業務の円滑化や既存建築物の質の向上、市街地環境整

備のために建築行政情報の IT 化が進められている。建築行政情報の中でも重要なものの

一つが建築確認であるが、ここではその業務支援について、特に情報化に関する対応の経

緯等について整理する。 

平成元年から平成 3 年に建築確認の業務支援のためのシステム開発を行うため、地方

公共団体の担当者らが協議会を立ち上げ、支援システムを開発した。そこで開発された支

援システムを広く活用できるようにするため、新たに平成 4 年に財団法人建築行政情報

センター（現 一財）建築行政情報センター ICBA）が設立され、建築確認支援システム

「一次システム」の供給が始まった。その後、同システムはバーションアップされ、特定

行政庁での利用が広がった。平成 19 年度からは、特定行政庁の効率的な業務運営を支援

するため、建築確認申請支援に加えて建築士・建築士事務所の登録、処分状況等をチェッ

クする際の審査業務支援などの機能が追加された「建築行政共用データベースシステム
1)」の整備が進められた。このシステムは、平成 22 年度より本格的に運用が始まってい

る。「建築行政共用データベースシステム」に含まれる 6つのサブシステムは以下のとお

りである。 

・台帳登録閲覧システム 

・通知・報告配信システム 

・建築士・事務所路登録閲覧システム 

・法令・大臣認定データベース 

・道路情報登録閲覧システム 

・建築行政地図情報システム 

 

台帳登録閲覧システムは建築物が建設されてからのライフサイクル全体を通して利用

する建築行政情報の台帳管理システムであり、建築確認支援システムの機能も引き継が

れている。現在、この台帳登録閲覧システムを利用している特定行政庁は 449 特定行政庁

のうちの 254 特定行政庁で割合としては 57%となっている（平成 28 年 7 月時点）。このほ

かの特定行政庁では、独自に整備した建築確認支援システム等を利用していると考えら

れる。 
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これらとは別に、建築行

政情報の電子化の取組みに

関しては、GIS（地理情報シ

ステム）の整備や各種行政

情報のデータベース化とあ

わせて、建築確認等の台帳

整備やデータベース整備に

取り組んだ行政庁もある。

GISについては平成8年に地

理情報システム（GIS）関係

省庁連絡会議が設置され、

「国土空間基盤データの整

備および GIS の普及の促進

に関する長期計画 2)」が策定されて整備・普及が図られることとなった。この動きによっ

て行政庁内において GIS を整備し、これにあわせて各種申請書や届出書等についても電

子データ化してデータベースシステムを構築するところも出てきた。その中には建築確

認台帳を電子化しデータベースを作り、地図情報上に申請のあった建築物を表示させる、

また用途地域に関する情報などと重ね合わせて都市計画等に関する分析を行うなどの利

活用を行っていったところもあった。現在、GIS に建築確認支援等システム等を組み込ん

だものなどが民間事業者からいくつも提案されており、各行政庁の業務の進め方等を考

慮した、カスタマイズされたシステムが運用されている。 

建築行政情報を含め行政全体の情報化の動きとしては、平成 13 年の e-Japan 戦略 3)が

その一つとして上げられる。そこでは行政手続は原則として全てオンライン化すること

を目標に IT 化が進められ、業務の電子化が進められてきた（行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する法律 平成 14年 12月 13日公布）。その後も平成15年に e-Japan

戦略Ⅱとして IT 利用・活用重視の政策、平成 18 年には IT 新改革戦略として「国・地方

公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を 2010 年度までに 50％以

上とする。」という目標が掲げられ、利用促進政策は推進されている。 

このように建築確認の電子化のきっかけや時期は様々であるが、建築行政情報の中で

は建築確認支援システムの開発、建築確認台帳の電子化、データベース化の取組みが先行

しておこなわれた。しかしながら、既に述べたとおり全ての行政庁で同じように電子化等

の取組みが進められてきたわけではない。電子化、データベース化等への対応は、多大な

費用負担を伴うため、対象となる建築物の絶対数が少ないところは着手しておらず、その

予定もないというところもある。そのような中、昨今はアスベストを使用した建築物につ

いては徹底した管理が求められるようになり、国の全額負担による補助制度でアスベス

ト台帳の整備が促されている。建築確認台帳等の電子化・データベース化へはまだ未着手

の行政庁でも、この制度を活用しアスベスト台帳整備と合わせて建築確認台帳等の電子

化・データベース化を進めている行政庁も多い。  

図 4.2.2-1 我が国の IT 戦略の歩み（総務省 HP より）4) 
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15, 9%

43, 26%

53, 31%

16, 10%

24, 14%

17, 10%

50件未満 50件以上100件未満 100件以上200件未満

200件以上500件未満 500件以上1,000件未満 1,000件以上

4.2.3 定期報告の電子化の状況 

建築行政情報のうち、本項では研究対象としている定期報告について、特定行政庁へ提

出された報告書の現状の管理方法の実態および情報化の取り組み状況に関する調査概要、

それらの結果について述べる。 

定期報告の電子化・データベース化に関する調査を実施した特定行政庁は、47 都道府

県、建築基準法第 4 条 1 項の設置市（88 市）、同 97 条第 2 項の特別区（東京 23 区）、さ

らに建築基準法第 4条 2項の設置市から任意に抽出した 13 市・区の合計 171 行政庁であ

る。調査方法は、郵送調査法（アンケート用紙の郵送依頼・郵送回収）とした。 なお、

アンケートは平成 27 年 12 月に実施した（回収率は 100%）。 

アンケートで調査した内容は、大きく下記に示す 4項目とした。 

・定期調査報告の対象となっている特殊建築物のリストの作成・保管方法 

・定期調査報告の対象となっている特殊建築物のリストの整備状況 

・受付けた定期調査報告書等の「電子化」の状況 

  ※注；ここでいう「電子化」は、下記を想定したものである。 

【ケース 1】紙ベースで受領した定期調査報告書等をスキャナーで 

読み取り、PDF で保管 

【ケース 2】紙ベースで受領した定期調査報告書等を特定行政庁側で 

整備したフォーマット等に入力（表計算ソフト等を利用） 

・現状の定期調査報告書等の保管方法 

以下に調査結果の概要を記す。 

 

(1) 定期調査報告書等に係る業務実態 

図 4.2.3-1 に 受付件数別の行政庁数を示す。建築基準法第 12 条第 1 項に規定する特

定建築物等（※同条第 3項の建築設備、昇降機を除く）の定期調査報告書の年間受付件数

は、年度による変動はあるが平均して約 400 件であった。ただ行政庁による件数の幅は大

きく、1,000 件以上の行政庁が 14％、200 件未満の行政庁では 45％であった。また、定期

調査報告業務に関わる担当職員数について尋ねたところ、平均 4.6 人（都道府県 9.5 人、

市・区 2.7 人）という回答結果であった。都道府県の方が対象エリアの広さから、地方事

務所や出張所でも受け付けていることが起因していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフの見方 

15 は「受付件数 50 件未満」の

行政庁数9％は回答行政庁全体

に対する構成比 

図 4.2.3-1 受付件数別の行政庁数（平成 26 年度） 
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(2) 定期調査報告業務の実施体制 

昭和 34 年の建築基準法の改正によって定期検査制度（その時は昇降機及び建築設備が

対象）が定められ、昭和 45 年の法改正で現行の定期報告制度となったが、この定期報告

制度を推進するにあたって、昭和 46 年 12 月 28 日付建設省建築指導課長通達（建設省住

指第 918 号）として「定期報告制度運営要綱」が発出されている。これは、各都道府県の

区域ごとに地域法人として建築安全協会等を設立して（既存の公益法人を活用すること

も可）、定期報告台帳の整備、定期報告案内、管内業務登録者の掌握・指導、定期報告代

行業務の受託等を行うことにより、定期報告制度を円滑に運営し、推進していくという主

旨の通知であった。その目的とするところは、定期報告制度の初動期における体制を整備

するためのものであった。 

その後、政府の規制緩和の動きや定期報告制度が安定的に運用されて当初の目的を達

成していることを踏まえて、平成 12 年 3 月 31 日付け建設省建築指導課長通達（建設省

住指第 192 号）「定期報告制度の運用上の留意事項について」をもって昭和 46 年 12 月の

通達（建設省住指第 918 号は、廃止された1。 

このように、定期報告制度を軌道に乗せるためにいろいろな対応がなされていること

も踏まえ、今回、定期報告台帳2の作成・更新業務、対象建築物の所有者（管理者）への報

告書提出の通知業務、定期調査報告書等の受付業務といった、定期調査報告業務の主な実

施主体の現状について調査した。 

その結果、図 4.2.3-2 に示すとおり各種業務の中で「特定行政庁ですべて実施してい

る」割合が高いのは「①定期報告台帳の作成」および「②定期報告台帳の更新」で両者と

も 59％を占めていた。「特定行政庁がすべて実施している」に回答したところは、「③対

象建築物の所有者（管理者）への報告書提出の通知」は 46％、「④定期調査報告書等の受

付業務」は 44％となったが、「外部機関に業務をすべて委託している」割合も 30％を超え

ていた。台帳の作成・更新に関しては行政庁内で実施し、個別の通知・受付業務は外部機

関に委託することが多いことが確認できた。 

                                                  
1 平成 15 年 7 月 9 日付国土交通省住宅局建築指導課長（国住指第 1184 号）の「定期報告制度の運用に
係る留意事項について（技術的助言）」において、平成 12 年建設省住指発第 192 号は廃止されたが、そこ
には、「地域法人（特定行政庁との契約に基づき定期報告制度に関連する業務を行う公益法人等をいう。）
が実施している定期報告代理業務については、特定行政庁の行うべき行政行為として報告の受理を代行す
るものではないこと」が記述されている。 
 
2   建築基準法第 12 条第 7 項に基づいて整備される台帳で、本調査では定期報告にかかる分のみを対象 
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37.1

39.5

56.5

56.5

46.8

40.3

25.0

28.2

12.9

19.4

15.3

12.1

2.4

0.0

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④定期調査報告書等の受付

③対象建築物の所有者(管理者)

への報告書提出の通知

②定期報告台帳の更新

①定期報告台帳の作成

61.7

63.8

66.0

63.8

21.3

14.9

10.6

14.9

10.6

14.9

17.0

14.9

2.1

2.1

2.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④定期調査報告書等の受付

③対象建築物の所有者(管理者)

への報告書提出の通知

②定期報告台帳の更新

①定期報告台帳の作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 4.2.3-2 定期調査報告業務の実施体制【全体】 

 

さらに都道府県／市・区別集計の別で整理すると、定期報告関係の業務については都道

府県では約 6割が「特定行政庁ですべて実施している」と回答しているが、市・区ではそ

の割合は低下し、通知業務・受付業務ではすべてまたは一部を外部機関に委託する行政庁

が半数を超えていることがわかった（図 4.2.3-3）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 4.2.3-3 定期調査報告業務の実施体制【左図：都道府県 右図：市区】 

 

(3) 定期報告台帳の作成・保管・整備方法 

電子化の導入状況に先立ち、定期報告台帳の作成、保管、整備の実態について調査した。

その結果、図 4.2.3-4 に示すとおり、「表計算ソフト等を用いて電子化し、庁舎内のサー

バ等を利用して保管している」行政庁が も多く、全体では 66％、都道府県では 72％、

市・区では 63％を占めている。次いで多いのは「表計算ソフト等を用いて電子化し、独

自に開発・整備したシステムを利用して保管している」が 17％（都道府県 11％、市・区

ｎ＝171 

43.9

46.2

59.1

58.5

40.4

33.9

21.1

24.6

12.3

18.1

16.4

13.5

2.3

0.6

2.3

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④定期調査報告書等の受付

③対象建築物の所有者(管理者)

への報告書提出の通知

②定期報告台帳の更新

①定期報告台帳の作成

特定行政庁ですべて実施している 外部機関に業務をすべて委託している

外部機関に一部の業務を委託している その他

無回答

ｎ＝47 
ｎ＝124 
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62.9

72.3

65.5

19.4

10.6

17.0

4.8

10.6

6.4

8.9

6.4

8.2

1.6

0.0

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市区

都道府県

全体

表計算ソフト等を用いて電子化し、庁舎内のサーバ等を利用して保管している

表計算ソフト等を用いて電子化し、独自に開発・整備したシステムを利用して保管している

表計算ソフト等を用いて電子化し、ＩＣＢＡのシステム（建築行政共用データベースシステム）を利用して保管している

紙ベースで保管している

その他

無回答

19％）であった。一方で、「紙ベースで保管」する行政庁も一定数存在しており、都道府

県は 11％、市・区では 5％となった。前項の建築確認支援システムからスタートして、現

在、「建築行政情報共用データべースシステム」として運用されている一般財団法人建築

行政情報センターの「ICBA のシステム」を用いた定期報告の利用について調査したとこ

ろ、利用率は全体の 1％にとどまっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 4.2.3-4 定期報告台帳の作成・保管・整備方法 

 

(4) 定期調査報告書等の電子化の実態 

本調査の目的である定期調査報告書等の電子化状況の調査結果を図 4.2.3-5 に示す。

「既に電子化している」行政庁は 49％、回答行政庁 170 団体中 83 団体が電子化を導入済

みである。さらに「電子化の準備を進めている」は 2％（4団体）、「電子化に向けて検討

している」は 6％（10 団体）であった。一方、「電子化の予定はない」行政庁は全体の 41％

を占めた。 

都道府県と市・区を比較すると、「既に電子化している」割合の差が大きく、都道府県

では 23％に対して、市・区は 58％で半数を超えている。都道府県では「既に電子化して

いる」は 23％で四分の一以下の導入率であるが、「電子化の準備を進めている」に 2％、

「電子化に向けて検討している」に 11％が回答しており、今後増加していく可能性はう

かがえる。 

「既に電子化している」または「電子化の予定はない」と回答した行政庁それぞれの年

間受付件数（平成 26 年度）の平均を比較すると、導入行政庁平均 539 件、未導入行政庁

平均 404 件で、年間受付件数量の多い行政庁の方が電子化を導入している傾向がややう

かがえる。 

 

  

ｎ＝171 

ｎ＝47 

ｎ＝124 
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12.0

57.3

4.0

37.3

53.3

25.0

0.0

41.7

75.0

13.8

56.3

3.4

37.9

56.3

1.3

0.0

0.0

50.0

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

定期調査報告概要書

関係写真

調査結果図

特殊建築物等の調査結果

定期調査報告書

市区 (n=75) 都道府県 (n=12) 全体 (n=87)

58.1

23.4

48.5

4.8

10.6

6.4

33.9

59.6

40.9

4.3

2.4

2.1

2.3

0.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区

都道府県

全体

既に電子化している 電子化の準備を進めている

電子化に向けて検討している 電子化の予定はない

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 4.2.3-5 定期調査報告書等の電子化の状況 

 

続いて「既に電子化している」「電子化の準備を進めている」行政庁を対象に、電子化

の内容を調査した結果、「定期調査報告書」「定期調査報告概要書」が半数を超えており、

「特殊建築物等の調査結果」がそれに続いている（図 4.2.3-6）。一方、「調査結果図」「関

係写真」はほとんど電子化されていないことがわかった。自由記述形式での回答による電

子化している内容を表 4.2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-6 電子化している図書等（複数回答） 

 

 

ｎ＝171 

ｎ＝47 
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68.0

8.3

75.0

8.0

2.3

69.0

8.0

1.3

28.0

8.3

16.7
26.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

ＩＣＢＡのシステム（建築行政共用データベース

システム）を利用して保存（を準備）している

独自に開発・整備したシステム等を

利用して保存（を準備）している

庁舎内のサーバ等を利用して

保存（を準備）している

市区 (n=75) 都道府県 (n=12) 全体 (n=87)

    表 4.2.3-1 電子化している図書等（自由記述） 

調査

票№ 
行政庁 質問７－１．電子化している図書等 

24 市・区 要是正箇所 既存不適格 

33 市・区 定期調査報告書で指摘のあったもの 

34 都道府県 現在は報告書の内容のみだが来年度からは概要書も予定している。 

44 市・区 概要書に記載されている概ねの内容をシステムに入力している 

62 市・区 所有者・管理者・建物情報・報告書判定結果など 

71 市・区 報告履歴、所有者・管理者情報・地図情報 

74 市・区 定期調査報告書第一面～三面 

77 市・区 所有者管理者の電話番号、報告書第三面調査の状況欄のうち指摘の内容と改善予定の有無 

107 都道府県 概要書の一部をデータ入力しています 

108 市・区 定期調査報告書を基にした台帳としての情報入力 

129 市・区 概要書は PDF 化、調査結果は、指摘有無等のみフォーマット等に入力するよう進めている。 

162 都道府県 
定期報告書記載の建築物名称及び住所、所有者及び管理者情報、調査名、調査の状況（敷地及び地番、建

築物の外部等の指摘の内容、開園予定等）石綿の有無、耐震診断の有無など（ケース 2） 

 

「既に電子化している」「電子化の準備を進めている」行政庁を対象に、電子化した図

書等のデータはどのように保存しているか（電子化を準備している行政庁は予定）を調査

した結果、図 4.2.3-7 に示すように「庁舎内のサーバ等を利用して保存している」が も

多く、69％を占めた。都道府県では 75％、市・区では 68％が回答し、行政規模による差

もみられなかった。次いで多くの行政庁が回答したのは「独自に開発・整備したシステム

等を利用して保存している」が 26％で、「ICBA のシステム（建築行政共用データベースシ

ステム）を利用して保存している」については 2％であった。自由記述形式での回答によ

る保存方法について表 4.2.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-7 電子化した図書等のデータの保存法（単一回答） 
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表 4.2.3-2 電子化した図書等のデータの保存（自由記述） 

調査

票№ 
行政庁 質問７－２．電子化した図書等のデータの保存 

2 市・区 調査結果は独自システム定期調査報告概要書は庁舎内のサーバを利用して保存している 

34 都道府県 現在は庁内サーバを利用。来年度からは ICBA のシステムを利用予定。 

43 市・区 ＣＤ 

71 市・区 庁内 LAN で使用できる外部サーバを利用する予定 

74 市・区 民間会社にて開発・整備したシステムを利用して保管している。 

79 市・区 概要書はスキャンして庁内サーバに保存している。報告書は建築行政システムに入力している。 

129 市・区 現在は、PDF はサーバに保存しており、併用している。 

 

(5) 定期調査報告書等の電子化による効果 

1)  既に電子化している行政庁の回答 

図 4.2.3-8 に定期調査報告書等の電子化導入による効果の結果を示す。「既に電子化し

ている」行政庁を対象に、電子化を導入した効果を調査した結果（複数回答）、「必要な情

報がすぐに出せるようになった」という効果を挙げる行政庁が も多く、全体の 84％が

回答している。次いで多いのは「対象建築物所有者(管理者)への通知が早くなった」で、

全体の 48％が回答している。 

以上より、電子化を導入することによって、日常定型業務での効果が大きいことが推察

される。その他、「事務スペースが整理された」は 33％に対して「少人数で業務を担当で

きるようになった」は 8％で、人的効率化よりも省スペース化の方が効果を実感している

ことがうかがえる。 

また、日常安全管理、防災対策といった高度利用への効果にも、それぞれ 10％前後の

行政庁が回答している。「重点点検事項の抽出に活用できるようになった」に都道府県の

46％が挙げているが、対象数（11 件）の少なさもあるため、特徴として把握するには別

途検証が必要と考えられる。 
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16.7

6.9

8.3

4.2

15.3

86.1

33.3

47.2

0.0

9.1

9.1

9.1

0.0

18.2

72.7

27.3

54.5

4.8

12.0

15.7

7.2

8.4

3.6

15.7

84.3

32.5

48.2

1.4

13.9

6.9

5.6

0.0

18.2

45.5

1.2

14.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

無回答

その他

重点点検事項の抽出に

活用できるようになった

防災対策に活用できるようになった

日常安全管理指導に

活用できるようになった

自然災害による資料消失

リスクに対応できた

少人数で業務を担当

できるようになった

業務の繁閑が予測

できるようになった

提出が遅れている建築物

のアラーム機能となった

必要な情報がすぐに出せる

ようになった

事務スペースが整理された

対象建築物所有者(管理者)

への通知が早くなった

市区 (n=72) 都道府県 (n=11) 全体 (n=83)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-8 定期調査報告書等の電子化導入による効果（複数回答） 

 

2)  今後期待される効果 

「既に電子化している」「準備を進めている」行政庁を対象に、電子化を導入すること

で今後期待される効果を調査した結果（複数回答）、図 4-11 に示すとおり、「定期調査報

告の履歴管理」が も多く、全体の 68％が回答した。次いで、「必要な情報がすぐに出せ

るようになる」に 58％、「対象建築物所有者(管理者)への通知業務の効率化」に 49％が回

答していた。「日常安全指導への活用」「防災対策への活用」といった高度利用には、前に

質問した現時点での効果の２倍以上の行政庁が回答しており、期待の高さがうかがえる。

また、「他のデータベースとの連携」にも、全体の 28％が回答しており、今後、先進事例

として取り組む行政庁が想定される。表 4.2.3-3 に自由記述に記載された電子化による

期待・効果の回答を示す。 
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14.7

18.7

28.0

8.0

14.7

4.0

16.0

61.3

29.3

48.0

33.3

41.7

16.7

8.3

16.7

33.3

41.7

58.3

5.7

67.8

17.2

21.8

26.4

6.9

12.6

4.6

16.1

57.5

31.0

49.4

6.7

68.0

25.3

2.7

66.7

41.7
27.6

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

定期調査報告の履歴管理

他のデータベースとの連携

重点点検事項の抽出への活用

防災対策への活用

日常安全管理指導への活用

自然災害による資料消失

リスクへの対応

少人数での業務担当体制の実現

業務の繁閑の予測

提出が遅れている建築物の

アラーム機能活用

必要な情報がすぐに出せるようになる

事務スペースの整理

対象建築物所有者(管理者)への

通知業務の効率化

市区 (n=75) 都道府県 (n=12) 全体 (n=87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-9 定期調査報告書等の電子化導入による期待効果（複数回答） 

 

表 4.2.3-3 今後期待される効果に関する自由回答結果（一部） 

調査

票№ 
行政庁 質問７－４．電子化による期待効果 

67 市・区 概要書閲覧時の対応が早くなった 

71 市・区 概要書閲覧業務の効率化 

76 市・区 他部局間（消防、福祉部局等）との業務連携 

118 市・区 電子データによる概要書の閲覧 

129 市・区 概要書の閲覧の迅速化 

 

(6) 定期調査報告の電子データ化における課題 

定期報告の電子化、データベース化における課題について聞いたところ、「費用がかか

る」が 74％、「電子化を担当できる人材の不足」が 64％という結果となった。また、人材

面の問題については、都道府県と市・区を比較すると、都道府県の方がやや多かった（図

4.2.3-10）。 
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4.2

4.2

8.3

12.5

58.3

75.0

6.1

18.2

18.2

72.7

18.5

24.7

4.9

9.9

12.3

16.0

65.4

74.1

2.1

10.4

20.8

22.9

0.0

21.2

30.3

75.8

21.2

12.1

1.2

14.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

対象建築物数が少なく、

電子化のメリットが感じられない

データ消去事故への対応不足

データ閲覧の対象者が特定できない

データ入力ミスの不安

スキャナ読み取り機材の不足

セキュリティ対策の不安　

電子化を担当できる人材の不足

費用がかかる

市区 (n=48) 都道府県 (n=33) 全体 (n=81)

リスクについては、「セキュリティ対策の不安」、「データ入力ミスの不安」、「データ消

去事故への対応不足」といった課題が挙がったが、その数は少数にとどまった。 

「電子化に向けて検討している」「電子化の予定はない」と回答した行政庁を対象に、

電子化を導入することへの課題を調査した結果（複数回答）、「費用がかかる」が 74％、

「電子化を担当できる人材の不足」が 65％であった。都道府県と市・区を比較すると、

人材面の問題は都道府県の方がやや多くなっていた。 

次に目立つのは、「対象建築物数が少なく、電子化のメリットが感じられない」という

回答で、全体の 25％であった。 

「セキュリティ対策の不安」「データ入力ミスの不安」「データ消去事故への対応不足」

といったリスク面を課題に挙げるのは少数にとどまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-10 定期調査報告書等の電子化についての課題 

 

なお、定期調査報告書等の電子化についての課題について確認した際に得られた結果

を表 4.2.3-4 に示す。 
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    表 4.2.3-4 定期調査報告書等の電子化についての課題 

調査

票№ 
行政庁 「その他」の内容 

1 都道府県 電子化するための人手が不足 

26 都道府県 電子化したデータの維持管理（データ更新、ソフトの一部修正等のメンテナンス） 

31 市・区 
定期調査報告書の（概要書）の交付が少なく、かつ報告周期が一番長いものでも 3 年であり、電子化しなくと

も過去の資料が調べられるため。 

72 市・区 ソフトのバージョンアップについて費用が高すぎる。また作業・準備等に時間がかかる。 

81 市・区 電子化のメリットが感じられない。 

99 市・区 記録媒体の耐久性に不安がある（データの消失） 

103 市・区 
対象建築物が少なかったため、紙ベースでの保管をしていたが、制度改正により対象建築物が増加するタイ

ミングで電子化も検討したい。 

106 市・区 電子化のメリットが感じられない。 

112 市・区 閲覧希望者が少なく、労力に対するメリットが感じられない 

116 市・区 
電子化の必要性は十分に認識しているが、現時点では電子化に向けての具体的な取り組みを行っていない。

なお、次年度以降、具体的な検討を行う予定である。 

121 市・区 台帳管理以外での電子化のメリットが感じられません。 

124 都道府県 メリットが感じられない 

128 都道府県 
電子化をする場合、ICBA のシステムを利用すると考えるが、確認申請台帳とのリンクが不十分等、使い勝手

に課題がある。 

161 市・区 電子化のメリットをあまり想定できない 

 

また、定期調査報告書等の電子化に関してアンケートに自由回答で得られたコメント

は表 4.2.3-5 のとおりとなった。 
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     表 4.2.3-5 定期調査報告書等の電子化に関しての自由回答の内容 

調査

票№ 
行政庁  

16 市・区 定期調査報告書の電子化は業務の効率化、防災査察のときの情報の活用等で役にたつと考えております。 

22 都道府県 電子化により不便になる場合もあるので要注意（データ抽出に長時間を要する等々） 

26 都道府県 扱いやすく、ソフトの一部修正が可能であり、コンパクトなソフトがあれば是非活用したい。 

39 市・区 エクセル等の管理には限界がある。要是正の内容等を引出しやすく管理できれば良いなと思う 

64 市・区 定期報告 12 条 3 項分を含めそれぞれの委託機関のデータの共有化が必要 

75 都道府県 電子データでの報告が可能になれば、より効率よく業務を行えると思います。 

76 市・区 定期調査報告書等の電子化によって火災等の事故対応に効率的に情報を活用できている。 

100 市・区 全国一律のフォーマットのようなものがあったほうが、入力する側としても効率よくできると思います。 

108 市・区 
定期調査報告概要書（10 カ年分約 30000 部）の電子化を行いたいが、手間と費用を考えると難しいところで

す。 

117 都道府県 
すべての報告書において、図面等まで電子化を行うには、多大な労力を要すると思いますので、要是正のも

のだけ電子化を行うなど対象の絞り込みの検討をおねがいします。 

118 市・区 電子データによる報告書の受付ができるよう検討していただきたい。 

121 市・区 定期報告概要書の閲覧件数が少なく台帳以外の電子化のメリットが感じられません。 

129 市・区 課税、消防、建築、登記等共通で利用できる行政共通の建物ナンバーの整備をすすめるべき。 

137 市・区 
H28.6 月施行の改正定期報告制度に伴い対象件数の増大が見込まれるため今後は ICBA のシステムで情報

管理していくことを検討してみたい。 

144 都道府県 報告結果に対して、危険度（A～D）の判定をしており、この危険度による抽出機能があれば便利。 

161 市・区 
H２８法改正に伴う台帳整備などの業務を予定しているが、よりよい方法による電子管理などあれば教えて欲

しい 
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(7) 定期調査報告等の情報化の取組みに関するヒアリング 

(1)～(6)において報告した電子データ化に関するアンケート調査結果を踏まえて、さ

らに具体の取組み状況を把握するため、積極的に行政に関わる情報の情報化に取り組ん

でいる行政庁や独自にデータベースの構築を進めている行政庁の中から、8行政庁および

2地域法人を選定し、追加でヒアリング調査を実施した。ヒアリング先の定期報告に対す

る取組み姿勢や電子化等の取組み状況を整理すると、表 4.2.3-6 のとおりとなる。 

 

   表 4.2.3-6 定期報告等の情報化に関する取組み姿勢および取組み状況 

 現時点で積極的に情報化に取り組んでおり、定期報告も電子化して

いる（GIS も整備しているため、地図上で定期調査・検査報告のデ

ータ表示等を実施）  

Ａ市、Ｂ市 

 建築行政に関する情報化のためのシステム作りが進行中である Ｃ県 

 定期報告とアスベスト台帳、耐震改修の台帳との名寄せを行い、デ

ータを管理できるようにしている 

Ｄ市 

 ストック対応を重視して定期報告制度の取組みが熱心である Ｅ市 

 従前は地域法人に受付業務を委託していたが、方針を変更して地域

法人を介さずに直接窓口で定期報告の受付を行うようになった。 

 電子データ化の作業は職員が実施している 

Ｆ市 

 電子化している定期報告台帳とは別に、業務効率化のために定期報

告のデータベースを整備している 

Ｇ市 

 特に定期報告の電子化への対応は行っていない Ｈ市 

 定期報告の受付の他、報告内容の電子データ化を行っており、その

データは委託元の特定行政庁へ渡している 地域法人 

地 域 法 人 

Ｉ法人 

 定期報告の受付を行っており、報告書の第 1 面および第 2 面は電

子化しているが、それらのデータは自らで管理しており、特定行政

庁へは渡していない 

地 域 法 人 

Ｊ法人 

 

同表より、ヒアリング対象の行政庁によって電子化等への対応が現時点でかなり異な

っていることが確認できた。 

定期報告の受付について、Ａ市、Ｈ市は地域法人に受付・事前審査・各種通知などを委

託しているが、他の 6行政庁は全て窓口で実施していた。この違いは、定期報告が始まっ

てからの制度の運営体制や報告対象となる建築物数との関係もあると思われる。 

8 行政庁の定期報告の電子データ化の状況を表 4.2.3-7 に示す。表中の電子データ化

は、excel や access 等へのデータ入力を行っていることを意味している。 

同表に示すとおり、7行政庁が電子化への対応を進めているが、電子化の範囲や電子化

の状態は異なっている。また、電子化の作業を担っている主体やその業務内容も行政庁で

かなり異なっている。Ｅ市は定期報告の受付を地域法人に委託しており、その地域法人が

定期報告様式の第１面～第 4面、および調査結果の内容、さらには指摘項目まで電子デー
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タ化しており、Ｅ市はそのデータを正本・副本と一緒に受け取っている。そのため、電子

データ化されたものについても保管しているという回答となった。 

 

表 4.2.3-7 8 行政庁の定期報告の電子データ化の状況 

＊台帳と業務用にそれぞれ整備 

 

一方、地域法人に委託していると回答しているところでも、委託しているのは受付や事

前審査等で、電子データ化は委託していないというところもある。このような行政庁では、

電子データ化の作業を職員が実施しているところと、嘱託職員に担当してもらうところ

など、作業者も異なっていた。 

また、定期報告の電子データ化に取り組んだ時期については、Ａ市が平成 23 年、Ｂ市

は平成 19 年、Ｃ県は平成 14 年、Ｄ市は平成 17 年であり、きっかけについては、 

・定期報告の永年保存の話が出たため、その対応として検討が始まった 

・道路台帳整備の話が合った際に庁内全体のデジタル化、建築行政情報のデジタル化

の中で定期報告の電子データ化を進めた 

・総務省の電子化に向けた働きかけにより庁内全体として電子化に取り組むなかで

取り組むこととなった 

等との回答があった。 

電子データを管理するためのシステムについてもいろいろなパターンがあったが、「市

販のものをカスタマイズした」と回答したところもあり、それぞれの行政庁での業務を反

映させ、使いやすいようなものにしているようである。 

定期報告以外の建築行政情報との連係について、Ａ市は現時点では連係はとれていな

いが近々予定している新システム移行後には連係がとれる予定との回答があった。また、

Ｂ市は電子地図上で建築物の各種情報を確認することはできるようになっているが、建

築確認台帳と定期報告の台帳とは別のシステム上で動いているため、データの連係はと

れていないとのことであった。Ｃ県については、確認申請台帳をベースとした情報システ

ムに切り替える予定であり、そこに定期報告の情報も一緒に加えていくことで、情報の連

係を取る予定にしているとのことであった。Ｄ市については、定期報告と建築確認台帳と

の連係は考えていないが、アスベスト台帳、耐震改修建築物の台帳との連係をはかってお

り、現在、これまで別々であった台帳の統合化を進めているとのことであった。先行して

電子化の整備が進んでいた建築確認台帳との連係は容易ではないため、システムの更新

時期や入れ替え等の際に何らかの対応をしたいということであった。 

定期報告業務に関しては各行政により様々な形態で実施されているが、電子化につい

 Ａ市 Ｂ市 Ｃ県 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 Ｈ市 

定期報告 

台帳 

一部 

電子  

データ化 

ＰＤＦ化 紙ベース 

一部 

電子 

データ化 

電子  

データ化 

電子  

データ化 

電子  

データ化
＊ 

紙ベース 

定期報告 

概要書 

電子  

データ化 
ＰＤＦ化 

電子 

データ化 
ＰＤＦ化 

電子  

データ化 

電子  

データ化 

電子  

データ化 
紙ベース 
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て積極的に取り組む行政に共通する特徴としては以下の 3点が挙げられる。 

1)  情報化に関する行政の取り組み姿勢 

まず建築行政だけでなく、全体として積極的に情報電子化に取り組んでいるかどうか

は大きな要因と思われる。Ａ市（関東地方）のように、専門部署（情報政策課）を設け、

行政あげて積極的に行政情報の電子化を推進しているなど庁内の取り組み姿勢が重要で

あると感じた。トップを含め庁内のあらゆる部署・職員が電子化の取り組みに理解がある

ことや電子化への取り組みを庁内で支援する仕組みがあることが、大きな推進力へつな

がる。 

 

2)  キーマンの存在 

行政の財源が縮小する中で、定期調査報告業務に限らず様々な建築業務の今後のあり

方・効率化・省力化を鑑み、積極的に電子化に取り組むキーマンの存在は大きい。例えば

Ｂ市（関西地方）は元担当者が庁内や県などに持続的・積極的に働きかけることにより、

建築・土木・課税部署と連携した統合ＧＩＳシステムを構築・運用している。今後のまち

づくりや公共施設整備計画に統合ＧＩＳデータベースは、有効に利用できると考えられ

る。 

 

3)  情報収集力（競争力） 

今回、ヒアリングを実施したところ、情報化を進めようとしている行政庁は電子化に積

極的な他の行政における電子化の取り組みをよく知っている。このことは、担当者が日頃

から電子化への取り組みについて積極的に情報収集し、競争しているためであるという

ことができる。本アンケートに限らず、電子化推進、定期調査報告情報の有効活用等につ

いて、他行政の先進的事例や新たな試みなどを担当者（キーマン）に伝えることが電子化

推進に必須であると思われる。 
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4.2.4 定期報告の電子申請に向けた対応 

(1) 報告書の様式 

定期報告制度の報告書の様式については、定期報告制度が始まった頃は統一された様

式は定められていなかったようであるが、現在は以下に示す報告書および概要書につい

ては書式が決まっており、それらに調査結果を記入し、特定行政庁等の窓口に提出するよ

うになっている。 

＜報告書の構成（特定建築物）＞ 

1. 定期調査報告書（第一面～第四面） 

2. 定期調査報告概要書（第一面、第二面） 

3. 別記（A4）調査結果表 

4. 別添 1様式（A3） 調査結果図 

5. 別添 2様式（A4） 関係写真 

既に報告したとおり、本研究で実施したこれまでの調査によれば、提出された定期報告

の行政庁における利活用はあまり行われていないという結果が得られている。定期調査

報告がほとんど利活用されていない状況に関することや、現在の報告様式については以

下に示すような意見があった。 

 

①現在の定期調査の報告書では、是正すべきところが「ある／なし」しかわからない 

②不具合状況を記載する欄はあるが、文章で記載するようになっているため、それを

確認しただけで劣化状況を把握することは難しい 

③提出様式には別添１様式として調査結果図があり、「配置図および各階平面図を添

付し、～」という注記がある。しかしながら、是正箇所がある場合のおおよその位

置は記載されているものの、外壁にタイル等の不具合箇所がある場合を記載する

ことはなく、この資料で不具合の状態を確認できない。 

④調査結果図は正本に入っているが、現状はこれらが電子化されることはないため、

利活用されていない 

⑤要是正箇所については、写真等を添付するようになっているので、現状でも問題は

把握できるものもある 

 

提出様式については、①、②にあるように要是正の場合の指摘内容を行政庁側が把握

するのには十分ではないという意見がある一方で、⑤の意見のように調査結果図

や写真を添付するようになっているため現状の報告書でも一応確認できる、との

声も聞かれた。しかしながら、④に示すように紙ベースの正本に調査結果図や写真

がはいっており、正本にまで戻って確認するのは手間がかかるため、なかなか取組

みが行われないという実態があると推測される。また、③について、建築物の外壁

や看板等に関する情報は立面図も添付できるようになると、利活用が進むことが

期待される。これらを考えると、様式については下記への対応が行われると、利活

用しやすくなると考えられる。 
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・要是正となった不具合事象の説明に関する記述方法のルール化等の検討 

・調査結果図の様式への立面図の追加 

 

(2) 定期報告結果の電子提出およびデータベース化に関する課題 

定期報告の結果を紙データではなくデータベース化することで、目的に応じて必要情

報の検索や抽出も可能となり、防災対策の検討などに活用できる範囲は広がると考えら

れ、実際にいくつかの行政庁では業務の効率化をはかるために必要な部分だけを電子化・

データベース化している。このような状況も踏まえると、今後、電子データ化した状態で

の報告書の提出という方向性には異論はないと考えられる。そこで、定期報告結果の電子

データ化、電子提出に向けた課題および必要となる対応について検討した。 

現時点で既に多くの行政庁では、提出様式を市販の表計算ソフトをベースとしたファ

イル形式で各行政庁の HP 上に提供している。また、定期報告書の受付け業務を受託して

いる地域法人へのヒアリング3によれば、提出される報告書の多くは提供されているファ

イルに記入し、印刷して提出されているとのことであった。この運用状況を考えると、報

告書の電子提出も実際に可能であると考えられるが、その点については以下のような課

題があることがわかった。 

①現状の紙ベースでの報告書の受付けにおいては、1回で修正等なく受け付けられる

ことは少ない。記載項目の確認に人手と時間がかかっている。提出されたものを受

け取るだけで受付業務が完了するわけではない 

②受付業務を行っている地域法人では、報告書の提出にあたって「事前審査」という

ことで記載項目の確認を行い、修正されたものを受け取っている 

（事前審査については、相談費用として手数料を取っているところもある） 

③特に、修正が多い項目としては、定期報告の対象となる用途・面積の確認がある 

 

現在、受付け時に行われる記載内容の確認には、かなり労力がかかっている状況が確認

できたが、将来的には、電子ファイルを受付けた時に機械的に記載内容の不備等をチェッ

クする仕組みは実現可能と思われる。そのためには、③に記載した確認申請以降の用途変

更や面積変更の情報の更新が現状は適切に実施されていないという課題への対応が必要

となる。 

建物用途の変更等が比較的多いものとしては、物販や飲食などのテナントの入れ替わ

りが頻繁にある商業施設などがあり、行政庁や地域法人へのヒアリングの際にも、これら

の用途の建物については定期報告の対象の用途・面積のチェックがスムーズにいかない

ことがあるという指摘があった。建物の用途・面積が建築確認の際の状態から変更されて

も、建物所有者らから用途等の変更に関する情報が行政庁へ伝えられないこともあり、消

防署による立ち入り検査（査察）が実施された後に消防から行政庁へ連絡されることも多

いとのことであった。電子提出された報告書が自動的に受け付ける仕組みを整えるので

あれば、定期報告制度そのものではないが、用途変更等の手続きの適正化に関する対応が

                                                  
3 平成 28 年度実施 
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必要である。 

このような現在の状況を考えると、当面、定期報告の上告書の電子提出を効率的に進め

ていくためには、以下の手続フローが も現実的であると考えられる。 

① 初に紙ベースでの記載内容の確認（事前確認） 

  ･･･受付事務（行政庁もしくは地域法人等） 

②指摘箇所の加筆・修正 

  ･･･申請者（建物所有者、管理者等） 

③電子化された報告書の提出 

 

さらに、効率化を図る方法としては、事前確認として実施する紙に印刷された報告書の

確認を、WEB 上で事前審査の受付、事前審査等が実施できると効率的であると考えられる。 

なお、建築確認についても電子申請が行われるようになっているが、その場合は事前チ

ェックを行い、修正等を行った上で問題ないことを確認して提出するという手順を踏ん

でいる。 

ところで、本報告では特定建築物の定期報告を対象に調査等を進めてきているが、定期

報告は特定建築物のほかに建築設備（昇降機を除く）、昇降機、防火設備についても実施

することになっており、それぞれに提出様式 （別記第三十六号の二の四 報告書、別記第

三十六号の二の五 定期調査報告概要書）が決められている。報告書の構成は、報告対象

毎に表 4.2.4-1 のとおりとなっている。 

 

表 4.2.4-1 定期報告 報告書の構成（１／２） 

特殊建築物 ①定期調査報告書 第一面～第四面 

②定期調査報告概要書 第一面、第二面 

③調査結果表 

④別添１様式 調査結果図 

⑤別添２様式 関係写真 

建築設備 

（昇降機を除く） 

①定期検査報告書（防火設備） 第一面～第三面 

②定期検査報告概要書 第一面、第二面 

③検査結果表（換気設備）、（排煙設備）、（非常用の照明装置） 

④別表１ 法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設

備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表 

⑤別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 

⑥別表３ 排煙風量測定記録表 

⑦別表４ 非常用の照明装置の照度測定表 

⑧別添２様式 関係写真 

昇降機 ①定期検査報告書（昇降機） 第一面～第三面 

②定期検査報告概要書 第一面 

③検査結果表（主索又は鎖で吊るエレベーター）  
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表 4.2.4-1 定期報告 報告書の構成（２／２） 

防火設備 ① 定期検査報告書（防火設備） 第一面～第三面 

② 定期検査報告概要書 第一面、第二面 

③ 検査結果表（防火扉）、(防火シャッター)、(耐火クロススクリーン）  

（ドレンチャー都の他の水幕を形成する防火設備） 

④別添１様式 検査結果図 

⑤別添２様式 関係写真 

 

これらの様式の第 1 面に記載されている内容は、特定建築物の様式と同じく建物所有

者や建物の住所、確認申請にかかる情報等を記載するようになっており、同じ内容を何度

も記載することなく報告書を提出できるようになれば、多少ではあるが作業の効率化を

図ることができる（フェイスシートの記載の合理化）。 

また、4.2.3 の定期報告の電子化に関するアンケート調査での行政庁からの意見として、

「建築物にコードを振り、それを活用する方策の検討が必要ではないか」（建築物のコー

ド化による管理方法）というものがあった。今回の一連の調査の中で、定期報告の台帳と

確認申請の台帳は、現時点で連携して整備している行政庁はほとんどないということが

確認できている。建築物のコード化については、既往の研究等でも同様のことが指摘され

ており、確認申請時の登録番号等の情報を定期報告の様式に記載する欄があるという点

を考えれば、確認申請の情報と併せた建築物の情報管理方法を今一度検討する必要があ

る。 

 

4.2.5 定期報告を有効活用する上で必要となる情報システムの機能要件 

本研究で実施したこれまでの調査において、定期報告の台帳については特定行政庁の 8

割程度は電子データ化しているものの、報告書や概要書などの電子データ化については

一部を電子化しているという回答を含めて半数程度であることがわかった。また、電子化

の状況は特定行政庁毎に異なっており、定期報告に関する業務の効率化のために必要な

項目についてのみ表計算ソフト等を用いて情報利化しているところがある一方で、独自

に構築したデータベースシステムを準備し、GIS と連携させて電子地図上で建築物の情報

を表示させ住民サービスの一つとして活用しているところなどもあり、整備状況には差

があることも確認できている。 

また、今回、定期報告の電子化に関するアンケート調査を実施するにあたって担当部署

の確認したところ、「建築指導」、「審査」、「建築安全」等の部署の名称、業務体制や業務

内容の分け方は各行政庁によって異なっていることがわかっているが、同一建築物に対

する定期報告をはじめとする関連する情報データ類については、関連する情報をうまく

連動させて利活用できるよう考えていく必要があることは言うまでもない。定期報告等

の電子データ化については、単にそれだけを電子データ化するのではなく、他の建築関係

の審査や指導等に関する業務の中でも扱えるようにしておくことが業務の効率化につな

がると考えられる。 

そこで、業務の効率化を図るための定期報告を含めた情報の支援システム構築を進め
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る場合の機能要件（実際の業務で支援システムを活用する場合の取り扱うデータの種類

や処理内容、利用方法等を取りまとめたもの）を検討することとした。 

定期報告等を扱う建築物の指導、審査等を行う部署の業務の主たるものは大きく表

4.2.5-1 のとおり整理できる。 

表 4.2.5-1 主な業務（１／２） 

指

導 

(1) 建築基準法に基づく許可， 認定及び指定に関する業務 

(2) 建築審査会に関する業務 

(3) 建築基準法に基づく仮使用の認定ならびに安全計画書の受付及び審査に関する業務 

(4) 指定確認検査機関の立ち入り検査及び指導に関する業務 

(5) まちづくりに関する業務、福祉のまちづくり条例の届出の受付等に関する業務 

(6) 建築基準法に基づく道路の位置の指定、変更及び廃止に関する業務 

(7) 特殊建築物，昇降機等の定期検査及び報告に関する業務 

(8) 定期報告、防災査察等に係る違反建築物の指導に関する業務 

(9) エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出の受審付査及び指導に関する業務 

(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定及び指導に関する業務 

(11) 既存不適格建築物に係る勧告及び命令に関する業務 

(12) 災害等による危険建築物等の調査及び是正指導に関する業務 

(13) アスベストの是正指導及び補助事業に関する業務 

(14) 長期優良住宅の普及の促進に閲する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定及び承認の受

付、審査、指導及び改善命令に関する業務 

(15) 指定確認検査機関がなした建築確認検査等の報告（許可部分に係るものに限る）に関する業務 

(16) 都市の低炭素化の促進に閲する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の受付、審査、指導

及び改善命令に関する業務 

(17) 建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律に基づく届出、審査及び指導に関する業務 

(18) 建築物の動態の調査及び報告に関する業務 

審

査 

(1) 建築基準法に基づく確認申請等の受付、審査、検査及び検査済証の交付に関する業務 

(2) 建築基準法に基づく確認申請等に関する台帳管理、確認通知書の交付に関する業務 

(3) 建築確認管理システムの入力及び維持管理に関する業務 

(4) 建築計画概要書等の管理、閲覧及び写しの交付に関する業務 

(5) 確認済等各種証明業務に関する業務 

(6) 建築基準法上の道路の調査に関する業務 

(7) 建築基準法に基づく仮使用の認定に関すること業務 

  



第 4章 - 34 

 

表 4.2.5-1 主な業務（２／２） 

審

査 

(7) 建築基準法に基づく仮使用の認定に関すること業務 

(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく分別解体の届出の受理、審査、検査、勧

告、命令等に関する業務 

(9) 指定確認検査機関の支援に関する業務 

(10) 老朽建築物の調査に関する業務 

(11) 指定確認検査機関がなした建築確認、検査等の報告に関する業務 

(12) 現場の中間検査・完了検査に関する業務 

(13) 被災建築物応急危険度判定に関する業務 

(14) 一般建築相談に関する業務 

建

築

安

全

推

進 

(1) 建築基準法に基づく建築協定の普及等に関する業務 

(2) 違反建築物の調査及び措置に関する業務 

(3) 建築紛争及び建築行政訴訟に関する業務 

(4) 住宅・建築物耐震診断及び耐震改修補助事業に関する業務 

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指示、報告、立入検査、指導及び助言に関する業務 

(6) 建築指導行政の審査及び企画に関する業務 

(7) 老朽建築物の措置に関する業務 

(8) 産業廃棄物処理施設等の意見照会に関する業務 

(9) 一般建築相談に関する業務 

空

家

対

策 

(1) 空家等対策の推進に関する業務。 

(2) 空家等適正管理支援事業に関する業務 

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等の措置及び指導に関する業務 

 

業務内容の中には、各種の申請書や報告書がある。「建築指導」、「審査」、「建築安全」

等の業務の中で提出される申請書、報告書、届出書等を整理すると次のように大きく分類

することができる（開発に関するものは除外）。 

①建築許可に関する申請書等 

②宅地造成等規制法に関する申請書等 

③都市計画法施行規則に基づく証明書等 

④建築指導監督・審査に関する申請書等 

 

上記①建築許可に関する申請書は「市街化調整区域での建築物の新築・改築もしくは用

途の等の許可等」、②宅地造成等規制法に関する申請書は「宅地造成工事規制区域内にお
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いて宅地造成工事を行おうとする場合の許可申請」、③都市計画法施行規則については、

例えば同第 60 条に基づく証明書等の関連であれば、「これから建築物を建築しようとす

る計画が、都市計画法の開発許可または建築許可を要しない計画に適合していることを

証する書面」等がある。 

本研究課題の検討対象である「定期報告」が含まれる「④建築指導監督・審査に関する

申請等」の様式について、定期報告書の他の申請書等としては以下に示すものがある。 

・確認申請書、計画変更通知書、完了検査申請書等 

・建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく認定申請 

・建築基準法施行規則様式(確認申請書(建築物)、計画変更確認申請書(建築物)、等) 

・木造住宅耐震診断等補助 

・建設リサイクル法の届出書、変更届 

・建築許可申請(基準法第 43 条関係)、建築許可申請(工作物)、仮使用認定申請書等 

・福祉のまちづくり条例及びバリアフリー法 

・長期優良住宅関係の申請書 

・住宅、建築物耐震診断等補助に関する申請書 

・その他(建築計画概要書等の閲覧申請書､建築計画概要書等の写しの申請書､道路位

置指定の図面の写しの申請書､建築台帳記載証明願及び道路調査依頼書の様式等) 

 

また、指導に関する業務としては、次に示すものなどがある。 

・防災対策 

・空家に関する対応 

・狭隘道路の拡張整備 等 

 

これまで繰り返し述べたとおり、定期報告をはじめとするデータを確認申請の情報と

連携できれば業務の効率化に有効である。既にデータベースを整備した行政庁の情報な

どをみると、確認申請を中心に据えて、定期報告を含む他のデータが整備できるよう、建

築行政情報の支援システムが整備されている4。それらを参考に、建築行政情報の支援シ

ステムの構築を想定した場合の機能要件（提出される報告書や申請書などの情報をうま

くハンドリングするための機能要件）を、整理した。 

表 4.2.5-2 に示すとおり、機能要件（案）は各台帳の機能として、①個々の建築物が作

られる時に申請が出される確認申請台帳が有しておくべき機能、②建築確認台帳との連

携による業務の効率化が期待されるその他台帳の要件、③指導行政として行われている

許可・認定に関する要件、また情報システムの機能として④支援システムが有しておくべ

き機能としてのシステム基本要件、⑤として将来的に GIS 等の利用が一般的になってい

った際に必要になる地図情報に関する基本要件とした。 

 

                                                  
4 例えば、甲府市 建築行政支援システム 2)、新潟市統合型地理情報システム再構築 3)、札幌市 アス

ベスト台帳整備に向けた建築行政業務支援システム再構築業 4）など 
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表 4.2.5-2 機能要件の項目 

(1) 各台帳に持たせる機能 

1)  建築確認台帳が有する基本システム 機能要件 

2)  建築確認台帳以外の台帳が有する基本システム 機能要件 

3)  許可・認定申請手続に関する支援機能要件 

(2) 情報システムに持たせる機能 

1)  支援システムが有すべき基本機能 

2)  地理情報システム要件 

 

 

同表にしたがって機能および機能の概要を以下に示す。今後、建築に関わる行政情報を

効率的に扱うための支援システムを整備するにあたっては、以下に示す機能概要をベー

スに、支援システムの構築を進めて行くと、検討に要する時間の短縮が期待される。 

 

 

(1) 各台帳に持たせる機能 

1)  建築確認台帳が有する基本システム 機能要件 

表 4.2.5-3 建築確認台帳が有する基本システム 機能要件（１／３） 

機能 機能の概要 

確認申請の受付に際

して必要となる管理

機能 

（受付） 

新規受付／一般申

請、計画通知 

申請書第１面申請者、建物名称および第２面～第６面の登録 

簡易受付 受領票、納付書発行のための簡易登録 

（手数料自動計算） 減免特例、申請面積別、構造判定（認定プログラム有無）など 

確認申請の登録に際

して必要となる管理

機能 

（登録） 

建築主一覧からの選

択登録 

一覧から選択登録 

代理、設計、施工者、

監理者の一覧からの

選択･登録 

一覧から選択登録 

第４面コピー登録 棟毎の情報をコピーして登録する機能（新規受付時に登録した情

報を使えるように） 

第５面コピー登録 階毎の情報をコピーして登録する機能（新規受付時に登録した情

報を使えるように） 

計画変更の登録 元の登録情報からコピー作成 

建蔽率容積率自動計

算 

面積道路幅員等による自動計算 

物件複製 他の物件をコピーして新規物件を登録する機能 

郵便番号指定入力 郵便番号による住所入力支援機能 
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概要書の添付 ＰＤＦや画像をファイリングする機能 

その他資料の添付 ＰＤＦや画像をファイリングする機能 

編集機能 登録情報の編集機能 

新規報告書内容の受

付 

新規報告書内容の登録機能 

各種通知 通知の発行機能 

確認済証発行 確認済証番号を自動付番する機能 

確認済証の発行機能 

処分番号を自動付番し確認済証を発行する機能 

補正追加を求める書

面登録 

補正追加を求める書面の登録と発行 

申請内容の「適合」

の可否に関する登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行する機能 

構造計算適性依頼登

録 

申請情報から適判情報を登録し、概要書、事前通知書、依頼通知

書を発行する機能 

期間を延長する旨の

通知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行の機能 

法 93 条 5 項による

通知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行の機能 

消防関連登録 通知同意情報の登録と発行機能 

審査状況登録 意匠構造設備の状況と審査結果の登録 

中間検査受付に際し

て必要となる機能 

新規受付 

（複数の特定工

程登録可能） 

確認申請に対応する中間検査申請を登録する機能 

登録情報の編集機能   

合格証を交付できな

い旨の通知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行の機能 

中間検査合格証発行 合格証番号を自動付番し、中間検査合格証を発行する機能 

完了検査受付に際し

て必要となる機能 

新規受付 確認申請に対応する完了検査申請を登録する機能 

登録情報の編集機能   

検済証を交付できな

い旨の通知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行の機能 

検査済証発行 検査済証番号を自動付番し、検査済証を発行する機能 

仮使用認定 新規受付 新規に仮使用認定申請内容を登録する機能 

編集機能 入力された仮使用認定申請の内容を修正する機能 

仮使用認定通知書

（特定行政庁）発行 

仮使用認定申請の内容から仮使用認定通知書を発行 

仮使用認定通知書

（建築主事）発行 

仮使用認定申請の内容から仮使用認定通知書を発行 

工事完了届受付 受付 工事完了届の登録機能 

工事完了通知書の登録機能 

編集機能 入力された工事完了届の内容を修正する機能 
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記載事項変更届 新規受付、編集 変更項目（建築主、代理者、工事監理者、工事施工者、地名地番、

その他）訂正内容の上書き入力、履歴の保存 

取下・取止届 新規受付、編集 取下・取止処理、及び、取下・取止届提出日の入力機能 

取止届 構造計算適合性判定

取下届発行 

構造計算適合性判定取下届を発行する機能 

 

2)  建築確認台帳以外の台帳が有する基本システム 機能要件 

表 4.2.5-4 建築確認台帳以外の台帳が有する基本システム 機能要件（１／２） 

 

  

台帳の種類 機能 概要 

定期報告台帳 新規報告登録 定期報告書の内容を登録する機能 

編集機能 定期報告書の内容を修正する機能 

概要書添付 PDF や画像のファイリングする機能 

各種書面発行 依頼、督促、期限前通知、報告済証など 

地図連携 物件に対する地図データへの登録・追加・編集・削除機能 

アスベスト台帳 対象物件登録 対象物件の新規登録機能 

物件情報編集機能 物件情報の編集機能 

各種書面発行 調査票等の出力および統計情報の出力 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除機能 

違反建築物台帳 新規報告登録 受理内容の登録機能 

編集機能 経過・結果の登録情報の編集機能 

各種書面発行 通知書等の発行機能 

地図連携 物件に対する地図データへの登録・追加・編集・削除機能 

12 条 5 項報告 

現況建物の施工状況

に関する報告 

新規報告登録 12 条 5 項報告の内容を登録する機能 

編集機能 12 条 5 項報告の内容を編集する機能 

省エネ届 新規届け登録 省エネ法届出の登録機能 

編集機能 入力された省エネ法届出の内容を修正する機能 

省エネ定期報告登録 定期報告書の内容を登録する機能 

各種書面発行 書面発行機能 
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表 4.2.5-4 建築確認台帳以外の台帳が有する基本システム 機能要件（２／２） 

台帳 機能 概要 

定期報告 新規報告 定期報告書の内容を登録する機能 

編集機能 定期報告書の内容を修正する機能 

概要書添付 PDF や画像のファイリングする機能 

各種書面発行 依頼、督促、期限前通知、報告済証など 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除機能 

アスベスト台帳機能 対象物件登録 対象物件の新規登録機能 

物件情報編集機能 物件情報の編集機能 

各種書面発行 調査票等の出力および統計情報の出力 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除機能 

違反建築物台帳 新規報告 受理内容の登録機能 

編集機能 経過・結果の登録情報の編集機能 

各種書面発行 通知書等の発行機能 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除機能 

１２条５項報告 

現況建物の施工状況

に関する報告 

新規報告 １２条５項報告の内容を登録する機能 

編集機能 １２条５項報告の内容を編集する機能 

省エネ届 新規受付 省エネ法届出の登録機能 

編集機能 入力された省エネ法届出の内容を修正する機能 

省エネ定期報告 定期報告書の内容を登録する機能 

各種書面発行 書面発行機能 
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3)  許可・認定申請手続に関する支援機能要件 

表 4.2.5-5 許可・認定申請手続に関する支援機能要件 機能要件 

機能 概要 

建築基準法 許可申

請 

新規受付 許可申請書の内容の登録する機能 

条項選択 申請条項を選択する機能（選択条項の申請書に応じた登録画面を

表示） 

編集機能 経過・結果や取下などの登録情報を編集する機能 

通知発行 許可認定の条項に応じた通知書を発行する機能 

地図連携 物件に対する地図データを追加・編集・削除する機能 

建築基準法 認定申

請 

新規受付 認定申請書の内容を登録する機能 

条項選択 申請条項を選択する機能（選択条項の申請書に応じた登録画面を

表示） 

編集機能 経過・結果や取下げなどの登録情報を編集する機能 

通知発行 許可認定の条項に応じて通知書を発行する機能 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除する機能 

（例）43 条ただし書

き 

許可台帳 

新規受付 申請の登録機能 

編集機能 経過・結果や取下げなどの登録情報を編集する機能 

各種書面発行 書面を発行する機能 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除する機能 

(例）都市計画法 

５３条許可 

新規受付 許可申請の登録機能 

編集機能 経過・結果や取下げなどの登録情報を編集する機能 

各種書面発行 書面を発行する機能 

地図連携 物件に対する地図データの追加・編集・削除する機能 

 

＊ 許可・認定申請の手続が必要なものについて、主なものとして法第 7条の 6（仮使用認定）、法第 43 条

（敷地と道路との関係）、法第 44 条（道路内建築制限）、法 53 条の 2(不適合敷地の許可基準）、法第 55

条第 2（第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和）、法

第 56 条の 2（日影規制）、法第 59 条の 2（総合設計制度）、法第 85 条（仮設建築物）、法第 86 条（一団

地総合的設計、連担建築物設計制度）等があり、国土交通省からの技術的助言等により、それぞれ個別事

案ごとに審査 
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(2) 情報システムに持たせる機能 

1)  支援システムが有すべき基本機能 

表 4.2.5-6 支援システムが有すべき基本機能（１／２） 

機能 概要 

管理・運用に関する 

機能 

ユーザ管理 ユーザの追加、削除、台帳使用権限の設定 

ログイン権限 ログインの権限を与える機能（権限を与える技術的方法はいろい

ろとあるので、運用方法と合わせて詳細に決定する必要がある） 

台帳・GIS 使用権限 ログインユーザの権限に応じて、台帳や GIS の使用権限を設定 

台帳・地図データ更

新権限 

ログインユーザの権限に応じて、物件情報や地図データの閲覧、

編集、削除権限を設定 

システム起動パスワ

ード 

システム起動時にパスワードを設定 

マスター編集 マスターテーブルやコード表を編集 

出力帳票の作成機能

（テンプレート修正

機能付き） 

出力する帳票にはテンプレートを用意。テンプレートを修正し、

出力帳票を軽微な修正で済むように準備。 

操作ログ管理機能 「いつ」、「だれが」、「どの」機能を使用したかを、ログとし

て記録（管理者が検索閲覧する機能付与） 

帳票発行ログ管理機

能 

発行の記録が必要な帳票に対し、印刷履歴により発行数をカウン

トする管理機能 

台帳を利用する上で 

必要となる機能 

検索 台帳毎に検索項目を設定し、検索する機能。絞り込み検索も可能

とする。 

一覧表示 台帳一覧の表示項目は、任意の項目を設定し、ユーザが表示非表

示、列の入れ替えをおこない状態を保存することができる 

メモ機能 物件に対しメモを登録する機能 

任意出力 構築したデータベースが持つ情報であれば、ユーザが指定する任

意の項目を指定してテキスト形式で出力する機能 

一覧出力 検索によって表示された一覧を印刷出力、エクセルファイル出力

を行うことができる。 

ファイリング 物件毎の専用フォルダがあり、任意の電子ファイルを格納する機

能 

業務に共通的に 

使用する機能 

受付・処分番号発番

機能 

各種申請の受付・処分番号を自動発番する機能 

入力支援機能 申請情報の台帳への入力の際に、マスターコピー、リスト選択（リ

ストの編集が可能）、入力補完など入力を支援する機能 

概要書ファイルリン

ク機能 

（サーバに保管されている）スキャンした概要書ファイルをリン

クさせ、閲覧する機能。閲覧時に印刷を行うことができるように

する。 

添付書類ファイルリ

ンク機能 

（サーバに保管されている）スキャンした電子ファイルをリンク

させ、閲覧する機能。閲覧時に印刷を行うことができるようにす

る。 
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処分の概要書発行機

能 

受付台帳・中間検査台帳・完了検査台帳・計画変更受付台帳を元

に、処分の概要書を表示する機能。また 新の処分の概要を表示

し、印刷出力できるようにする。 

国・都道府県への報

告用統計・集計機能 

登録されているデータをもとに、国・都道府県に報告するための

集計表を出力する機能 

任意の条件指定によ

る集計機能 

ユーザ任意の集計表を作成するためのデータ出力機能 

物件ツリー機能 関連物件をツリー構造で表示する機能 

（確認、計画変更、中間・完了検査等関連する台帳各種

との関連づけを表示） 

 

②地理情報システム要件 

表 4.2.5-7 地理情報システム要件 

 

 

機能 概要 

地図 

関係 

住所・地番等による場所検索 住所、地番など、場所の検索機能（経度緯度） 

地図データの階層表示 レイヤ表示／非表示の切り替え、レイヤ表示順序の切り替え機能 

台帳から地図を参照 各台帳に記載されている物件から地図上に表示する機能 

地図から台帳を参照 地図上の図形等を選択し、リンクしている台帳や任意の物件を参照

する機能 

範囲指定による台帳に記録が

ある物件の抽出 

地図上で範囲を指定し、表示した物件から、詳細画面の呼び出しや

帳票を出力する機能 

地図の印刷 地図を印刷する機能 

拡大･縮小･移動など GIS として基本的な地図操作機能 

新規地図登録 地図上に各種台帳とリンクした新たな図形を追加する機能 

（登録した場所情報により地図上の場所を自動表示） 

概要書 

表示 

概要書表示 地図上に表示されている図形等に概要書等をリンクさせ、それらを

画面で表示する機能 

概要書印刷 地図から任意の物件の概要書を呼び出して印刷する機能 

帳票 

印刷 

記載証明・任意帳票の印刷 地図から任意の物件の記載証明・任意の物件の任意帳票を印刷する

機能 

基本 

機能 

認証・権限 レイヤごとの参照・編集の権限を設定する機能 

表示機能 場所・属性を検索する機能、任意のシンボルの設定、透過表示機能、

図形が持つ属性を表示する機能、地図上の距離や面積を計測する機

能 等 

シンボル統計・集計表示機能 属性によりシンボルを色分けする機能、凡例を表示する機能 

編集・入出力機能 レイヤの属性および図形を編集する機能、図形データの取り込み・

出力する機能、住所や属性によるマッチング機能 
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参考 

1)一般財団法人建築行政情報センター「建築行政共用データベースシステム」 

https://www.icba.or.jp/kyoyodb/ 

2) 内閣官房「国土空間データ基盤の整備及びＧＩＳの普及の促進に関する長期計画」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gis/h8cyouki.html 

3) 内閣官房「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略（要旨）」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai1/0122summary_j.html  

4) 総務省「e-Japan 戦略」の今後の展開への貢献 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/new_outline01.html 
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4.3 公共空間に面する建築物の外壁を構成する仕上げ材等の現況把握技術 

 

本研究では、外装材等の落下の危険性がある建築物の外壁について、定期点検等による

調査・診断の実施状況を可視化し、あるいは適切な維持管理がなされていない外壁等を表

示して行政庁が建築物の所有者・管理者への指導等を支援する手法を検討している。 

そこで、公共空間に面する建築物の外装材や看板などの付属物の構成、維持管理の状況

等に関わる情報を GIS（地理情報システム）等と連携させていくための検討として、 

・建築物の外壁及び付属物の数量把握手法に関する調査 

・建築物の外壁の形態及び属性情報の整備に関するケーススタディ 

を行った。 

本研究では日常及び地震発生時における外壁落下の危険性に焦点をあてており、外装

材や設備、看板等が落下した場合の人的被害リスク等の低減をねらいとしている。主に沿

道の建築物の外壁及び付属物について定期報告の内容（外壁落下の恐れに関する調査・診

断の結果報告図や写真など）やそれらの情報を GIS 等と関連させて、建築物の外壁構成モ

デル（オルソ補正して生成した壁面図に外装材や付属物等の構成要素を配置したモデル）

に蓄積していくことで、建築物における関係者間の情報共有・伝達や所有者・管理者への

指導等で活用する手法の確立を目指すものである。 

 

4.3.1 沿道建物の外壁表面形状等の現況把握技術とデータの利活用 

(1) 沿道建物の計測技術 

沿道の建築物の外壁を構成する外装材や設備、看板等の数量を簡便に把握する手法の

検討のため、測量要素技術を以下 5 の項目に分けて概要を調査した。これら 5 の項目に

ついて、要素技術の概要を記す。 

1) 3 次元地図データ 

2) 航空測量 

3) 衛星測量 

4) 車両測量 － レーザ、画像・動画 

5) 測 量  － 3 次元スキャナー、光学測量、簡易測量 

 

1) 3 次元地図データ  

3 次元地図データは、2次元情報（平面情報）に、土地の標高やビルの高さなどの 3次

元情報を加えたもので、2次元（平面）のデジタル地図より、リアルに空間を表現するこ

とが可能という特徴があり、データは主に以下のようなタイプに分けることできる。 

① 地形や地表の起伏を表現 

② 家屋の形状のみによる 3次元都市モデルを表現 

③ 現実の街並に近いリアリティを表現 

今回の調査対象となる「建築物の外壁や付属の設備、看板等の数量把握」が可能なデー

タを考えると、歩行者やドライバーの視点で直感的かつわかりやすく、現実の街並に近く、
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リアリティを持った土地の標高やビルの高さなどの 3 次元情報を加え表現したデータと

いことになると思われる。 

一般に親しまれているところでは、米国 Google 社；「Google Earth」ストリートビュー

が良く知られているものである。 

 

2)  航空測量 

航空測量には、主に次のような手法がある。 

ア．航空レーザ ； 

地上にレーザ光を照射し、地上から反射するレーザ光との時間差より地上までの距離

を求める測量方法である。得られる地上までの距離と、GPS 測量機、IMU(慣性計測装置)

から得られる航空機の位置情報より、地上の標高や地形の形状を精密に調べることが可

能である。 

また、近赤外線による能動センサを使用するため太陽の光量の影響がないため、航空機

が飛行可能な天候でかつ下に雲等がなければ計測が可能である。但し、都市部では掃射さ

れたレーザ光がビルのガラス面で鏡面反射し、路面で拡散したレーザ光が受光系に戻り

多重反射となるため、ノイズを除去する工程が必要になることがある。 

イ．航空写真 ； 

2 枚 1 組のステレオ航空写真対の撮影の瞬間の位置関係を再現することにより、写真上

の像の位置を把握することで、対応する地上点の位置を判明させる方法である。 

・アナログカメラ： 

 2 枚の写真（ポジフィルム）の位置関係を図化機の中で相対的に再現し、ステレ

オ実態視することにより視覚的に 3 次元空間を生じせしめ測量図を作成する。デ

ジタル化の波におされているがフィルム特有の持ち味がある。 

・デジタルカメラ： 

 色彩の再現性が高くモノクロ、近赤外の撮影が可能である。写真をあらかじめ画

像データ化しているため、「再配列処理」を通じて幾何学的位置関係の画像を再現

し、計測する。 

(参考) デジタル航空写真は、フィルム航空写真よりも陰影部を鮮明に表現できる、建物等

の影部の情報を詳細にとらえることが可能。 

・オブリーク航空カメラ： 

 同じ地点から異なる 5 方向の写真を同時に撮影することができ、更に短いシャ

ッターインターバルで数多くの写真を撮影できることから、ビル等による隠蔽部

の影響を少なくし、壁面情報を含む空中写真の撮影が可能となる。よりリアルな 3

次元モデルを作成し、計測することができる。 

 

また、測定するときの方法で整理すると次のように整理できる。 

①小型機利用 

 小型機からの高高度測量は、迅速に広域面積の 3 次元モデルを作成するのに適
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しておりコスト面でも優位となる。飛行速度が速く、1回あたりの飛行後続時間が

長く機体姿勢も安定し、直進性が高い。また、ヘリコプターと同等の高密度なデー

タ取得も可能（0.5m～1.0m）である。 

②ヘリコプター利用 

 1 回あたりの飛行後続時間が短いため、狭域面積の地形に合わせた柔軟な飛行が

可能であり、機動性のある運用ができ、山間部、路線、狭い範囲の計測に適してい

る。低い高度から計測することが可能で高密度のデータ取得が可能である。 

④ UAV-無人機利用 

 UAV は、大まかに３つのタイプ、a)固定翼型、b)回転翼（シングルローター）

型、c)マルチローター型に分類できるが、今後の産業用 UAV の主流となりつつあ

るのはマルチローター型とのことである。低空・接近撮影が手軽に利用でき、時

間短縮で低コストであるが、フライトできる時間が短く強風や悪天候に弱く、遠

隔操作になるので精度を考えると狭い領域に限られる。 

 但し、平成 27 年 12 月 10 日からドローン（マルチコプター）、ラジコン機、農

薬散布用ヘリコプター等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入され、『空港や

その周辺（概ね半径 9km 以内）』、『人や家屋が密集している地域の上空』が飛行

禁止区域となり飛行の許可が必要になる。なお、東京 23 区や地方主要都市の大

半が禁止区域の対象になっている。 

 

ウ．衛星測量 

大縮尺の図を作成する細部の測量に広く用いられる。人工衛星を用いて地上観測点の

位置を求める方法で、現在各国では衛星の発射する電波のドップラー効果による GNSS（全

地球航法衛星システム）測量が用いられている。従来の測量では不可能だった場所や視通

しが効かない場所での測定が可能となり、天候に左右されることなく高精度の基線測定

が可能となる。なお、「GNSS」とは、Global Navigation Satellite Systems の略で、全

地球航法衛星システムをいう。アメリカが運営している GPS、欧州が進めている GALILEO、

ロシアが再構築している GLONASS、日本の準天頂衛星等測位衛星（みちびき）の総称であ

る。 日本で GPS と連携して国内の高精度測位を実現する「準天頂衛星システム」の運用

を推進している。 

なお、これまで GPS 測量が困難であったビル街においても、GPS、準天頂衛星、GLONASS、

Galileo といった多数の衛星測位システムを利用することで、測量できる範囲の拡大が

期待されているが、ビル街では反射波や回折波（マルチパス）が発生し、この影響により

測位精度が悪くなることが判明している。 

GNSS 測量の利用法としては、高精度（数 mm）な位置の決定を必要とする測量業務から、

数十メートル程度の精度でよいカーナビゲーションのレジャー用まで様々な用途がある。

測量業務では、高精度な結果が可能な「干渉測位」といった複数地点で受信機を同時に観

測して衛星からの電波到達の差（位相差）を解析することによって受信機関の距離を求め

る方法が使われる。干渉測位の方法も大別すると表 4.3.1-1 に示す 4種類がある。 
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表 4.3.1-1 干渉測位の方法 

 

 

 

 

 

 

 

エ．車両測量（MMS） 

移動計測車両による測量システムである。通称：MMS（モービルマッピングシステム・

モバイルマッピングシステム ）といい、車にレーザスキャナー・デジタルカメラ・GNSS

測量機・IMU・走行距離計等を搭載し、移動しながら地形・地物等の三次元位置情報を取

得する測量システムのことである。また、ビデオカメラも搭載する方法もある。 

通常計測は、運転手・ナビゲーター（助手席）・オペレーター（後部座席）で実施され、

40km/h～80km/h での計測が可能となっている。高速道路で走行してもデータ収集精度が

低下しない。他の測量方法と比べ（航空機、TS 等）迅速なデータ取得ができ、道路上での

測量作業の軽減による作業員の安全確保、及び現地の確認漏れも防止できる。但し、雨天

時はカメラレンズに雨水が付着し撮影しても鮮明な画像の取得ができない。なお、地図情

報に 360 度のパノラマ ビュー写真を組みこんだ、Google マップのストリートビュー こ

れも MMS の一種にあたる。 

 

オ．測量 

平板測量やオフセット(支距法)測量、直接水準測量(高さを求める)をここでは簡易測

量とする。 

平板測量とは、平板，平板脚，アリダード，図紙，巻尺などを使って点の位置を求める

測量である。2個以上の地点の位置をあらかじめ平板上に卵白などで固定した図紙上に作

図しておき，現地でアリダードによって、それらの点の間の方向線を合せ，他の地点の位

置を交会法や光線法で図紙上に作図する方法である。但し、 近は電子平板測量の登場で

ほぼデジタル化し、トータルステーションが利用されている。 

オフセット測量は、平板測量においても、見通しが悪い細部測量ができる。オフセット

とは、基準となる線（本線）から直角に、目的物までを測った距離をいい、本線の基点か

ら、このオフセットを出した点までの距離とオフセット（支距）の長さにより、目的物の

位置を求めていく方法である。 

水準測量は高低測量のことで、2点間の高さの差を求める測量のことである。2点に標

尺を垂直に立て，その中間に水準儀を置き，水平視線が標尺と交わる点の読みの差をとれ

ば，高さの差が求められる。この方法を積み重ねて地形の高低を測るやり方を直接水準測

量といい， も精密な方法といわれる。なお、精度は落ちるがトータルステーションなど

水準儀以外の機器を使って高さを求める測量を間接水準測量という。 

測定方法 詳細分類 測定精度 測定時間 測定結果 測定条件 

スタティック 

(静的干渉測位) 

スタテック 数 mm 約 60分 後処理 
低 4衛星 

後処理を伴う 

短縮スタテック 数 mm 約 20分 後処理 
低 5衛星 

後処理を伴う 

キネマティック 

（動的干渉測位） 

キネマテック 数 cm 1 秒~1 分 後処理 
低 5衛星 

後処理を伴う 

RTK 数 cm 1 秒～1分 リアルタイム 
低 5衛星 

テレメータ必要 
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(2) 建築物の外壁及び付属物等の構成要素の整理 

1)  対象建物構成要素 

建物の構成要素を整理するにあたって、平常時において、当該建物が通行人等に対して

安全であるための管理が十分に行われているか、また管理を行う必要があるかの観点か

ら検討を加え、特に主要道路に面する建物部位のうち「壁面」を中心に構成要素を整理し

た。 

また、「壁面」に設置されている設備機器、看板類等の工作物についても脱落等による

影響が考えられるものついても構成要素として整理した。 

1)-1 構成要素の整理 

構成要素の整理にあたって、市街地の主要生活道路に面する一般的な建築物を想定し、

そこで使用されていると考えられる資材、器具等を整理した。さらに現地事前調査時の市

街地観察や建物調査時点で使用事例があったもの、及び今後外壁に取り付けられる可能

性のある事例についても追加整理した。 

 

Ａ：外壁仕上げ 

建築物の外壁に使用されている資材について整理した。整理にあたっては、建築積算に

用いられる定期刊行物に掲載されている建物の部分別内訳書部位外壁で使用されている

細目を参考に名称を設定するとともに、ケーススタディでの利用を考慮して細目コード

を設定した。 

細目の整理にあたっては、剥落が起こった場合の人的、物的、経済的被害の危険性が大

きく、過去に多くの事例が発生しているもの、また、選択する工法によって発生する度合

いが多いと想定されるものを中心に整理する事とした。 

整理は同一表面仕上げ材ごとに採用工法による違いが明確になるような分類とするこ

ととしたが、定期報告制度の対象となっている建物、新築、改修が 近行われたものは比

較的容易に資料により判別することが出来るが、定期報告制度の対象外建物や築年数の

古い建物は目視調査による表面仕上げのみの判断になる。そこで工法が判別できない目

視調査による表面仕上げのみの細目と工法等を含めた細目のいずれかを選択できるよう

に、細目を整理した。また、比較的剥落等の発生が多くみられる仕上げの出隅、入隅部は

役物として細目を整理した。 

 

Ｂ：設備機器類 

外壁にボルト等で仕上げ完了後に設置されたものと想定できる設備機器、配管類を整

理した。構成要素の分類は、剥落等の原因として取付け工法、取付け部位の状態が影響し

てくることが考えられるが、本検討では材種とその大きさに絞り細目を整理した。 

 

Ｃ：看板類 

看板類は一定規模以上の大きさになれば建築基準法の工作物として扱われるほか、「屋

外広告物法」に基づき各都道府県が定めた条例により必要な規制が行われている。しかし
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ながら、過去に多くの剥落等による事故が発生している事から、行政が現況を把握する事

が出来るよう工作物として構成要素を整理した。構成要素の分類は設備機器と同様なこ

とが言えるが本検討では材種とその大きさに絞り細目を整理した。 

看板の種類は材質（金属、プラスチック製、木製、布製）ごとに次の 4種類とした。 

・突出看板  ：外壁面から突出して設置されている縦型のもの 

・突出横型看板：外壁面から突出して設置されている横型のもの 

・壁面看板  ：外壁面を覆う形で設置されているもの 

・独立看板  ：建物に緊結されていない独立しているもの 

この他に日除（固定式と可動式）、BOX 型に分類した。 

それぞれの大きさは次による。 

・大型：階の高さ１層分を超えるもの、出入口幅を超えるもの、壁面の 1/2 を超える

もの。 

・中型：階の高さ 1層分程度のもの出入口幅程度のもの、壁面の 1/2 程度のもの 

・小型：上記に含まれない小型のもの 

 

Ｄ：その他 

壁面を利用した各種の看板、工作物、設備機器等で特殊例や今後利用が多くなると想定

されるものを「その他」に整理した。代表的なものを次に示す。 

・造形および装飾看板類 (例：写真 4.3.1-1) ： 

立体的に装飾した看板、モニュメント等で外壁面に固定されているもの。又は

敷地内に設置されているもの 

・ネオンサイン (例：写真 4.3.1-2) ： 

ネオンサイン単独で壁面に設置されているもの（壁面看板の一部とみなされ

るものは除く） 

・壁面緑化 (例：写真 4.3.1-3) ： 

壁面に金属枠等で設置されている緑化物 

・壁面設置型・独立型太陽光パネル (例：写真 4.3.1-4) ： 

壁面に設置した太陽光パネルは今後使用が多くなってくるものと想定される。 

→設備に整理 

・ボックス型看板 (例：写真 4.3.1-5) ： 

アルミ枠、プラスチック等で構成されているボックス型の看板 

→看板類に整理 

 

  



第 4章 - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)-2 構成要素の細目一覧表の作成 

リストアップした細目を仕上げ種類別に分類した。比較的事故例が多いと想定される

タイル仕上げについてはタイル形状、工法別に細かく整理した。なお、調査時点での市街

地観察や新たに使用例があったものはその都度細目一覧表に追加した。構成要素細目一

覧表を表 4.3.1-2～表 4.3.1-4 に示す。 

  

写真 4.3.1-1 造形・装飾看板類の例 写真 4.3.1-2 ネオンサインの例 

写真 4.3.1-3 壁面緑化の例 写真 4.3.1-4 壁面設置型・独立型太陽光パネル

写真 4.3.1-5 ボックス型看板
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表 4.3.1-2 構成要素細目一覧［Ａ：外壁仕上げ］ 
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表 4.3.1-3 構成要素細目一覧［Ｂ：設備機器類］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.1-4 構成要素細目一覧［Ｃ：看板類・Ｄ：その他］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目 細目コード 名称 摘要 単位

ＢＡ01100 室外機 大型 台

ＢＡ01200 室外機 中型 台

ＢＡ01300 室外機 小型（ウインドエアコン） 台

ＢＦ01100 ステンレス製ダクト ｍ

ＢＦ01200 給排水パイプ ｍ

ＢＦ01300 電線管 ｍ

ＢＪ01101 ガラリ ㎡

ＢＪ02101 換気フード 箇所

ＢＪ03101 換気扇 箇所

ＢＬ01101 投光器 箇所

ＢＬ01102 スポットライト 箇所

ＢＬ01103 防犯灯 箇所

ＢＬ01104 外灯・庭園灯 箇所

ＢＬ02100 ＢＳ・ＣＳアンテナ 箇所

ＢＬ02200 防犯カメラ 箇所

ＢＬ02300 インターホン用子機 箇所

ＢＬ02400 入退室管理用子機 箇所

ＢＬ07101 太陽光パネル 独立型 箇所

ＢＬ07102 太陽光パネル 壁面型 ㎡

空調設備ＢＡ

ＢＬ

換気設備ＢＪ

ダクト・配管・電線管類ＢＦ

仕上げ種別

Ｂ：設備機器類

電気設備
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2)  構成要素の把握に適した計測手法の検討 

建築行政に係わる自治体職員等が沿道建物の現況を把握する方法として、確認申請図

による建物外観の把握や定期調査報告制度による現況の把握は可能ではある。しかしな

がら、定期報告制度の対象になっていない建物、築年数が経過している建物の維持修繕工

事、テナントが移動するたびに行われるであろう工事等は規模によって申請の必要が無

いため、行政の持つ情報と現況とが乖離している要因になっている事が考えられる。看板

類については屋外広告物法に基づく各自治体の条例により一定規模以下の広告物は行政

の許可を得ることなく設置する事が出来るため、この場合も現況を把握する事が出来な

い。 

しかし、この場合であっても建物所有者側において適切な維持管理が行われ、現況が把

握され、問題があれば適切に処置されている場合は、必ずしも詳細な情報を行政が把握し

ている必要はなく、基本的な情報について行政側が把握しておくだけで良いものと考え

られる。 

そこで平常時において、当該建物が通行人等に対して安全であるための管理が十分に

行われているか、また管理を行う必要があるかの観点から、行政が把握するべき情報の精

粗を分類し、それを調査する方法として前 4.3.1 の 1)で整理した要素技術を利用した場

合どんな要素技術の組合せがあるかを検討した。 

想定したレベルを次の通りとし、レベル毎の把握するべき情報、形状レベル及び表示レ

ベル等をまとめた。 

ア．レベル－１：CAD2 次元情報 

イ．レベル－２：CAD2.5 次元＋レイヤ構成付 

ウ．レベル－３：CAD3 次元モデル 

エ．レベル－４：3次元モデル＋属性情報付 
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ア．レベル－１：CAD2 次元情報 

 

表 4.3.1-5 レベル毎の把握するべき情報、形状レベル及び表示レベル等 レベル-１ 

構成要素 要素技術（数字はp44の測量技術の分類番号） 

都市計画地域地区：商業地域、防火地域等 
土地利用状況：事務所建設物、専用商業施

設、集合住宅等 
建物の構造：ＲＣ造、木造等 
建物階数 ：１階、２階、８階～１０階等 
建物高さ ：10ｍ未満、15ｍ以上 30ｍ未

満等 

行政公開情報  
せたがやｉＭＡＰ（世田谷区）等 

敷地及び建物の配置、建物階数の把握 住宅地図 ゼンリン住宅地図 
敷地及び建物の配置、外壁の形状（主な表

面仕上げ） 
1) 3次元地図データ  
高精度の3次元デジタル地図 

看板、設備機器等 目視、写真の併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用方法の例 

 

 

 

 

 

 

  

・沿道全体の建物種類（事務所・マンション等）、高さ、階層等建物構成がどの様になってい

るかが、２次元情報程度で表示される。 

・面的な情報のみで奥行き感は無い 

・沿道全体の現況は分かるが、当該建物及び沿道全体についての維持・安全管理についての

現況を把握する目的としては得られる情報が少なく、数量を算出する事は難しい。 

図 4.3.1-1 行政公開情報の例 

（せたがやｉＭＡＰ） 

図 4.3.1-2 行政公開情報の例 

（横浜市行政地図情報提供システム） 
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イ．レベル－２：CAD2.5 次元＋レイヤ構成付 

 

表 4.3.1-6 レベル毎の把握するべき情報、形状レベル及び表示レベル等 レベル-2 

 

 

 

 

 

 

    図 4.3.1-3 オルソ図 例             図 4.3.1-4 オルソ図 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊外壁面がほぼフラットなためオルソ図         ＊見込みが深く窓面が奥に設置されている       

から数量をかなり正確に計算できる。          オルソ図では見込み部分は表示できない 

ため見込み部分の数量算出は出来ない  

    図 4.3.1-5 オルソ図 例            図 4.3.1-6 オルソ図 例 

 

活用方法の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素 要素技術（数字はp44の測量技術の分類番号） 

各建物の立面 

外壁の表面形状 

点群データを取得しオルソ図を作成する 

4)車両測量（レーザ） 

表面仕上げは目視、写真の併用 

看板、設備機器等 目視、写真の併用 

・沿道全体を車両によって、測定していくので点群データの取得は速やかにできる。 

・看板類、設備機器類も同時に取得する事が出来る。 

・点群データからオルソ補正を行った壁面図の作成は、外壁面とベランダ立上り壁面等で

レイヤを分けて作図し、奥行き情報を補完する。 

・「落下の恐れある部分」の算定には、道路境界からの距離を別に測定する必要がある等、

オルソ図だけでは数量を算出する事が難しいので、どこまでの精度であれば使用目的にか

なうかを検討したうえで作図し、数量の算出を容易にする工夫が必要である。 

・外壁表面仕上げ、設備機器類、看板類をオルソ図から特定する事はかなり難しいため、

写真を併用した目視調査が必要であると考えられる。 
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ウ．レベル－３：CAD3 次元モデル 

 

表 4.3.1-7 レベル毎の把握するべき情報、形状レベル及び表示レベル等 レベル-3 

構成要素 要素技術（数字はp44の測量技術の分類番号） 

各建物の立面 

外壁の表面形状 

外壁見込み部分の形状 

点群データを取得しオルソ図を作成する 

5)測量（３次元スキャナーレーザ） 

表面仕上げは目視、写真の併用 

看板、設備機器等 目視、写真の併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1-7 出入口    図 4.3.1-8 オルソ図での表現    

 

活用方法の例 

 

 

 

 

 

 

 

  

・建物から離れた所から複雑な形状の点群データを取得できる。車両による測定と異な

り、その都度測距儀を盛り替えていくため、連続してデータを取得していく事は出来な

い。 

・特定の建物（文化財建物等）で図面等が得られない場合であっても、詳細な３次元ＣＡ

Ｄ図を作成する場合に適している。 

・表面仕上げや看板、設備機器等はレベル－２と同様に写真の併用による目視調査が必要

であると考えられる。 

・数量はかなり詳細に算出する事が出来る。 

図 4.3.1-9 奥行きを表 

した 3次元表現 
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エ．レベル－４：3次元モデル＋属性情報付 

 

表 4.3.1-8 レベル毎の把握するべき情報、形状レベル及び表示レベル等 レベル-4 

構成要素 要素技術 

各建物の立面 

外壁の形状 

各部位の劣化状況 

看板、設備機器等 

3次元モデルを行政における管理に利用する

一環として、落下の恐れある構成要素の点検

結果等を属性情報として蓄積し、利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1-10 3 次元モデルと属性情報の表示画面（イメージ） 

 

 

 

 

 

  

・3 次元モデルに構成要素の点検結果、点検基準（仮称）や被害影響度基準（仮称）に基づ

く点検評価結果を属性情報として蓄積し、利用が可能となる。 

・数量は保存されている設計図、工事内訳書等の利用により詳細な数量が算出できる。 

・属性情報を検索、抽出し、分析する事により沿道全体の管理状況が把握できる。 



第 4章 - 58 

 

4.3.2 建築物の形態及び属性情報の整備に関するケーススタディ 

適切な維持管理が求められる外壁及び付属物等の構成要素を把握し、管理状況に関わ

る情報を整備する手法について、前項で検討した要素技術を利用して実際の市街地に適

用した際の課題等を検討するため、道路の一定区間における沿道の建築物の外壁及び付

属物等の関係データの試算を行った。 

 

(1) 対象区域の概要把握 

1)  事前調査による該当地域の特性等の把握 

対象区域について事前調査を行い、道路の種類の異なる 3 カ所を具体的な対象区間を

設定した。 

ア．幹線道路 幅員 22ｍ以上、4 車線以上、歩道 に面する空間 （道路片側）  

国道 246 号線 池尻大橋駅付近～「三宿」交差点 

・比較的大規模な事務所、集合住宅が多数建設されている地域 

・（通称）玉川通り：世田谷区池尻 3丁目 1-1～世田谷区池尻 3丁目 30-10  

・報告書内の略号を「ＴＭＡ－Ｌ」とした。 

 

イ．地区幹線道路 幅員 15m 以上 に面する空間  

都道 3号線「三軒茶屋」交差点～「若林」交差点  

・比較的大規模な集合住宅が多数建設されている地域 

・（通称）世田谷通り： 

①世田谷区三軒茶屋 2丁目 15-12～世田谷区三軒茶屋 2丁目 56-9 

②世田谷区太子堂 4丁目 3-1～世田谷区若林 1丁目 18-6 

・報告書内の略号をそれぞれ①「ＳＥＴ－Ｌ」、②「ＳＥＴ－Ｒ」とした。 

 

ウ．地区幹線道路 幅員 10～13m 以上 に面する空間  

（通称）茶沢通り「三軒茶屋」交差点～世田谷太子堂郵便局付近 

・南側地域が商業地域、北側地域が近隣商業地域となっており、比較的中小規模の建

物が多く、特に北側地域については住商併用住宅が多く建設されている地域 

・①世田谷区太子堂 4丁目 23-16～世田谷区太子堂 5丁目 17-16  

・②世田谷区太子堂 2丁目 15- 4～世田谷区太子堂 3丁目 20-7   

・報告書内の略号をそれぞれ①「ＣＨＡ－Ｌ」、②「ＣＨＡ－Ｒ」とした。 

※略号のＬ、Ｒは三軒茶屋交差点を背に各通りを見た場合の左側をＬ、右側をＲとした。 
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各区域の現況は以下の表 4.3.2-1 の通りである。 

 

表 4.3.2-1 対象区域の現況 
 

略号 

通称 

都市計画地域

地区 

沿道の主な現況 

土地利

用 
構造 階数 高さ 

ＴＭＡ 

玉川通り 

商業地域  

容積率 500％ 

建蔽率 80％ 

事務

所、 

集合住

宅が多

数 

耐火造 4,5 階以上

が多数 

15ｍ以上 45ｍ未満が多

数 

ＳＥＴ 

世田谷通

り 

商業地域  

容積率 500％ 

建蔽率 80％ 

集合住

宅が比

較的多

い 

耐火造 ８階以上

の建物が

多数 

Ｌ側 30ｍ以上 45ｍ未

満が多数 

Ｒ側 30ｍ以上 45m 未

満､15m 以上 30ｍ未満

が約半数ずつ 

ＣＨＡ 

茶沢通り 

商業地域  

容積率 500％ 

建蔽率 80％ 

対象区域の北

側半分は近隣

商業地域容積

率 300％ 

建蔽率 80％ 

準防火地域 

住商併

用住宅

が多数 

耐火造 

近隣商

業地域

では防

火造も

見られ

る 

商業地域

は１５ｍ

以上３０

ｍ未満、

近隣商業

地域は 10

ｍ未満が

多数 

商業地域は１５ｍ以上

３０ｍ未満、 

近隣商業地域は 10ｍ未

満が多数ある 

 

2)  建物調査方法 

前4.3.1の(2)項で検討した結果を踏まえ、3地域をＭＭＳにより点群データを取得し、

オルソ図を作成するレベル２に相当する手法とそれを補完する手法として目視及び写真

を併用し沿道調査を行った。 

作業手順を次に示す。 

 

①前調査の実施 

・住宅地図（ゼンリン住宅地図）による調査対象建物の把握 

・全ルートの目視調査 

②沿道概略オルソ図の作成 

・ＭＭＳ（Mobile Mapping System）による点群データの取得。 

・点群データより沿道概略オルソ図の作成 

③目視による沿道建物調査の実施 

・外壁仕上げ材の把握 

・外壁に設置されている設備機器、看板類の把握 
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(2) ケーススタディの実施 

1) 沿道建物測定 

①測定作業 

・測定日時 平成 27 年 12 月 21 日 10 時～13 時 

 

②測定方法 

測定は、RIM（マルチ測定車）測定により実施した。測定の流れを図 4.3.2-1 に示

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-1 断面図作成フロー 

 

・事前準備 

測定計画を立てる。RIM 測定では GSP の個数が 5個以上必要であるため、測定日

の GPS の飛来状況を確認し、 適な時間を設定する。 

・GPS 状態確認 

GPS 状態を確認するため、RIM の上空が十分開けていて、かつ 10 分程度停車でき

る場所に停止させる。そして GPS の個数が 5個以上であるかを確認する。 

・方位角検定 

3 台の GPS 受信機で RIM がどちらの方向を向いているかを計算する。これを方位

角検定といい、ｂ.で停車した GPS 受信状況が良好な状況において約 2分程度で計

算される。 
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・初期化走行 

GPS、IMU およびオドメータを初期化するための作業を初期化走行という。 

GPS により測定原点の測位および IMU の初期化のため、まず GPS が 5 個以上（6

個以上が推奨）受信できる状態にする。その後 6分間静止状態を保ち、IMU の初期

化を行う。その際、人の乗降やドアの開閉など車体が揺動するような動き、また RIM

を走行させてはいけない。 

6 分間静止後、IMU の横方向の加速度センサの初期化、およびオドメータのキャ

リブレーションのため、GPSの受信を良好な状態に保ったまま、左右に5回旋回し、

さらに 2km 以上の走行を行う。 

・測定 

現場の条件に合わせて測定を行う。 

・終了走行 

測定終了後、後処理作業時の精度向上を目的に初期化走行と同様、終了走行を実

施する。 

 

解析までのデータの流れを図 4.3.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-2 データの流れ 
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2) 沿道建物概略オルソ図作成 

点群データからオルソ図を作成した例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-3 点群データの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-4 オルソ図の例 
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3) 沿道建物概算数量の算出 

各対象区域について点群データより作成したオルソ図を基に以下の要領で概算数量を

算出した。 

①算出した数量 

・外壁面積：オルソ図に表示されている面の面積 

・外壁仕上げ面積：外壁面積－（「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのな

い部分※」＋開口部面積） 

・構成要素別仕上げ面積：2以上の構成要素がある外壁について、構成要素毎に分

割した面積 

・設備機器類： 構成要素ごとの箇所数 

集合住宅等のベランダ上部に設置されている室外機（天吊り）はベランダ内に

落下するものとして計上しない 

・看板類 /その他：構成要素ごとの箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

②数量算出の前提条件 

数量算出の前提条件は次による。 

ａ．オルソ図に示されている道路面に正対している建物面の寸法を計測する。 

・建物が正対していないことによる斜め壁等の見かけ寸法の短縮は考慮しない 

・開口部等の見込みは計測しない 

ｂ．原則として道路境界線に建物外壁面又はベランダ立上り面があるものとし、技

術的助言に規定する水平面距離を 0ｍとした。 

・敷地内に落下する恐れについては考慮しない。 

ｃ．下記建物についてはオルソ図に示されている歩道上のアーケードは考慮しな

いものとした。 

・ＳＥＴ－Ｌ001、Ｌ002，Ｌ003，Ｌ004、Ｌ005、Ｌ006 

・ＳＥＴ－Ｒ003、Ｒ004，Ｒ005 

 

③数量算出一覧表 

以下は通りの各集計表として整理した。  

※「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのない部分」の考え方について 

平成20年4月1日付国住指第２号「建築基準法施行規則の一部改正等の施行について（技

術的助言）」（以下、技術的助言と略記する）によった。具体的には集合住宅においてベラ

ンダ等がある場合、外壁面崩落により落下物がベランダ内に落下するとして、その外壁面

が「技術的助言」の範囲内である場合はその部分の面積をおそれのない部分とした。 
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表 4.3.2-2 対象となる建物数及び階数の平均 
 

区域名-CD 対象となる建物数 階数平均 

SET-L 36 7.86 

CHA-L 53 6.77 

CHA-L 68 2.59 

CHA-R 58 3.86 

 

表 4.3.2-3 外壁面積と対象仕上げ面積 
 

外壁 

面積計 

対象仕上げ 

面積計 

外壁面積に対する対

象仕上げ面積の比率 

12530.52 8063.07 64.3% 

10612.96 6054.12 57.0% 

 

表 4.3.2-4 仕上げ種別一覧(外壁仕上げ) 

 

図 4.3.2-5 仕上げ種別(外壁仕上げ)の割合 

表 4.3.2-5 仕上げ種別一覧(外壁仕上げを除く) 

  

石

3%

タイル

64%
モルタル・

吹付け等

22%

金属系パネル・

カーテンウォール

8%

店舗等

外装材

4%

外壁仕上げの割合

 RC 系 

パネル 
石 タイル 

モルタル・吹付け

等 

金属系パネル・ 

カーテンウォール 
店舗等外装材 

SET-L 104.21 266.93 5694.6 1275.28 625.28 96.77 

CHA-L 0 161.33 3844.98 1317.92 461.18 268.71 

CHA-L 160.27 132.8 1413.8 1676.61 97.32 176.49 

CHA-R 179.46 369.25 2072.42 1080.08 669.15 151.47 

(単位：箇所)
BA BF BJ BL CA DA

空調設備
ダクト・配管・

電線管類
換気設備 電気設備 看板類 その他

CHA-L 1 3 0 8 126 0

CHA-R 1 0 0 7 73 2

SET-R 0 0 0 6 57 0

SET-L 3 0 0 0 43 0

TMA-L 2 1 0 1 76 1

合計 7 4 0 22 375 3

仕上種別

区域名
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図 4.3.2-6 仕上げ種別一覧(設備機器類) 

 

表 4.3.2-6 仕上げ種別一覧(看板類) 

 
 

 
図 4.3.2-7 仕上げ種別一覧(看板類) 

 

 

図 4.3.2-8 仕上げ種別(看板類)の割合 

0 5 10 15

CHA-L

SET-R

TMA-L

仕上種別 (設備機器類)一覧

BA 空調設備

BF ダクト・配管・

電線管類

BJ 換気設備

(単位：箇所)

突出看板 突出横型看板 壁面看板 独立看板 日除け看板 BOX看板 ケンスイ幕

CHA-L 45 29 12 2 38 1 1

CHA-R 22 22 5 3 21 0 0

SET-R 18 16 5 9 8 0 0

SET-L 16 13 3 4 7 0 0

TMA-L 27 17 14 10 8 0 0

合計 128 97 39 28 82 1 1

仕上種別(CA)
区域名

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CHA-L
CHA-R
SET-R
SET-L

TMA-L

仕上げ種別一覧 (看板類)

突出看板

突出横型看板

壁面看板

独立看板

日除け看板

BOX看板

ケンスイ幕

突出看

板

34%
突出横型

看板

26%

壁面看板

10%

独立看板

8%

日除け

看板

22%

BOX看板

0% ケンスイ幕

0%

看板類の割合



第 4章 - 66 

 

4) 詳細調査建物の概算数量算出 

ＳＥＴ－Ｌ031 及びＣＨＲ－Ｌ074 ビルについて、点群データ、オルソ図及び現地写真

等により概略の平面図、敷地配置図を作成し、それによる数量を算出した。 

 

① ＳＥＴ－Ｌ031 建物現況 

図 4.3.2-9 に示すとおり、建物は敷地境界から６ｍ、中央部は 15ｍの位置に配

置されている。 

落下の恐れある高さの算定を行ったところ、建物中央部は敷地境界から 15ｍ離

れているので敷地内に落下するものとした。建物の両側（敷地境界に近い部分）・

5階以上のｃ部分はすべて落下の恐れある部分、建物両側（敷地境界に近い部分）・

4階以下のａ部分は落下の恐れのない外壁面、建物両側（敷地境界に近い部分）・3

階以下のｂ部分は落下の恐れのないベランダ立上りとなり、ａ－ｂ間のベランダ

立上り部は落下の恐れがある部分となった。（ベランダに面する外壁は落下の恐れ

の無い部分とした） 

表 4.3.2-7 に概算数量の算定値、表 4.3.2-8 に詳細調査建物[ＳＥＴ－L031]の

概算数量一覧を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.3.2-9 ＳＥＴ－Ｌ031 建物現況図 
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・壁面全体面積: 1,167.0㎡ 

・仕上対象面積: 294.0㎡ 

・仕上げ別面積:  

小口タイル: 48.0㎡ 

手すり: 233.0㎡ 

ガラス: 13.0㎡ 

表 4.3.2-7 概算数量の算定値 
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表 4.3.2-8 詳細調査建物[ＳＥＴ－L031]の概算数量一覧 

 

 

建物高さ m   30.0 
3.0/1F×10  

階   
   

道路境界までの距離 m 外壁面～ 6.0      

   
ベランダ立上面

～ 
4.5      

   中央廊下壁面～ 15.0      

敷地内に落下する高さの上限値 m 外壁面 12.0 （6.0ｍ×2） 5ＦＬ以下  

   ベランダ立上面 9.0 （4.5ｍ×2） 4FL 以下  

   中央廊下立上面 30.0 
（15.0ｍ×2）※危害が及

ばない 
 

壁面全体面積 ｗ×Ｈ 1,167.0 
38.9ｍ×30.0

ｍ2 
   

ａ部分          

 
外壁面は全て敷地内に落下するので

対象外 
  -466.8 

38.9ｍ×12.0

ｍ2 
   

 2Ｆ・3Ｆベランダは対象外          

            

ｂ部分 外壁面はａ部分に含まれる          

 
ａ－ｂ間のベランダ立上りが対象にな

る 
  38.4 （12.8ｍ+12.8ｍ）×1.5 ｍ2  

            

ｃ部分 6 層分          

 基準階計算          

 全面積   116.7 
38.9ｍ×3.0

ｍ2 
   

 対象外面積          

  中央廊下部分   -33.9 
11.3ｍ×3.0

ｍ2 
   

  ベランダ内に落下する部分   -76.8 12.8ｍ×3.0ｍ×2  

  窓の控除   -1.8 1.2ｍ×1.5ｍ    

 ベランダ部分立上り   38.4 12.8ｍ×1.5ｍ×2  

   
差し引き対象面

積 
42.6  ｍ2    

   ６層分計 255.6 426×6    

 仕上げ対象面積   294.0 
ｃ+（ａ～ｂ間ベランダ立上

面積） ｍ2 
 

 仕上げ別面積 小口タイル 48.0  ｍ2    

  
手すりガラスパネ

ル 
233.0 12.8ｍ×1.3ｍ×14  ｍ2  

  ガラス 13.0 1.2ｍ×1.×6    ｍ2  

            

役物類の長さ          

 建物壁面 ９０度小口曲がり 72.0 18ｍ×4  ｍ2    

 ベランダ ９０度長辺曲がり 358.4 12.8ｍ×2×14   ｍ2  

   計 430.4      
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②ＣＨＲ－Ｌ074 建物現況 

点群データよりレベル－3程度の 3次元形状図を作成し概算数量を算出した。 

ただし、奥行き水平方向の寸法については住宅地図等で想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-11 点群データ 

 

図 4.3.2-12 オルソ図 

 

 

 

                            

                   

表4.3.2-9 概算数量の算定  

(数量計算根拠参照) 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-13 2F 平面図 

  

・壁面全体面積: 370.0㎡ 

・仕上対象面積: 216.8㎡ 

・仕上げ別面積:  

小口タイル: 216.8㎡ 
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表 4.3.2-10 概算数量の算定(数量計算根拠参照) 

 

 

  

詳細建物調査　L074建物

建物高さ 15.1 1F：4.0m、2F～5F：2.7m　

道路境界までの距離 外壁面～ 1.0 東面、北面とも

ベランダ立上面～ 0.0 1Fルーフバルコニー立上り

敷地内に落下する高さの上限値 １Ｆ通路部分 1.0 （1.0ｍ×2）　

東面ベランダ ａ：部分 7.0 （3.5ｍ×2）　

ｂ：部分 5.4 （2.7ｍ×2）　

ｃ：部分 3.4 （1.7ｍ×2）　

壁面全体面積

東面 ｗ×Ｈ 188.8 12.5ｍ×15.1ｍ

北面 ｗ×Ｈ 181.2 12.0ｍ×15.1ｍ

仕上げ面積計算

東面 緑色外壁はルーフバルコニーに落下するので対象外 -127.7 11.5ｍ×11.1ｍ

青色ベランダ立上りはルーフバルコニーに落下 -17.3 4.8ｍ×1.2ｍ×3

オレンジベランダ立上りは落下の恐れあり 34.6 4.8ｍ×1.2ｍ×6

最上部立上り 4.3 4.8ｍ×0.3ｍ×3

ルーフバルコニー立上り 19.8 16.5ｍ×1.2ｍ

１Ｆオレンジ面落下の恐れあり 1.3 1.9ｍ×0.7ｍ

１Ｆ緑面通路に落下 -28.5 12.9ｍ×2.0ｍ

東面　　小計 -113.5

東面差引き計 75.3 188.8㎡－117.8㎡

北面 緑面下部２ｍ通路に落下 -26.0 13.0ｍ×2.0ｍ

開口部-1 -10.8 1.8ｍ×1.5ｍ×4

開口部-2 -5.8 1.2ｍ×1.2ｍ×4

開口部-3 -1.0 2ｍ×0.5ｍ

ドアー -0.2 08ｍ×0.3ｍ

開口部-1庇 1.3 2.1ｍ×0.15ｍ×4

開口部-2庇 1.1 1.8ｍ×0.15ｍ×4

ドアー庇 0.5 3.2ｍ×0.15ｍ

ルーフバルコニー立上り 1.2 1.0ｍ×1.2ｍ

北面　　小計 -39.7

北面差引き計 141.5

仕上げ対象面積 216.8 東面+北面

仕上げ別面積 小口タイル 216.8

役物類の長さ

建物壁面 ９０度小口曲がり 31.8

ベランダ ９０度長辺曲がり 139.3

計 171.1

ｍ2 

ｍ2 

ｍ2 

ｍ2 
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(2) 実施結果のとりまとめ 

3 地域の建物について外壁仕上げ材、設備機器設置数、看板類設置数の調査を行い取り

まとめた。その過程において出現した課題、問題点について記述する。 

 

1)  構成要素に関して 

・調査した建物の構成要素は定期報告制度の対象外や屋外広告物としての規制外のも

のが含まれている。この場合、建物所有者側において適切な維持管理が行われ、現況

が把握され、問題があれば適切に処置されている。ただし、この場合、詳細な情報を

行政が把握している必要はないものと考えられるが、築年数が経過している建物や

テナントが移動するたびに行われるであろう工事の状況をきめ細かく把握する事は、

第三者に対する安全の確保と法規制の及ぶ範囲についての観点から、検討を進める

必要があるものと考えられる。 

・また、既存の外壁仕上げの上に板張り、看板類を設置してある場合、特に壁面全体を

看板類で覆っている場合などは下地部分の劣化状況等が把握できないといった問題

もある。 

 

2)  「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」の算定に関して 

・セットバックしている斜め梁、壁はオルソ図からでは判別できない。 

・そこから落下した場合、その影響範囲は算定式以上になる事が考えられる。 

・落下範囲の算定は正対している面だけの算定では不十分ではないかと考えられる。 

 

3)  「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」の算定に関して 

・図面に奥行き感が無いので対象壁面の切り分けに写真、目視等による確認が必要であ

った。 

・オルソ図で表現されている図形を現実の建物部位形状に一致させるために写真、目視

等による確認が必要であった。 

・オルソ図から設備機器、看板類を確定させるのは難しい。目視等による確認が必要で

あった。奥行き部分や見込み部分の算定をどうすべきか検討の必要がある。 

 

4)  その他 

4)-1 同時撮影しているカメラ位置について 

・建物全体が撮影できる広角レンズの使用やカメラ設置高さ等の調整の必要があるの

ではないか。 

 

4)-2 点群データからオルソ図を作成する場合の精度等について＞ 

・高さの確定と高さ方向の補正の検討 

・1/100 の図面で 1mm（実寸 10cm）を表示する事の検討 
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4)-3 既存の紙情報の扱い 

・現在、行政が保存している確認申請図等の膨大な紙情報や 2 次元 CAD 情報等を今後

進化が予想される属性情報を付した 3 次元モデルとして管理していく場合、本業務

で取り扱った落下の恐れある部分の管理情報として利用も含めた検討が必要である

ものと考えられる。 
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4.3.3 移動計測車両による計測システム活用事例 

(1) 平面図・立面図・縱横断図作成  

点群データを任意方向から正射投影することが可能なため、様々な寸法の計測や図面

が作成出来る。それらの例を図 4.3.3-1、図 4.3.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-1 点群データで表現した街並みの例（出典；株式会社アスコ大東 技術資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各種シミュレーション 

レーザ計測による点群データは XYZ の座標

値を持った点の集まりであるため、Z(標高値）

を使用したハザードマップや、座標値のフィ

ルタリングによる景観シミュレーション等を

行うことが可能である（図 4.3.3-3、図 4.3.3-

4）。 

 

 

 

 

図 4.3.3-2 点群データで表現した街並みの例 

（出典；株式会社アスコ大東 技術資料） 

図 4.3.3-3 点群データで表現した交差点（3次元） 

（出典；株式会社アスコ大東 技術資料） 
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図 4.3.3-4 点群データで表現した街並みの例（3次元） 

（出典；株式会社アスコ大東 技術資料） 

 

(3) 既存 GIS との相互利用 － 移動体計計測車両と GIS との連携について 

 

GIS については、国土地理院の HP において以下のとおり説明がある。 

 

地理情報システム(GIS：Geographic Information System)は、地理的位置を手がかりに、位置に

関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析

や迅速な判断を可能にする技術である。わかりやすく表現するとカーナビも GIS の一種です。 

 

ハードウェア、ソフトウェアの低価格化が進み、簡易な GIS 導入が可能になる一方で、地図デー

タ等については、電子化されていない、データ仕様が異なり利用できない等の問題があり、GIS

を導入する主体が、各々整備する必要があり、社会的には二重、三重の投資となる等の問題があ

った。                      GIS とは（国土地理院 HP より抜粋） 

 

民間に目を向けると Google マップの知名度は高く、各検索サイトにおいてもキラーコ

ンテンツ（コンピュータ及び、それらのサービス等を大きく普及させる特別人気のあるサ

ービスや情報等）として様々な地図サービスが提供されている。 

このような状況において、平成 19 年 5 月には、地理空間情報の活用の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、地理空間情報活用推進基本法が、国

会で制定された（具体的には、空間情報活用等推進計画の策定、基盤空間情報等の整備と

積極的な提供、基盤空間情報の信頼性の確保、測位衛星によるサービスの確保などの基本

を定めたもので、平成 19 年の通常国会で成立した法律である）。 

これらの状況で国土地理院でも「電子国土 WEB」を開設しており、様々な地図コンテン

ツから背景図を選べる時代になったと言える。 

建築物の補修履歴をデータベース等に登録し、これに位置情報を付与すればどのよう

なコンテンツでもマップ上で確認することが可能となる。特に Google マップではスケッ

チアップ機能も搭載しているため、より真位置に記載することが可能である。ただし、精
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度面は完全とは言えない（写真のズレ等があるため）。 

精度を保持していると言えるのは国土地理院「電子国土 WEB」が上げられる。いずれに

せよ背景図等はあらゆる種類（分野やフォーマット）にも対応が可能と推察される。 

 

本研究においては、一部実験の位置づけで車両による測量データを MMS により取得し

た（図 4.3.3-5、4.3.3-6）。これらのデータはすべて三次元の空間座標となっており、既

存の各種の空間情報と精度よく重ねることができ、各行政のもつＧＩＳシステムに反映

することも可能である。 

これにより調査結果や補修履歴を登録するデータベースとすることが可能になる。な

お、今回、建物の外壁の劣化状態を MMS により得られたデータで確認ができかどうかにつ

いて検討した。その結果についてはここでは割愛するが、そのときの検証に使用した画像

を図 4.3.3-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-6 研究施設（つくば市）の写真 図 4.3.3-5 研究施設（つくば市）の点群測量結果 

図 4.3.3-7 劣化のある壁面の画像とレーザ反射強度（同一箇所） 



第 4章 - 76 

 

(4) 河川空間全周囲画像作成 

移動計測車両による全周囲画像データは管理用資料作成を目的とし計測され、この計

測方法は全国的に実施されており、国土交通省で作成されているビュワーシステムに画

像データを入れるための計測業務等も実施されている（図 4.3.3-8）。 

 

(5) 赤外線カメラ搭載事例 

車両の搭載カメラを赤外線カメラにすることにより、通常は空撮などで撮影される赤

外線画像に位置情報を持たせた立面で確認が可能となる。また、建物の断熱効果に関する

調査も可能となる（図 4.3.3-9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-8 河川の技術資料での活用事例 

図 4.3.3-9 赤外線カメラを搭載して撮影した例 
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(6) 写真を使用した簡易計測 

移動取得した全周囲カメラを各カメラで分割し、画像相関により 3D モデル化すること

で簡易計測が可能になる。図 4.3.3-10 にある集合住宅の外壁面を対象とした例を示す。 

注）ガラス等の鏡面反射する構造物においては 3D 化されない場合がある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 3 次元移動体計測によるレーザ点群を利用した通行障害建物の調査  

平成 7 年 1 月 17 日に発生した、「阪神・淡路大震災」をきっかけに、同年 12 月 25 

日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律 （耐震改修促進法）」が成立した。 

その後、「新潟県中越地震」「 福岡県西方沖地震 」、まだ記憶に新しい平成 23 年 3 月

11 日に発生した「東日本大震災」、平成 28 年 4 月 14 日に発生した「熊本地震」、今後 30 

年以内に 60～70％の確率で予測されている南海トラフの地震の発生に備え、建築物の地

震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成 25 年 11 月 25 日に施行された同法

の改正では、全ての建築物に耐震診断と耐震改修の努力義務が課されるとともに、不特定

多数の者が利用する一定規模以上の建築物等の耐震診断が義務化されるなどの規制強化

が行われることとった。 

 

緊急輸送道路沿道の対象特定既存耐震不適格建築物の条件とは、地震によって倒壊し

た場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とす

るおそれがあるものとして、耐震改修促進法第 14 条第 3号により政令で定める建築物で

ある。（図 4.3.3.-11 参照。現行の耐震基準 （昭和 56 年 6 月施行） 以前に建築された

建築物。） 

図 4.3.3-10 全周囲カメラによる簡易計測の例（集合住宅） 
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これらの物件を現地調査を行い建物の高さを調べるプロセスで、3次元移動体レーザス

キャナデータの活用が有効である。 

図 4.3.3-12 のように、計測したレー

ザ点群と建築申請や固定資産台帳など

を突合せ、対象となる建物を選定する。 

この 3 次元点群を利用することのメ

リットとして、 

・現場作業の軽減 

・上記の理由によるコスト削減 

・安全性の向上 

などが考えられる。また、データが残

るので道路施設管理や道路台帳の修正

等にも利用可能である。 

 

 

 

 

(8) ３Ｄモデリングの必要性 

建物などの形状をレーザ計測によって得られた点群から、自動的に 3D モデルを作ろう

とする研究は、都市のモデリングや 3次元地図への応用などを目的として、ここ数年の間

に国内外で行われるようになってきている。その理由は、膨大なレーザ点群を簡単に車両

に搭載したレーザで取得できるようになったこと、また、パーソナル・コンピューターの

処理能力の大幅な向上などが挙げられよう。点群は膨大なデータを持っているため、その

ままでは扱いにくく、線や面などのデータに変換（ベクトル変換）されることで、3次元

CAD などへの利用も一気に進むことは明らかである。現時点では、この変換部分は、実は

3D モデリングという表現には程遠く、まだ多くの人の手によるパソコン上でのトレース

図 4.3.3-11 緊急輸送道路沿道建築物のイメージ 

図 4.3.3-12 3 次元移動体レーザスキャナデータの

活用を活用した建物高さ調査結果例 

（出典；株式会社アスコ大東 技術資料） 
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作業となっている。一方、建物のエッジ、いわゆる角を点群から自動で検出することを可

能にしようとするのが 3D 自動モデリングである。例えば、建築物に対するエッジ検出の

アルゴリズム研究の典型的な事例として、Ruisheng Wang らの研究がある 1)。ここでは、

三次元移動体レーザ計測によって収集した点群データと高解像度の画像から、建物の窓

や角などのエッジを自動で検出するアルゴリズムを研究、検証している。検証例として図

4.3.3-13 のように、高解像度の画像に窓の形状を自動検出したもの（a）、建物の角を自

動検出して重ねたもの（b）などが紹介されている。今後、このような 3D 自動モデリング

のアルゴリズムの技術を実現化することは、ますます必要となってくると考えられる。 

 

 

 

    (a) 写真           (b)自動検出した結果の表示例 

図 4.3.3-13 建物の窓や角などのエッジを自動で検出するアルゴリズムの研究例 1) 

              

 

 

 

参考文献 
１）Ruisheng Wang, Frank P.Ferrie, Jane Macfarlane： A Method for Detecting 

Windows form Mobile LiDAR Data, Photogrammetric Engineering & Remote 
Sensing, The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
(ASPRS), 2012.11(Vol.78, No.11,pp1129-1140) 
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4.4 建築物の外壁等の落下に対する安全性確保のための情報利活用 

    － 外壁落下危険性可視化ツールの開発 － 

 

4.4.1 外壁等落下による危険性・被害程度の可視化ツールの開発の目的 

本ツールは、建築物の外装材や設備、看板等の落下による人的被害の発生の危険を回

避・低減するため、定期報告等の機会に作成される、技術者による外壁等の調査・診断の

記録等を、関係者間で情報共有し日常安全性を確保するために活用する手法の一例とし

て開発したものである（外壁落下危険性可視化ツール；ユーザ簡易マニュアル(Ver.1.0) 

http://sim.nilim.go.jp/BERV/）。 

研究開発にあたっては、建築分野でも活用が拡大している３次元モデルに様々な情報

を重ねて表示する BIM や VR、AR 技術の可視化効果に着目した。目に見えない、落下の恐

れがあると診断された外壁等の部分や、仮にそれらが落下した場合に被害が想定される

範囲を可視化することで具体的な危険性の情報として活用されることを企図した。この

観点から、国土交通省が開発、公開している「景観シミュレータ」1）2）に機能を追加する

形で「外壁落下危険性可視化ツール」（以下「ツール」と言う。）を開発した。本稿では、

ツールの使用方法とこれを用いたケーススタディについて報告する。 

 

4.4.2 外壁等落下による被害程度の可視化のアルゴリズムと実装方法 

(1) 景観シミュレーションの拡張としてのリスクの可視化 

景観シミュレーションは、周辺環境の中に計画される土木・建築施設の計画案をモデリ

ングして、完成後の姿を検討させるための手法であり、技術的には設計データからパース

（透視図）を自動的に生成するプログラム及び表示装置から構成される。 

これに対して、見えないリスクの立体的な分布範囲を何らかの方法で表現し、実体とし

ての建物の周囲に合成表示することは、技術的に大きな違いはない。公道や多数の人が通

行する通路、広場等がある外壁の部分は、定期報告において「落下により歩行者等に危害

を加えるおそれのある部分」として全面打診調査が必要とされている。外壁落下の恐れに

関する調査・診断では、近接目視と打診により劣化等の有無、程度が判断され、診断結果

は、建物の立面図等に劣化等の状況を文字や雲形、ハッチ等で書込まれた報告図面として

示されるのが一般的である。これは、実体として存在する建物壁面の 2 次元表現モデル

（＝立面図）に、劣化等の状況を記述すレイヤを重ねて情報を表示していると捉えること

ができる。この構造は、新築や大規模改修等で工事完了後の建物の外観を検討する景観シ

ミュレーションにおいて、ベースとなる壁面の形状モデルに様々な仕上げのテクスチャ

を張り付けて表現する情報の取扱いと類似する（図 4.4.2-1）。 
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この観点から、外壁診断等の調査報告図面や写真等の記録をデータソースとして、外壁

の形状モデルに劣化等の状況のデータをテクスチャの形式で付与し、そこから落下によ

る危険が建物内外に及ぶ範囲を解析し、結果を立体として画面上に表示するツールを実

装した。 

 

(2) 外壁落下危険性可視化のアルゴリズム 

『剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針』で示されてい

る「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」について、外壁診断等の結果

（報告書等に記載された劣化の状況等）を可視化できるようにしたものである。現時点で

は、外装材等が落下した際にどのような軌跡で落下、飛散するかについては未解明のため、

可視化にあたっては指針で示されている条件をそのまま採用し、「危害を加えるおそれの

ある部分」に相当する 1/2 の勾配で下方に広がる立体を生成し表示する（図 4.4.2-2、図

4.4.2-3）。 

図 4.4.2-1 景観シミュレーションにおける表現の例 



第 4章 - 82 

 

図 4.4.2-2 建物データと診断結果の例 

このためには、「落下の

おそれがある外壁の部分」

を建物の三次元形状と、壁

面毎の診断図を資料とし

て空間の中に配置し、各部

分を頂点とする 1/2 勾配

の円錐形生成し、その和集

合を図形演算により求め

ることにより「危険性が及

ぶ空間範囲」を求めること

ができる。 

このような作業は、景観

シミュレータの既存機能

を組み合わせて用いるこ

とにより実施することは可能であるが、そのためには厖大な手作業が必要となる。このた

めに必要な各種既存機能も汎用の景観シミュレータにおいては様々な処理画面に分散し

て提供されている。そこで、この壁面落下危険性の可視化という特定の目的に必要な作業

工程を 6のプロセスに分け、機能を整理集約し順次繰り出すことにより、一連のワークフ

ローをわかりやすく系統的に実施することができるように支援することをツール開発の

目標とした（図 4.4.2-4）。 

 

図 4.4.2-4 作業の全体フロー 

ツールの利用者を外壁診断等の報告内容を把握し、建物の所有者や管理者に指導、助言

する立場にある行政部局や診断を受託する事業者等に所属する技術者として、システム

利用の全体フローを想定し、データ取得や作成、結果の表示、他のシステムへの展開等の

図 4.4.2-3 リスク立体の作成 
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機能を用意した。 

 

(3) 国土交通省版・景観シミュレーション・システム 

国土交通省では、建設省時代の 1993 年より、建築・都市・土木各分野共通のソフトと

して景観検討のための 3次元 CG システムの開発を進め、立体視、ネットワーク配信、GIS

連携などの機能の付加等の改良を加え、オープン・ソースのフリーウェアとして「国土交

通省版・景観シミュレーション・システム」を公開・配布している。2011 年に公開された

統合バーションのシステム Ver.2.09 では、土木・建築・都市・住宅等の各分野に共通す

る機能を統合した基幹部分と、分野別の専門的機能を選択的に追加するプラグインから

構成するアーキテクチャに統一され、新たな機能を基幹部分とは独立したプラグインの

形で柔軟に付け加えることが可能となっている。3） 

システムが有する機能の内、例えば「築後年数を指定し、経年変化を表示する」機能は、

経年による仕上げ塗材の退色や塗膜の剥がれのデータを何枚かの画面を連続して表示す

るものである。本研究で対象とする外装材のタイル・モルタルの浮き等は、目に見える景

観要素ではなく、直接は見ることができない質的要素になるが、経年後のある時点におけ

る状態のデータとして、外装材に関わる属性情報と扱うことが可能である。このような観

点から、基本的データ構造を保ったまま新たな機能を追加する開発を行うことが可能で

ある。 

このシステムは、基本的なデータの処理を構成する専用のライブラリ関数を C 言語で

開発し、様々なプラットフォーム（UNIX 系、Windows 系、Macintosh 系等）への共用を図

ると共に、Windows 固有の GUI の部分は、MFC を用いて C++言語で開発されている。この

ため、ライブラリ関数は現在では Android を OS とする携帯端末上の AR アプリ（VC-3M）

にも利用されている。そこで、可視化ツールは、前掲図に示したように、建物の三次元モ

デルと外壁診断結果画像から出発し、 終的には、携帯端末を用いて現場での目視確認に

使用できるデータを出力するまでの過程を扱い、可能な限り処理を自動化するように努

めた。 

 

(4) 景観データベース 

「景観データベース」は、景観シミュレータと同時に開発されたもので、当初は過去の

景観に配慮した事業例を収録した「優良景観事例」、汎用性の高い樹木や点景を収録した

「景観構成要素」、商品として提供される「景観材料」の 3種類を作成した。当時は市販

のデータベースエンジンが存在しなかったため、エンジンから独自に開発したものであ

る。外部ファイルはテキスト形式で保存し、利用時は全てのデータをメモリ上にロードし

て処理するシンプルなシステムである。スキーマも、プログラム内部で定義した固定形式

であった。2001 年度に、これを拡張して、スキーマ・ファイル「def.csv」により任意の

構成のデータベースに拡張できるようにすると共に、汎用の SQL サーバをバックに稼働

させる方式に改良した。今回開発した処理系においても、町並みとそれを構成する物件、

定期報告や臨時の調査結果等を登録するために、このデータベースエンジンを利用して
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いる。 

 

(5) 仮想コンバータと拡張現実 

「仮想コンバータ」は、2010～12 年度に国総研で開発した、デジタルデータの長期保

存を目的とする処理系である。各種形式のデジタルデータを解読するための手順を記述

したメタファイルを、データファイル本体に添付して保存し、利活用段階（遠い将来を想

定）においては、このメタファイルを用いて解読するプログラムを、利活用段階における

ハードや OS の上で再現し、これを用いてデータファイルを利活用するものである。「仮

想」の意味は、ハードと OS に依存しないメタファイルの文法の仕様であり、現在までに

4 種類の異なるハードにおいてコンパイラが実装されている。可視化ツールにおいては、

近のデータファイル（点群データや IFC 形式の立面図など）を解読するためのメタファ

イルを、自動生成する機能を用意した。これを、景観シミュレータのプラグインとして実

装されているVC-2Vの上で実行させる。また、Android携帯端末の上で稼働するVC-3Mに、

リスク領域を表現する立体を表現するデータとそれを解読・表示するためのメタファイ

ルを送付し、現場での目視確認に使用する。 

VC-3M はまた、現場の実映像と CG を合成表示する技術である拡張現実（AR：Augmented 

Reality）を用いている。上記の VC-3M においては、読込まれた 3次元データと、携帯端

末の背面カメラから取得した画像を合成して液晶画面に表示する。この合成表示に際し

て、GPS で取得した位置座標と、加速度センサ・磁気センサで取得した端末の姿勢情報を

用いて透視投影変換を行うことにより、計画建物や過去に存在した建物等をほぼ正しい

位置に表示することができる。今回開発した処理系においては、リスク領域を表現する立

体だけを携帯端末に読込むことにより町並との合成表示を行うことができるため、現在

の携帯端末の限られた処理能力でも実用的な速度で表示を行うことができる。これに対

して仮想現実（VR）においては、町並を構成する全ての建物を表示用データとして持たせ

る必要がある。 

ツールの中では、一連の作業の 終工程において生成したリスクを表現する立体のデ

ータを、携帯端末上で選択するための見出名やその順序の編集、テスト表示を PC 上で行

い、完成したデータを携帯端末に送出する処理を用意した。 

 

(6) インストーラ 

景観シミュレーション・システムの初期(1996 年)のインストーラは、当時の開発環境

であるVisual Studioに同梱されていたInstall Shieldを用いて作成していた。当時は、

CD-ROM の形で Windows アプリケーションを配布する方法が一般的であり、１枚の CD-ROM

に必要なファイルの一式を収録された。WEB 配信に際しては、これらのファイルを自己解

凍形式の圧縮ファイル（LZH 形式)に固め、一つのファイルとして WEB サイトにおき、ユ

ーザはそこからダウンロードする方法を採った。 

LZH 形式の圧縮ファイルが、あるウィルス対策ソフトの内部検索対象外とされたことか

ら使われなくなった事、Install Shield 形式のインストーラが含む実行形式が Windows 
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7 以降で実行できなくなったこと、等により、2011 年以降は、MSI 形式のインストーラを

作成した。このインストーラ作成には、開発環境である VS2005 を使用した。 

可視化ツールの開発にあたり、従来の 2011 年時点の景観シミュレーション・システム

と、その後に開発された外部関数、プラグイン DLL に、本ツールを加えた新たなインスト

ーラを、フリーで公開されている WiX システムを用いて再構築した。 

 

4.4.3 インストールの方法および操作方法 

インストール方法及び操作方法を整理し、とりまとめた。詳細な方法について以降に記

述する。 

(1) インストール方法 

1)  ダウンロード・サイト 

国総研のホームページのプログラム公開から、景観シミュレーション・システムのダウ

ンロードのページを開き、 新のセットアップ一式をダウンロードする（図 4.4.3-1）。 

 

図4.4.3-1 ダウンロード・サイト http://sim.nilim.go.jp/MCS/download.asp 

2)  セットアップ 

ダウンロードした、msi ファイルを実行することにより、セットアップが開始する。 

セットアップの途中、可視化ツールに関する解説画像が表示される。 

景観シミュレーション・システムのセットアップは、ユーザが指定したディレクトリ配

下に必要なファイルを解凍すると共に、環境変数を設定し、環境設定ファイル kdbms.set

の中にセットアップ先を登録すること、デスクトップ画面に起動のためのアイコンを登

録することで完結しており、環境編集以外のレジストリを設定するような処理を可能な
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限り回避している。 

 ダウンロードのページの外に、http://sim.nilim.go.jp/BERV/ のコーナーを設けて操

作方法などを解説した。 

3)  起動 

セットアップが成功すると景観シミュレータを起動することができる。 

景観シミュレータの主画面のメニュー[形状生成][プラグイン][プラグイン]でポップ

アップする「建築外部リスク可視化」を選択すると、ツールが起動する（図 4.4.3-2）。 

 
図4.4.3-2 起動方法 

(2) 操作方法 

初期画面は、作業全体の流れをそのまま表現したものとした（図 4.4.3-3）。 

 

図4.4.3-3 berv.dll 起動画面 

全体は 7の工程から成る。 

1)  作業１：設定 

右上の設定ボタンを操作し、表示されるプロパティシートを用いて、検討対象地区とそ

れを構成する建物に関する情報を入力する（図 4.4.3-4）。建物は予め全て把握しておく
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必要はなく、順次追加することができる。登録した情報は、終了時にデータベースに保存

される。 

 

図4.4.3-4 物件に関する帳票データの入力画面（土地に関する項目） 

 

2)  作業２：建物の３Dデータ作成 

作業 2～7に関してはそれぞれのボタンをクリック／タップすると同じスタイルの機能

選択画面が開く（図 4.4.3-5）。そこで、コンボ・ボックスから機能を選択すると、下に簡

単な解説が文字表示される。「開始」ボタンを操作することにより、処理が開始されるか、

あるいは更に詳細な操作画面が開く。 

 

図4.4.3-5 作業2の機能選択画面（作業2～7に共通） 

建物の三次元データを作成する方法は、景観シミュレータのモデリング機能を用いて

直接作成する外、CAD、GIS、VR、BIM データからのコンバータによる変換・取り込み、空

中写真・衛星画像・地上写真からのモデリング等が既に行われている。これらに関しては、

既存文献に既に解説されているので割愛する。本研究においては、 近普及しつつある、

MMS（車載型レーザスキャナ）により取得された点群データからのモデリング機能を追加

したので、これに関して解説する。計測に使用する車両とセンサを図 4.4.3-6（左）に、

また取得される点群データの空間分布を同図（右）に示した。図 4.4.3-7 は、在来技術に

より点群データをビューワで表示した上で、商用ＣＡＤを用いてオルソ図を１棟ずつ手

入力して作成したオルソ図と、これに対応する現場写真を示している。 

本処理系においては、このような手間のかかる手作業の多くを自動化した。 
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図4.4.3-6 建物・町並の三次元データ取得 

 

図4.4.3-7 建物・町並の三次元データ取得の例 

点群データから外壁を抽出するためには、まず「MMS データのファイル選択・確認」の
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機能を選択し開始する。これにより図 4.4.3-8 に示すダイアログが開く。 

 

図4.4.3-8 MMSファイル選択と確認 

「選択」ボタンを操作してファイル選択ダイアログからファイルを選択し、「分析」ボ

タンを操作すると、このファイルの空間範囲を解析し表示する。更に、「平面形」「立面形」

のボタンを操作することにより、このファイルに含まれる点群の位置の内２つの座標軸

とカラー値を用いて 

画像ファイルを生成する。この画像は、「ペイントブラシ」などで表示確認することが

できる。 

「OK」で終了して、作業 2の画面に戻り、次に「MMS データのフォーマット検査」の機

能を開始すると、図 4.4.3-9 の画面が開く。既に点群ファイルが選択されていれば表示さ

れるが、この操作画面で新たに選択することもできる。 

「メタファイル・テンプレート」の「作成」ボタンを操作すると、この点群データのフ

ォーマット検査が実行され、このファイルを適切に開くためのメタファイル・テンプレー

トが作成される。 後に「線分生成」のラジオボタンを選択して「合成」ボタンを操作す

ると、仮想コンバータ上でこの点群ファイルを解読し、線群に変換する処理を記述したメ

タファイルが自動生成される。 

 
図4.4.3-9 MMS点群解読用メタファイル編集 

このような手順を採る理由は、点群ファイルにしばしばフォーマットの欠陥カ所が含

まれるためであり、この機能を用いて点群ファイル毎に作成するメタファイルは、欠陥部

分をスキップして有効なデータだけを読み込んだ上で、線分生成や建物抽出などを実行

する処理を記述している。 

メタファイルが作成され、メタファイル欄にその名称が表示されたのを確認した後、右
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上の「×」で抜け、機能選択画面も「終了」し、一度ツールを「終了」する。 

次に、景観シミュレータのメニュー［形状生成］［プラグイン］［仮想コンバータＶ］を

起動して、実際にこのメタファイルを用いて点群ファイルの解読処理を実行する（図

4.4.3-10）。 

 
図4.4.3-10 仮想コンバータＶの画面 

「定義ファイル」として、上記の作成したメタファイルを選択し、「形状ファイル」と

して点群ファイルを選択した上で、「変換実行」ボタンを操作すると、読み込みが開始さ

れる。変換中は進捗状況が「形状ファイル」欄に文字表示される。また、景観シミュレー

タのメニュー［表示］［全体視界］を選択することにより、それまでの変換結果を立体的

に表示確認することができる。 

レーザーが壁面上をスキャンした数百の点を、線分開始点と線分終了点の２座標値で

要約した線分の集合として表現されている町並は、元の点群よりも遙かに小さなファイ

ルとして保存することができる。更に、仮想コンバータＶのメタファイルとして、

outlines.cmm を選択し、右下の入出力選択ボタンを操作して「出」とし、形状ファイル

名として適当な名称を指定することにより、景観シミュレータに高速でロード可能なフ

ァイルとして線分群を保存することができる。 

この線分群が表示されている状態で、ツールを開き、作業２の機能「ＭＭＳデータから

壁面を構築」を実行することにより、ハッチラインのように表現されていた壁面が、長方

形として更に要約される。 

ここで構築された町並を構成する壁面群は、全て鉛直の長方形として要約されている。

実際の壁面は、窓などの開口部を持ち、また周囲も長方形であるとは限らない。更に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.3-11 壁面と手前に駐車する軽トラ  図4.4.3-12 壁面の開口部、外縁、影 
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MMS という計測方法においては、壁面の手前に存在する街路樹や路上のオブジェクトが障

害となって、その背後の建物外壁の一部のデータが影のように欠損している。点群から更

に詳細なモデリングを行なうために、「ツール」には、町並の中の一つの建物を包含する

立体を生成して、これに含まれる全ての点群を元の点群ファイルから抽出する機能、特定

の壁面に着目してその上に存在する点群だけを抽出する機能などを用意したが、本稿で

は割愛する（図 4.4.3-11、図 4.4.3-12）。 

 

3)  作業３：外壁剥離を示すテクスチャ・データの作成  

打診やロボットによる外壁の剥離箇所の診断結果は、立面図の上にハッチや段彩によ

り描かれて表現されている。この図（画像データ）から、剥離箇所を１、それ以外を 0と

するテクスチャを作成し、壁面毎に割り付けることにより、剥離箇所の三次元的な位置を

明らかにすることができる。景観シミュレータにおいては従来、SGI(RGB)形式、TIFF 形

式、BMP 形式、JPEG 形式などの画像をテクスチャとして処理する機能を用意していた。本

ツールにおいては新たに、複数のスキャン画像データを束ねたコンテナ型ファイル形式

の一つとして現在広く作成されている PDF 形式のファイルから個別の画像（多くは JPEG

形式バイナリ）を分解して取り出す処理を行なった上で、壁面毎の範囲を分割し、さらに

剥落箇所のサンプルを画面上でポイント指示することにより、画像全体から剥落箇所を

抽出し、テクスチャ・データとして保存する機能を用意した（図 4.4.3-13）。 

 

図4.4.3-13 作業３の流れ 

作業 3の機能選択画面から、「画像データの入力」機能を開始すると、ファイル選択ダ

イアログが開く。ここで PDF 形式のファイルを選択すると、その中に含まれている JPEG

画像は、個別のファイルに分解して拡張子 jpg を有するファイルとしてそれぞれ保存す

る。その一つを再度選択することにより、一つの診断図の編集を行なうことができる。 
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「テクスチャ・データの出力」機能を選択、開始すると、「立面図からテクスチャの切

り出し・出力」という表題の編集画面が開く（図 4.4.3-14）。 

 

図4.4.3-14 テクスチャの切り出し・出力の操作画面 

この画面は、元の画像の１ピクセルを、表示画面の１ピクセルに対応させて表示してお

り、サイズを変更することができず、右と下のスクロールバーで表示する範囲をスクロー

ルする。左に操作を指定するボタンが並んでおり、その都度の状況に応じて、「操作 n」

のボタンの付近にカーソルを移動すると、画面のタイトルに処理内容が表示される。 

画面上の 1点をクリックすると、その点のカラー値（RGB）をその周囲の小さな正方形

に拡大して表示する。また画面左上に、画像ファイル上の位置座標と、表示画面上の位置

座標を数値で表示する。 

基本的な使用方法として、まず「操作 4」（色の分析）を選択すると、その時に選択され

ていたピクセルのカラーを教師データとして、画像ファイル全体のカラー値分布を集計

解析する。計算が終わると、景観シュレータのメイン画面上に、解析結果を示すグラフが

表示される。 

壁面の剥落危険箇所を示す色塗りの典型的な場所をクリックして教師データとするこ

とにより、そのカラーで塗り分けられた領域を正確に抽出することができる。 
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図4.4.3-15 カラー解析結果 

横軸は教師データからの色距離、赤線の近傍のカラーのクラスターの状況を示す。緑線

は分布を正規化するために用いる、三次元色空間における等距離面の広さである。適切な

教師データが指定されていれば、ゼロ近傍のシャープな分布となる（図 4.4.3-15）。 

 次に、操作 1「矩形領域を左上と右下で指定」を選択すると、左上の指定待ちとなる。

ここで図中の、切り出すべき壁面の左上をクリックして、再度ボタンを操作すると、「左

上を選択済、右下を選択中」のタイトル表示になる。そこで、壁面の右下をクリックして

再度ボタンを操作すると、選択された長方形領域が表示される。ここで再度ボタンを操作

すると、長方形領域が切り出され、画像[0]ウィンドウで表示され、一連の切出し操作が

終了する（図 4.4.3-16）。 

これらの操作間にスクロールバーで表示領域を変更することができるため、どのよう

に大きな長方形領域も簡単に指定することができる（ドラッグ操作によるオートスクロ

ール等の処理は行なわない）。 

 

図4.4.3-16 切り出された画像[0] 
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このウィンドウは、サイズ変更することができるが、常に切り出された画像の全体を伸

縮させて表示している。 

左上の[ファイル]メニューで、「変換」を実行することにより、先に行なったカラー分

析結果に基づいて、剥落危険箇所の分布を示すテクスチャ・データに変換される。次に［フ

ァイル］［保存］でファイル名を指定して保存することができる（図 4.4.3-17）。他にデ

ータベースへの登録などの機能があるが本稿では割愛する。 

 

図4.4.3-17 テクスチャ・ファイルに名前を付けて保存 

 

4)  作業４：外壁剥離を示すテクスチャ・データの建物への適用  

建物のモデルの個々の壁面に、作業 3で作成したテクスチャ・データを適用する。テク

スチャ・データを面や立体に適用する機能は従来の景観シミュレータにおいても用意さ

れているが、垂直な長方形壁面に限定することにより、作業は非常に単純なものとなった。 
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図4.4.3-18 テクスチャを適用する壁面の選択 

 

図4.4.3-19 テクスチャ適用後のモデル表示 

 

5)  作業５：リスク影響範囲を示す立体の作成  

テクスチャ・データとして表現された剥離箇所 1ドット毎に、影響範囲を示す円錐型の

立体を生成する。この立体の和集合を求めることにより、一つの壁面、一つの建物全体、

および 町並全体についての危険な範囲を求めることができる（図 4.4.3-20）。メイン画

面として、テクスチャを適用済の建物や町並が表示されている状態で、機能選択画面でリ

スク源として 1点、1壁面、1建物、町並全体をコンボ・ボックスから選択して開始する

と、リスク範囲を示す立体を自動生成する。 
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図4.4.3-20 壁面のテクスチャからのリスク立体の生成 

 

6)  作業６：地面への影響範囲の解析 

地面を例えば 0.1m のメッシュに分割し、それぞれの地点に影響を及ぼす可能性のある

上方の剥離箇所の面積を集計することにより、地点毎に危険性のレベルをある程度定量

的に計算することができる。この地面は水平面である必要はなく、坂道などであってもよ

い（図 4.4.3-21）。 

         

図4.4.3-21 地面への影響範囲：落壁注意領域の解析（画像表示） 

 

7)  作業７：現場確認用タブレットへのデータ転送 

 作業に使用している Windows PC から、これに USB ケーブルで接続された携帯端末に

データを転送した上で現場に携行することにより、現実の建物の表面では直接目視する

ことができない見えないリスク源、そこから下方に及ぶ影響範囲、および地面への影響範

囲などを現場で背景画像とリアルタイムで合成して表示・確認することができる。携帯端

末の操作方法は 8)で解説する。 



第 4章 - 97 

 

 

図4.4.3-22 ディレクトリ選択 

作業 7においては、作成したデータを編集して、現場作業においてわかりやすい物件選

択メニューと順序を編集した上で、PC 上で表示確認することができる。問題が無ければ、

データを携帯端末に転送する。端末上のデータは、内蔵 SD カードのルートに「Virtual 

Converter」という名前のフォルダを作成してその中に格納するため、PC のディスク上に

同名のディレクトリを作成して、そのディレクトリの中の modelindex.txt というファイ

ルを選択する（図 4.4.3-22）。 

次に機能「携帯端末のセットアップ内容を確認します」を起動して、現場で確認表示を

行なうコンテンツの編集を行なう（図 4.4.3-23）。 

modelindex.txt には、メタファイルとデータファイルを組み合わせたモデル、使用し

た座標系の原点の緯度・経度・標高を１物件の単位として、任意の数の物件を登録するこ

とができる。 

登録名一覧から一つの物件を選択すると、その物件に関する登録内容が下の各欄に表

示される。 

  

図4.4.3-23 表示用コンテンツの編集   図4.4.3-24 度分秒変換計算 
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現場作業における表示の順序を変更する場合には、一つの物件を選択して、左の「上へ」

「下へ」ボタンを操作する。 

一つの物件が選択されている状態で下の内容を入力・修正して、別の物件に選択変更す

ると、修正内容が反映される。 

緯度・経度の入力に際しては、現場計測、WEB サイト、図上等で確認する値が度分秒な

どの表記法となっていた場合に、度の小数点以下を計算できる（図 4.4.3-24）。 

現場作業が終了した後、再び PC と USB 接続した携帯端末から、現場で記録した画像と

視点等パラメータを回収し、PC 上で再現表示することができる。 

「追加」、「削除」ボタンで、新たな物件の追加と登録済物件の削除を行なう。 

「OK」で終了すると、編集内容が、modelindex.txt ファイルに保存される。この時、編

集前のファイルは名称変更されて保存されている。 

次に、modelindex.txt ファイルに登録されたモデルデータが正しいことを機能「エミ

レータで確認します」を起動して表示確認する（図 4.4.3-25）。 

 

図4.4.3-25 エミュレータの物件選択画面 

なお、このエミュレータは VC-3M の開発に先立ってプロトタイプとして作成したもの

であり、画面デザインは完成した携帯端末版と少し異なっているが、基本的な動作は同じ

である。 

物件を一つ選択して「実行」ボタンを操作すると、PC 上のフルスクリーンで表示する

（図 4.4.3-26）。 

 

図4.4.3-26 エミュレータ表示画面 
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画面上のマウスドラッグで視点移動することができる。その方法は、「？」キーを打鍵

することにより表示されるヘルプで解説している。ESC キーで表示を終了する。 

現場作業の中で「シャッター」が操作されると、背景画像（現場写真）が Virtual 

Converter/Image フォルダに記録され、その時の端末の視点情報が、mobile.ja.scn とい

うファイルに記録される。 

現場から戻ってから、Virtual Converter 以下のコンテンツ一式を回収した上で、エミ

ュレータを再度起動し、「記録再生」ボタンを操作すると、撮影時刻を含む画像名称の一

覧が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.3-27 エミュレータ記録再生画面  図4.4.3-28 エミュレータによる記録再生表示 

 

この中から一つを選択して実行ボタンを操作することにより、背景画像とモデルが合

成された画像が表示される（図 4.4.3-27、図 4.4.3-28）。 

 

8)  携帯端末を用いた現場作業 

国総研が 2012 年に開発した、構造物を記録した任意形式の三次元データと、解読方法

を記述したメタファイルのペアを入力し、現場で拡張現実（AR）として表示するためのア

プリ（VC-3M）を使用する。解読・復原した三次元データを、GPS センサで計測した視点位

置と、加速度センサ、磁気センサから算出したカメラアングルを用いてパース表示し、こ

れを背面カメラで取得した現場の画像とリアルタイムで写真合成し、ディスプレイに表

示を行なう。 

Arm 系 CPU を有し、Android 3.2～7.0 を OS とし、GPU センサ、加速度センサ、磁気セ

ンサを有する携帯端末上で利用することができる。セットアップ、現場での利用、データ

の回収は全てローカルに処理するため、携帯端末はネットにつながれている必要が無い。

セキュリティを保つためには、Wi-Fi 接続を OFF とし、SIM カードを外した携帯端末を使

用しなければならない。 

リスクを表現するテクスチャからリスク立体を生成する処理などは既に１）～７）にお

いて完了しているので、携帯端末では結果の表示のみを行なう。町並を構成する建物とリ

スク立体を全てレンダリングする仮想現実（VR）と比較すると、AR 表示において町並は

現場の画像として背面カメラで取得済であるため、表示処理系においてはリスクを表現

する立体だけを表示すればよく、ポリゴン数などで表現される表示エンジンの負荷は小

さい。建物も含むデータや、地面への影響範囲を示すテクスチャ付きの地形データを使用
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すれば、これらを表示することもできる。言い換えると現場でのニーズに応じて、同じア

プリを用いた様々な使用方法の工夫の余地がある。 

上記 1)～7)の作業を通じて、携帯端末の内蔵メモリカード上の「Virtual Converter」

フォルダ一式として準備した内容を現場で使用する。この中にアプリをセットアップす

るための VC-3M.apk というファイルもこのフォルダに含めている。ファイル閲覧アプリ

からこのセットアップをタップすることによりアプリをインストールすることができる。 
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4.4.4 外壁落下危険性可視化ツールを用いたケーススタディの実施 

 試作した外壁落下危険性可視化ツールの操作性や機能、ツールの有効性・利用効果等につ

いて意見を収集するため、以下の 2者を活用を想定している対象とし、それぞれにテーマを

設定してケーススタディを実施した。 

①建築指導を行っている、または公共施設の保全指導をしている行政庁の職員 

②建築物の維持管理を行っているマンション管理会社の実務者 

  

 (1) 試行者の選定およびテーマの設定 

1)－1  行政庁の職員の選定（インターネット検索による試行者選定のための調査） 

試行者選定の参考とするため都内２３区の建築指導組織と建築保全組織について組織

体制及び業務内容について調査した。 

区の組織は基本的には法の施行に基づく業務遂行のために設置されているので各区と

も大きな違いはない。また、区における建物維持管理・定期点検調査等に関連した取組に

ついてインターネットでの検索調査を行った。ただし、調査結果はインターネットにより、

検索・抽出したものであり、全区の利用システムすべてを網羅したものではないがいくつ

かの区の取組が明らかになった。 

各区の主な取組みについては、各区とも全庁的なシステムは構築されているが、市民サ

ービスに直結している基幹的業務が主である。確認申請書、定期点検報告書等の提出書類

の管理を全庁システムに含めている例は少ないのではないかと考えられる。 

 

ア．区所有施設（公有財産）の維持管理に関するシステム 

公共施設の維持管理については、各種法令等により、各自治体において、公共施設保全

計画、公共施設整備方針、定期調査報告等が整備され、実施されている。 

固定資産台帳については公会計制度改革を進める整備方針が示され利用システムにつ

いては「自治体向け公有財産管理システム Web 版<[PuPM]クラスターシステムズ>が品川

区・大田区・練馬区・武蔵野市において利用されている。 

 

イ．建築確認申請書・定期点検報告書関連システムについて 

建築確認申請書・定期点検報告書の申請受付、台帳管理に関するシステムの利用につい

て調査した結果、下記の３システムが抽出された 

・特定行政庁における建築行政共用データベースシステム 

・大田区建築確認受付台帳システム 

・世田谷区街づくり情報システム 

なお、東京都内の特定行政庁（豊島区を除く）では、台帳登録閲覧システムや建築士・

事務所登録閲覧システム等の何らかのサブシステムを利用している。（2016 年 9 月現在） 

 

その他、国内の特定行政庁等で『建築行政共用データベースシステム［（一財）建築行

政情報センター］』が運用されている。 
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上記の検索調査に基づき、以下の理由により、世田谷区を対象組織とした。 

 

・試行者；世田谷区建築保全組織 

（理由） 

世田谷区は区有施設が 600 を超える建物の維持管理を実施している組織である

ので、様々な利用シーンが想定できる。また、工事竣工図を 2DCAD 図で提出を義務

付けている事など、システムの利用について一定の理解が想定できる。 

・試行者；世田谷区建築指導担当組織 

（理由） 

世田谷区は「安全で災害に強い街づくり」を重点施策の一つとして災害に強く復

元力のある都市づくりを目指し、多くの区が建築指導課に含まれている安全・監察

関係の業務を行う部門として、防災街づくり担当部建築安全課を平成 28 年 4 月 1

日に設置している事から、沿道、街づくりに関する利用シーンが想定できる。 

 

これとは別に、管理放棄された空き家・空きビル等の外壁落下事故が発生した建物への

具体的対応をしている水戸市の建築組織について、事前調査を行ったうえで試行対象に

追加した。 

建築指導を行っている、または公共施設の保全指導をしている行政庁の職員につい

ては、①水戸市の建築組織、②世田谷区建築保全組織および③世田谷区建築指導担当組

織を選定した。 

 

1)－2  マンション管理会社の選定 

マンション管理の形態は大きく次の 2種類に分類できる。 

・分譲マンションの管理： 

管理組合が維持管理業務をマンション管理会社に委託しているおり、さらに点

検業務を点検業者が実施している例が多く、管理組合自体に図面等の資料が整

っていない場合が多い。 

・賃貸マンションの管理： 

建物所有者から賃貸マンションの管理受託している場合。 

大手ディベロッパーが開発した自社賃貸マンションはグループとして一元的に

管理している場合がある。 

 

また、ＢＩＭの取組が積極的に行われている管理会社も見られる。 

今回の試行対象として両方のマンション管理を実施し、さらに維持管理におけるＢＩ

Ｍ利用検討を行っている大手マンション管理会社を選定する事とした。 
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2) テーマの決定 

次の４ケースを設定し、可視化ツールの利用の可能性についてスタディを実施した。 

①ケース１：管理放棄された空き家・空きビル等に対する建築行政 

②ケース２：大量の建築物を保有する地方公共団体の建築保全 

③ケース３：防災街づくりの観点による建物情報の管理活用 

④ケース４：管理組合の建物管理を受託するマンション管理 

 

3)  ケーススタディと選定した組織 

ケースごとの調査対象を次の通り選定した。 

 

① ケース１：外壁落下事故が発生した建物への具体的対応をしている自治体  

 

② ケース２：大量の区有施設の保全業務を担当する自治体保全組織 

 

③ ケース３：防災街づくりを掲げて取り組んでいる自治体 

 

対象組織名 
水戸市都市計画部 建築指導課 

水戸市建設部建築課 

担当業務 

建築指導課 

苦情・違反等の是正指導、長期優良住宅の認定など。 

建築基準法に基づく建築物等の確認など。 

定期報告の受理、位置指定道路の認定など。 

都市計画法に基づく開発許可、建築許可など。 

建築課 

市有建築物の建築工事の設計，施工及び監督に関すること。 

対象組織名 世田谷区施設営繕担当部 施設営繕第一課・第二課 

担当業務 

世田谷区が保有する区役所本庁舎や総合支所をはじめ、出張所、

地区会館、文化施設、スポーツ施設などの公共施設の公共施設の

新築、改築、改修工事の設計と工事を担当。 

その他 区有施設数：600 超施設 

対象組織名 世田谷区防災まちづくり担当部建築安全課建築安全担当 

担当業務 

建設リサイクル法の届出に関すること。 

飲食店及び風俗営業店に係る調査及び通知に関すること。 

管理不全な状態にある建築物等に関すること。 

（空家を除く） 

特殊建築物及び建築設備の定期調査報告書及び定期検査報告

概要書の受理に関すること。 

その他 

都市整備政策部建築調整課・建築審査課 

建築調整課・建築審査課は、建物を建築する時に区に提出す

る確認申請図書の審査や、建築に伴う許可の審査を担当 
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④ ケース４：マンション管理会社の受託マンション管理部門 

 

  

対象組織 

 

 

 

            グループ会社 

 

 

 

事業内容 

マンション事業 

事業の企画・提案から、設計・施工・内装・インテリアまで一

貫した建設工事 

マンション管理事業  

事務管理業務、管理員業務、設備管理業務、清掃業務、総合監

視業務に加えて、危機管理対策、長期修繕計画の作成および見

直し、大規模修繕のコンサルタント業務、その他様々な生活支

援サービスなどを通じて快適な居住生活をサポート。 

リフォーム事業 

日常的なマンションの維持修繕、設備に関する補修、部屋の補

修などの業務を通じて居住者をサポート。 

 

マンション事業 
（設計・施工） 

マンション管理事業 
リフォーム事業 
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(2) ケーススタディの実施  

1) ケーススタディの実施日程 

ケーススタディは「ケーススタディ実施要領」を予め準備し、それに基づき、次の日程

により実施した。 

 

①ケース１：外壁落下事故が発生した建物への具体的対応をしている自治体  

日 時：2016 年 12 月 2 日 10：00～12：00 

場 所：水戸市役所 東側臨時庁舎 1階会議室 

● 挨拶（研究の目的など） 

● 操作説明 

● 参加者による操作体験 

● 意見交換 

 

なお、水戸市役所へは事前に説明を実施した。 

 

水戸市に対する事前説明 

日 時：2016 年 11 月 18 日 10：00～11：00 

場 所：水戸市役所 都市計画部 会議室 

● ケーススタディ概要説明    

● 質疑応答 

 

②ケース２：大量の区有施設の保全業務を担当する自治体保全組織 

日 時：2016 年 12 月 26 日 10：00～12：00 

場 所：世田谷区役所 会議室 

● 挨拶（研究の目的など） 

● 概要説明 

外壁落下危険性可視化ツール開発について 

外壁落下危険性可視化ツールの概要説明 

● デモ 

三軒茶屋分庁舎敷地に想定した3Dモデル建 

物を例に説明 

● 意見交換 

 

 

 

 

 

 

写真4.4.4-1 ケーススタディ実施風景 

写真4.4.4-2 ケーススタディ実施風景

(水戸市) 
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③ケース３：防災街づくりを掲げて取り組んでいる自治体 

日 時：2016 年 12 月 26 日 10：00～12：00 

場 所：世田谷区役所 会議室 

● 挨拶（研究の目的など） 

● 概要説明 

外壁落下危険性可視化ツール開発について 

外壁落下危険性可視化ツールの概要説明 

● デモ  

三軒茶屋分庁舎敷地に想定した 3D モデル建物を例に説明 

● 意見交換 

＊なお、ケース２，および３については、建築指導行政の担当者および保全業務を行っている担

当者に一緒に参加してもらい、デモ、意見交換を実施した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.4.4-3 ケーススタディ実施風景（世田谷区） 

 

④ケース４：マンション管理会社の受託マンション管理部門 

日 時：2016 年 12 月 26 日 15：00～16：30 

場 所：マンション管理会社 会議室 

● 挨拶（研究の目的など） 

● 概要説明 

外壁落下危険性可視化ツール開発について 

外壁落下危険性可視化ツールの概要説明 

● デモ 

三軒茶屋茶沢通り敷地に想定した 

3D モデル建物を例に説明 

● 意見交換 

 

 

 

写真 4.4.4-4 ケーススタディ実施風景 

（マンション管理会社の 

受託マンション管理部門） 
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2)  意見交換で論議された項目 

それぞれのケースについて論議された課題等の項目は次の通りである。 

 

ア．ツールの操作・機能について 

①建物データの作成 

②テクスチャ・データの作成 

③地面への影響範囲の解析 

④建物データ・テクスチャーデータの蓄積・更新 

⑤ツールの維持管理・将来構想 

⑥図面 CAD 化の現状 

イ．可視化ツールの利用について 

①利用効果と義務化 

②利用の具体例 

③可視化ツールの運用 

④その他 

ウ．定期報告に関する課題 

エ．マンション管理に関する課題 

カ．街づくり・防災に関する課題 

キ．総括 

 

3)  意見交換で論議した項目ごとの課題等の内容 

意見交換において課題や改善点を項目ごとにその意見等を取りまとめたものを次に示

す。 

表中ケース欄の数字は下記のケースを示す 

１：外壁落下事故が発生した建物への具体的対応をしている自治体 

２：大量の区有施設の保全業務を担当する自治体保全組織 

３：防災街づくりを掲げて取り組んでいる自治体 

４：マンション管理会社の受託マンション管理部門 
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ア．ツールの操作・機能 

①建物データの作成 

 

②テクスチャ・データの作成 

 ケース 課題・改善点 

4 打診等の診断結果を手動で貼りつけていく事か。 

4 報告書の図面精度では正確な位置表示は難しい。 

4 打診点検で得られた座標データなどを直接取り込む方法があれば 

2 テクスチャ・データへの変換は専用のソフト、専門の人材が携わ

らないとできないか。 

国総研 建物 3D データに劣化状況を画像として取り込む必要があり、そ

こに至る過程が分かりにくいのでマニュアルを作成していきた

い。 

課題等 現状では、定期報告資料等の紙情報が大多数である。 

打診結果に基づく外壁落下危険性のある部分の位置情報を電子化

し、テクスチャ・データとする作業のさらなる効率化、簡略化が

必要。 

 

③地面への影響範囲の解析 

 ケース 課題・改善点 

1 不良個所について、何時、どれくらい、どの範囲に落下するのか

分かると良い。 

1 平面的に危険範囲が表示されているのが分かりやすい。 

4 危険範囲をホントに危険性がある所が表現できれば良いが 

2 高さの二分の一が危ないという判断は広すぎるのでは 

2 直接落下する範囲とその外側について表現を変えるような処置は

考えられないか。  

2 同一敷地内の複数建物（学校敷地等）にまで範囲を広げて表示さ

れていると分かりやすい。 

課題等 現行ツールの条件以外の設定の考慮。例えば、指針に基づく影響

範囲の判定以外に、直接落下の危険が及ぶ範囲の判定や，落下高

さによって異なる衝撃力を加味した危険度の表示等。 

 ケース 課題・改善点 

1 操作が大変、建物データの作成が簡易になれば。 

4 手動で 3D データを作りこむという事か。 

2 点群データは必要か。 

2 学校敷地全体を群としてとらえて、入力する事は出来ないか。 

課題等 現状では定期報告資料等の紙情報が大多数であること。 

また、電子データがあっても、2DCAD から 3D データを作り込

んだり、点群データを処理して 3D データにしたりする作業に

ついて、さらなる効率化、簡略化が必要。 
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④建物データ・テクスチャーデータの蓄積・更新 

 ケース 課題・改善点 

4 データ蓄積・更新を考慮するのであれば、その仕組みを考えて

おく必要がある。 

4 管理組合においてもデータの維持は課題の多い分野である。 

4 建物データ・テクスチャーデータ入力が手作業では無理がで

る。 

課題等 維持管理における図情報の更新管理の検討が必要 

 

⑤ツールの維持管理・将来構想 

 ケース 課題・改善点 

4 可視化ツールが数十年間の外壁維持管理に機能が維持できる

か。 

4 従来からバージョンアップ対応に苦労している。 

4 診断から一貫自動化システムになれば一番良い。 

課題等 定期報告を含め、長期の維持管理も想定した情報更新の検討が

必要。 

 

⑥図面 CAD 化の現状及び BIM の採用について 

 ケース 課題・改善点 

1 改修工事等などのタイミングで CAD 化している。 

2 区有建物の CAD データは、ほぼ揃っている。（竣工図は CAD
図提出） 

2 3D（BIM）の利用については、受注者の意向によっているが、

現状、3D の利用用途がない。 

4 BIM データを流用して、管理の方でうまく使えるようになった

段階で実施するのであれば、有効になるかと思う。 

課題等 2DCAD データ有効利用、BIM は官民とも今後の検討課題。 

 

イ．可視化ツールの利用について 

①利用効果と義務化 

ケース 課題・改善点 

1,2,4 危険範囲を可視化する事による効果はある。 

１ 行政としてツールの利用を義務付けするのか。 

2 点検業者にツールの利用を義務付けするのか。 

4 法律でツールの利用を義務付けするのであればいたしかたない。 

その場合の費用負担は。 

課題等 可視化する事による効果はどのケースでも認められたが、その使

用を義務化する事の検討が必要。 
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②利用の具体例 

ケース 課題・改善点 

1,2 予算要求時の危険範囲が分かる資料は力になる。 

1,3 空家対策として建物所有者に対する注意喚起として利用できる。 

3 街づくりや災害対策に対して可視化提案は効果がある。 

4 マンション所有者、居住者に対して知らせるツールとして利用でき

る。 

4 マンションでも設計時に防護対策を考えるための利用は可能である

が、都心マンションは道路境界に接して建てられる例が多いので、

庇を出す防護対策が取れず、設計時の利用の効果は多くない。 

2 設計時に利用できる。 

国総研 設計段階の工夫として、将来、その建物が古くなった時に、どの辺

りが、外壁が落ちやすくなるかを見越して、この範囲には庇を付け

ておくとか、そういう 初の工夫をする時には使えるかなとは思

う。 

課題等 可視化する事による効果はいくつかの具体例で認められた。 

 

③可視化ツールの運用 

 ケース 課題・改善点 

1、2 市職員、区職員がツールを使ってやる時間は無い。 

2 営繕担当がやるか建物管理者か。 

1,2 点検は委託業者が実施するのでツールによる報告も業者に依頼する。 

4 マンションにおいても点検業者に依頼する事になる。 

課題等 現状の定期報告の中で点検業者が操作、取りまとめする事になる。 

 

ウ．定期報告に関する課題 

 ケース 課題・改善点 

1 保管はしているが問題が起こらない限り閲覧する事は無い。 

3 実際是正されたかどうかの確認ができない。 

3 突き出し看板・設備機器類は新築時以降の動きについて把握できな

い。 

原則として建物所有者の責任範囲であるので、一つ一つ確認する事

は難しい。 

3 経済的理由により定期報告されない例が多い 

4 調査診断の観点から見ると可視化ツールの利用範囲は一部であり、

これによって診断が楽になるわけではない。 

国総研 沿道の点群データは新築時の状態と現況の確認ツールになる 

課題等 行政側の有効利用を図る一環として、可視化ツールを提案している

が、建物所有者側にも具体のメリットが生まれる工夫。 
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エ．マンション管理に関する課題 

ケース 課題・改善点 

4 管理会社として、危険であれば管理組合に提案して改修してい

る。 

しっかりした管理組合のあるマンションは、そんなに心配は無い 

4 管理会社として、「善管注意義務」は管理組合と同等以上に求めら

れるので 必要な点検はやっている。 

3 管理会社の技術レベル差が大きい。 

マンションの管理体制が不在な例が多い。 

4 築年が経過している小規模マンションや管理組合が機能していな

いマンション等に課題が多い。 

4 オーナーマンションは経済的な点が優先されている面が少なくな

い。 

4 大規模修繕を計画している場合、要改修箇所はその時点で改修す

るので改修済みの記録を残すことになる。 

国総研 全面打診は工事範囲を特定することであり、点検履歴は改修済み

として保存すればよい。 

課題等 建物所有者の意識・管理会社の技術レベルの向上が課題。 
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オ．街づくり・防災に関する課題 

 ケース 課題・改善点 

3 沿道全体のオルソ図を作成し、地震時の緊急輸送路の建物倒壊以

外に日常の外壁の安全性についてはどうか。また街区全体の安全

な街づくりはどうかなどに利用できるのでは。 

3 定期報告対象外の建物は行政が主導してやっていく必要があり、

条例等で、街づくりなどの施策として位置づける必要がある。 

3 危険範囲の出力資料は条例を作るための判断材料の 1 つにもなり

得る。 

4 沿道オルソ図に管理組合物件と建物所有者物件の色分けが必要で

はないか。管理不在の建物にこのツールを利用する事は大きな意

味があるように思う。 

3  建物所有者の意識が高ければ管理不在にはならない。   

国総研 定期報告義務は、沿道に面している壁面全部にかかっているわけ

ではなく、規模・用途で、飛び飛びで対象になっている。 

課題等 沿道建物全体の情報が一覧できる仕組み。行政側の街づくり推進

ツールの一つとして利用できる。 

 

カ．総括 

 ケース 課題・改善点 

国総研 本ツールの開発にあたっての基本的な考え方として、行政とし

て、賑わえる街づくり創出、人通りを誘導しようとする時に、

沿道壁面全体が安全ですかという問いかけを自治体等がする場

合に報告義務として全体を網羅できないかという話がある。 

ツールで一定の空間に対して、連続する立体のようなものをモ

バイルマッピングにより、壁面がどういう性質で、どれだけの

量があり、どういう位置にあるかを簡単に得られれば良い。と

いう使い方を想定した。 

 

単体の建物の場合は、人が立ち入る場所、人が通行する空間と

の、離隔距離との関係なので、別の利用場面が想定できそうで

ある。その題材の一つが、マンションではないか 3D のマッピ

ングではなく、設計図書に基づいた簡単な建物のモデル、更に

設計段階から 3D を実施し、その 3D のモデルがあれば、点検

記録を立体的に貼り付けるといったデジタル的なデータの利活

用の方向性があるのではという事で、どこに、ニーズがあり、

活用場面の可能性があるかという事 
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4)  課題等のとりまとめ  

ア．ツールの操作・機能について 

① 手入力によるデータ入力の大変さを指摘する意見が多くあったが、行政に報告され

る定期報告書や建物所有者、マンション管理組合で保存されている資料の多くは、

紙による保存が大部分であり、手入力によるデータ作成を基本にせざる得ないもの

と考えられる。そうした中での作業の効率化、簡略化ができるようにツールを改良

していくことが課題である。 

② 地方自治体の建築保全組織では、図面の CAD 化を進めている事が伺われるが、図面

の更新が確実に行われ、常に現状と一致した図面管理が必要である。 

③ 「危険性表示」については、ツールの仕様は『剥落による災害防止のためのタイル

外壁、モルタル塗り外壁診断指針』の「落下により歩行者等に危害を加えるおそれ

のある部分」の規定に基づき判定されているが、その影響範囲の広さに対する意見

があり。ツールの条件以外の設定が可能であればとの意見があった。 

④ 作成された建物データ、テクスチャ・データの蓄積・更新については、壁面の改修

工事履歴が確実に更新されていれば点検直前の建物データ等は容易に取得する事が

可能になるものと考えられ、維持管理における情報更新の検討が必要であろう。 

⑤ 診断時に建物データ、テクスチャ・データの同時取得が可能となる技術開発も必要

であろう。 

⑥ 建築確認手続きの電子申請の取り扱いが開始されている中、定期報告制度について

も将来的には電子化報告か実施される事を前提とした 2 次元 CAD のデータの有効

利用、ＢＩＭ利用等が今後の検討課題であるものと考えられる。 

 

イ．可視化ツールの利用について 

① 可視化する事による効果は次の事例のようにどのケースでも認められた。 

（修繕工事等の予算要求資料、空き家対策資料、マンション所有者、居住者に対す

る周知、設計段階での事前検討、街づくりや災害対策に対して可視化提案） 

② 点検業務は自治体、マンション管理会社が直接行わず、点検業者が実施している例

が多い事から、ツールの運用について何らかの義務化を検討し、費用増の対応が必

要になる。 

 

ウ．定期報告に関する課題 

① 特定の建築物は、建築後の経過とともに外壁落下等の人的被害のリスクを回避する

ため定期的な調査・診断が義務付けられているが、行政側において調査結果の情報

が十分に活用されていない状況にあり、有効利用を図る一環として可視化ツールを

提案している。 

② 建物の維持管理は原則として建物所有者の責任範囲であるため、建物所有者の意識

に委ねる結果になっている。そのため定期報告の報告率は 70％程度（H24）である。

（定期報告制度の見直しに関する説明会資料:H27/6 国交省住宅局） 
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③ 定期報告対象外の建物、動きの激しい看板類等の取替を含め、沿道全体の状況を時

系列で確認する事が出来る定期報告の補完ツールの検討が必要ではないか。 

 

エ．マンション管理に関する課題 

マンション管理についてはマンション所有者、管理組合（居住者）の意識の差と管

理会社の技術レベルの差により維持管理が不在になる例が多いと自治体建築指導部

門、マンション管理会社双方が指摘している。建物所有者の意識・管理会社の技術

レベルの向上が課題である。 

 

オ．街づくり・防災に関する課題 

① 個々の建物に対するツールの利用以上に沿道・街区全体に対する利用の検討を進め

る事が必要であるとの意見があった。 

② 定期報告対象外の建物、定期報告未提出の建物や管理体制に精粗のあるマンション

等が混在している街区において、建物が連なっている壁面全体について、壁面がど

ういう性質で、どれだけの量があり、どの位置にあるかをデータベースとして蓄積

できれば良いと考えられる。例えば世田谷区で運用されている「せたがやｉMAP」へ、

データベースを搭載する事により街区全体の安全な街づくりのためのツールの一つ

として位置付けられる。 

③ 沿道全体のオルソ図を作成することで、地震時の緊急輸送路の建物倒壊以外にも、

日常の外壁について可視化ツールによりチェックする事が出来る。 

④ MMS を利用した点群データ取得方法や 2 次元データから 3 次元データへの自動変換

等技術的な課題が多くある。 

 

 

 

 

 

参考資料 

1)国土交通省版・景観シミュレータ(フリーウェア） 

http://www.nilim.go.jp/japanese/technical/download/keikan/index.html 

2) 景観シミュレーション関連 ダウンロード  

景観シミュレーション・システム（統合版：Ver.2.11) 

http://sim.nilim.go.jp/MCS/download.asp 
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4.5 定期報告等の維持保全情報の利活用 

 

建築物の定期報告等の情報は、行政庁における建築物の日常安全や緊急点検等での対

応を考えると、対象とされる用途・規模の建物がどこに建設されているのか、地理情報と

連携がとれるようになれば都合がよい。その上で、維持管理に関する情報だけではなく、

建築確認の情報などともリンクされていれば、有用性は高くなる。一部自治体で運用が始

まっている地理情報システムで定期報告等のデータを他の自治体等で活用できる定期報

告の電子データ化、電子申請などの情報技術への対応は、将来に向けて不可欠である。 

また、情報技術の活用を考える際、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の利

活用も無視できない。昨今は建築物に限らず、事故等が発生すると報道機関（新聞、雑誌、

テレビ、インターネットメディア）等だけではなく、SNS 等により情報が一般に周知され

るようなことも増えている。一般市民に影響が及ぶ恐れのある建築事故については、危険

性が事前に把握できるのであれば、自治体等で危険性を周知できるようになればよいが、

実際、大規模な建築事故ではない、一般に発生している小規模の建物事故等の情報につい

ては、国や自治体に情報が提供されることは少ない。小さい事故については、発生した後

でも情報が提供されることは極めて少なく、一般市民が消防などに事故があったことを

通報したときには、建築安全を所掌しているところに連絡が入るくらいではないかと思

われる。 

事故情報は必ずしも定期報告の情報ではないが、維持管理情報の一つとして捉えると、

SNS 等で事故情報等が取り上げられることは情報を補完するという意味で有効な技術と

考えられる。 

本節ではGISの技術が社会インフラの維持管理において活用されている事例およびSNS

等による事故情報の収集について、その実態について整理した。 

 

4.5.1 建築分野および道路等の社会インフラの維持管理における GIS 活用状況 

(1) GIS 活用状況に関する調査 

社会インフラの各施設のうち土木構造物については、維持管理・更新等に必要な情報は、

法令等に基づき、台帳として整備・保管することとされている。維持管理・更新等の実施

に当たっては、点検・診断を通じて構造物の劣化や損傷の状況に係る情報が蓄積されるほ

か、修繕等を実施する際に構造の詳細が不明な場合には、現地調査を詳細に実施し、設計

や施工を実施する上で必要となる情報を取得している。ただし、施設によっては、建設年

が古い等の理由により台帳そのものが存在しないものや、台帳は存在しているものの記

載されている情報が不十分なものもあり、修繕等の実施に当たって、改めて必要な情報を

収集するなど、多くの手間を要しているという場合も一部にはある。 

維持管理などの情報を確実に蓄積し、積極的に活用していくため、国では維持管理・更

新等に必要な情報のデータベース化や、施設横断的に情報を集約する情報プラットフォ

ームの構築を進め、また蓄積した情報の活用面について、GIS（Geographic Information 

System）を活用して地図情報と結びつけることで、情報共有を容易化する取組についても



 

第 4章 - 116 

 

検討を進めている。 

本研究では、維持管理情報の利活用に関して GIS を活用した事例の現状を把握するた

め、道路、上水、下水、公園、建築の各分野の事例を収集した。なお、本調査は平成 25 年

度に実施した。 

分野別に収集した事例の概要を示す。 

1)  道路 

道路分野においては以下の 6事例を収集した。 

表4.5.1-1 道路分野の事例 

導 入 

自治体 

管理 

対象 
運用システム 

活用場面（○：あり、△：一部あり、×：なし） 

施設 

（現況） 

把握 

点検 

結果 

計画 

支援 

更新 

補修 

対策 

住民サ

ービス 

苦情 

情報 

M 市 
路面 

性状 
GIS ○ ○ × × × × 

I 市 橋梁 GIS ○ × × × × × 

N 町 
道路 

附属物 

車載型レーザ計測シス

テム（MMS） 

3 次元点群ビューワ 
○ × × × × × 

N 市 
道路 

附属物 
GIS ○ × × 

△ 

（更新） 
× × 

I 国道 
道路 

附属物 

移動体計測車両（画像） 

ビューワソフト ○ × × × × × 

C 市 道路 GIS ○ × × × ○ × 

 

収集した 6事例の活用場面を見ると、全てにわたり施設（現況）把握が可能となってお

り、舗装も含め、道路施設（現況）把握に地図情報を用いることは有用であることが分か

る。 

一方、それ以外の活用場面については点検結果を管理できるシステムが 1件、更新・補

修の管理ができるシステムが 1 件で、システムの活用場面は主に施設の状況把握となっ

ており、「点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒（次の点検）」といった施設管理の PDCA サイクルが

確立できていないのが現状である。 

現時点では、施設の把握を行ったという段階であり、今後は行動計画に基づき、施設管

理の PDCA サイクルの確立を目指す必要がある。 
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2)  上下水道 

上下水道分野においては以下の 2事例を収集した。 

表4.5.1-2 上下水道分野の事例 

導 入 

自治体 

管理 

対象 

運用システ

ム 

活用場面（○：あり、△：一部あり、×：なし） 

施設 

（現況） 

把握 

点検 

結果 

計画 

支援 

更新 

補修 

対策 

住民サ

ービス 

苦情 

情報 

W 市 下水道管路 GIS ○ ○ ○ × × × 

K 市 上水道管路 GIS ○ × ○ × × ○ 

 

収集した上下水道 2 事例の活用場面を見ると、施設把握、計画支援が可能となってお

り、GIS を活用してシミュレーションを実施し、目標とするサービス水準の定め、システ

ムで維持管理運用を行っている。GIS が維持管理ツールとして非常に有用であるというこ

とが良く分かる。 

具体的に、W市では、限られた財源の中で維持管理運用を効率よく行うために、対策の

優先度付けをシステムで実施している。図 4.5.1-1、図 4.5.1-2 に示すように、GIS に格

納されているさまざまな地図情報等のデータを活用して管路敷設場所の重要度を定量的

に算出し、定量的に算出されたリスクを管路に付与し、対策の優先度付けの資料としてい

る。 

また、テレビカメラ調査結果を GIS に反映させることで、面的に健全度を把握すること

が可能であり柔軟な修繕計画の策定が可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.5.1-1 上下水道 管路へのリスク付与の例 
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図4.5.1-2 上下水道 点検結果取り込みの例 

 

しかし、修繕計画の対策を講じた結果がシステムに反映されていないため、その効果を

図ることができない状態である。 

2 件とも道路と同様、施設管理の PDCA サイクルが確立できていないのが現状であり、

今後は行動計画に基づき、施設管理の PDCA サイクルの確立を目指す必要がある。 

 

3)  公園 

公園分野においては以下の 2 事例を収集した。 

表4.5.1-3 公園分野の事例 

導 入 

自治体 

管理 

対象 
運用システム 

活用場面（○：あり、△：一部あり、×：なし） 

施設 

（現況） 

把握 

点検 

結果 

計画 

支援 

更新 

補修 

対策 

住民

サー

ビス 

苦情 

情報 

Z 市 公園 GIS ○ × × × × × 

I 市 街路樹 

車載型レーザ計測

システム（MMS） 

3 次元点群ビューワ 

○ × ○ × × × 

 

収集した公園 2事例の活用場面を見ると、施設（現況）把握が可能となっており、公園

施設（現況）把握に地図情報を用いることは有用であることが分かる。 

Z 市では、公園台帳の電子化のみの実施であり、今後の維持管理運用を考慮して台帳の

高度化が望まれる。 

I 市では、車載型レーザ計測システムを用いて街路樹を調査し、樹高、樹周をレーザに

よって計測することができたため、現地で計測することと比べ、大幅なコストダウン、作

業時間短縮が図れている。また、システムを用いて街路樹の管理方針の検討が可能となっ

たが、検討結果や対策の実施状況がシステムに反映されていないため、その効果を図るこ
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とができない状態である。 

先ほどと同様、2件とも施設管理のPDCAサイクルが確立できていないのが現状であり、

今後は行動計画に基づき、施設管理の PDCA サイクルの確立を目指す必要がある。 

 

4)  建築 

建築分野においては以下の 8事例を収集した。 

表4.5.1-4 建築分野の事例 

導 入 

自治体 

管理 

対象 
運用システム 

活用場面（○：あり、△：一部あり、×：なし） 

施設 

（現況） 

把握 

点検 

結果 

計画 

支援 

更新 

補修 

対策 

住民サ

ービス 

苦情 

情報 

N 市 建築物 

車載型レーザ計測

システム(MMS) 

3次元点群ビューワ 

○ × × × × × 

K 県 
建築計画概

要書 
GIS ○ × × × × × 

HY 市 
建築計画概

要書 
GIS ○ × × ○ ○ × 

YC 市 
建築 

確認 
GIS ○ × × ○ ○ × 

A 市 
建築 

確認 
GIS ○ × × ○ ○ × 

HT 市 
建築計画概

要書 
GIS ○ × × × × × 

HM 市 
建築 

確認 
GIS ○ × × × × × 

I 市 
建築 

確認 
GIS ○ × × × × × 

 

収集した 8事例の活用場面を見ると、全てにわたり施設（現況）把握が可能となってい

る。建築確認のシステムでは、他の事例では見られなかった「更新」も行われ、一つの管

理のサイクルとしてシステムが構築されていることが分かる。 

一方、建築物の老朽化に伴う維持修繕計画システムは、今回の調査範囲においてはなか

った。 

これら収集した 18 事例を通して共通する課題は、施設管理の PDCA サイクルが確立で

きていないことである。計画支援等が可能な先進的なシステムもあったが、対策や検討を

実施した結果をシステムに反映できず、「対策や検討は本当に運用可能なのか」、「実施し

た対策は効果があったのか」、「計画の見直しは必要ないか」など、「評価を行う」部分が
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今のシステムには欠如している。また、施設はいずれ老朽化し、補修や更新が必要となる

が、誰がそれらを更新するのかなどの履歴を管理する仕組みも確立されていない。 

地方公共団体では、厳しい財政や技術者がいないなどの理由で施設管理の PDCA サイク

ルを回す仕組みができていない現状がある中で、管理システムの高度化は必須である。 

建築分野の活用事例について、表 4.5.1-5 に示す項目を基本として情報を収集・整理し

た。次ページにそれらの調査結果のシートを示す。 

 

表4.5.1-5 整理する項目 

 項 目 備 考 

１ 事例の概要  

２ 活用方法および主に運用している部署  

３ 想定している利用者  

４ 当該業務での GIS の運用方法(更新時期、更新方法等)  

５ コスト 初期導入、運用管理、データ更新 

６ 当該業務で用いるデータの種類・形式、作成主体、更新体制  

７ 当該業務で用いるデータのデータ連携 他の官庁や部署とのデータ連携 

８ 当該業務で用いるデータの公開状況 公開項目、公開方法 

９ データのセキュリティ対応、バックアップ対応 漏えい、危機管理、業務の継続性 

１０ GIS のバージョンアップ対応 業務の継続性 

１１ トラブル対応 業務の継続性 
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 -

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
航空写真図 レベル2,500 25686ファイル 2.17GB

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

住宅都市局市街地整備部耐震化⽀援室推進係 市職員

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

事例：N市 3次元ビューアソフトを利⽤した緊急輸送道路の沿道建築物閲覧確認システム
項⽬ 回答

(1)概要

緊急輸送道路に接する沿道建築物が、地震によって倒壊した場合、通⾏を妨げる恐れのある建築物であるかどうかを、視覚的
に確認を可能とした。

窓⼝問合せの際に、視覚的に建築物の⾼さと道路の⾼さの関係を確認でき、⾏政確認事務の効率化となった。

(2)利活⽤
住宅都市局市街地整備部耐震化⽀援室推進係

-

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）
原則 更新は無し
原則 更新は無し
原則 更新は無し
原則 更新は無し

(4)コスト
100千円
16,880千円
-
-
-

PCログイン時にID・パスワード⽅式。システム起動は、ライセンスを付与されたPC⼜は、USBドングル挿⼊PCに限られる。

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体
３次元点群データ、義務化沿道建築物耐震現況データ

システム搭載データ

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携
有・無   

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況
有・無   

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
セキュリティ対応

有・無 

-
-
-
外付けHDD
有・無 

(9)GISのバージョンアップ対応
有・無   

(10)トラブル対応
有・無   
有・無   
-

(11)運⽤上の課題等

3次元オブジェクト表⽰時の描画速度が遅い。

3次元オブジェクト表⽰の描画速度システム改善などが望まれる。

(12)その他

特になし

建築1
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 地形図 K県 GPMapの背景図

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
概要書画像 モノクロ 200dpi 20,265枚 4.0GB
概要書ポイント 建物名称・住所・⽒名など14項⽬ 10,931件 134.0MB

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：K県 建築計画概要書の電⼦データ化及び精査業務（その６ A地域振興局管内）
項⽬ 回答

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

本業務は⺠間建築物における吹付けアスベスト使⽤実態把握として、建築計画概要書の画像や関連情報を閲覧できる仕組みと
して「K県GPMap」にデータを搭載した。県内の職員が閲覧できることから建築物の情報として多⽅⾯で利⽤できるシステム
となっています。

K県内の職員で情報共有が可能なシステムである。
個⼈・学校・企業で⾃由に利⽤できる仕組みで運⽤されている。

K県⼟⽊部建築住宅局建築課
K県内の県庁および市町村の職員

不明（県整備・管理システムのため）
不明（県整備・管理システムのため）

不明（県整備・管理システムのため）

不明（県整備・管理システムのため）

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

22,000千円

-

-

特になし

Webでのユーザ登録により認証を得る
Webでのユーザ登録により認証を得る
クラウド
有・無   外付けHDDによるバックアップを提出

不明（県整備・管理システムのため）

不明（県整備・管理システムのため）

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

不明（県整備・管理システムのため）
不明（県整備・管理システムのため）

セキュリティ対応

Webでのユーザ登録により認証を得る

不明（県整備・管理システムのため）

システム搭載データ

不明（県整備・管理システムのため）

不明（県整備・管理システムのため）
不明（県整備・管理システムのため）
不明（県整備・管理システムのため）

有・無 

有・無   県内の市町村
不明

不明（県整備・管理システムのため）

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
「くまもとGP-Map」で公開

Webでのユーザ登録により認証を得る

建築2
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 都市計画基本図 レベル2,500

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
航空写真図 地上解像度25cm 818枚 3.6GB
指定道路図 レベル2,500 道路種別、指定年⽉⽇など 632路線 0.5MB
指定道路調書 Excel形式およびPDF形式 380件 705.0MB
概要書ポイント 住所、管理番号など 約30,000件 13.0MB
概要書画像 PDF形式 約41,000枚 18.4GB

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：HY市 指定道路調書等整備業務委託
項⽬ 回答

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

指定道路調査として市⺠や業者からの問い合わせや建築主事、指定確認検査機関の事務の効率化を図る⽬的で指定道路のデー
タおよび建築計画概要書のポイント⼊⼒を実施した。

指定道路の告⽰資料や建築計画概要書の確認等の事務効率が10分の1となった。
各資料の保管場所を考慮する必要がなくなった。（導⼊前は、窓⼝付近に常に配置）

HY市建設部建築住宅課
HY市建設部建築住宅課職員

不定期（更新が必要となった場合）
不定期（更新が必要となった場合）

不定期（更新が必要となった場合）

4,500千円（ハード：PC１台、複合機１台 ソフト：エンジン含む）ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ１台  ※１ﾗｲｾﾝｽ：1,700千円

指定道路図、概要書ポイント

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

13,000千円

-

-

特になし

-
-
オンプレミス
有・無   外付けHDDによるバックアップのみ

有・無   

有・無   ３年間サポートパック

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

-
有・無 

セキュリティ対応

-

指定道路図及び調書は委託予定。建築計画概要書のポイント⼊⼒およびファイリングは職員を予定。

システム搭載データ

有・無   スポット保守対応

0千円（スポット保守）
500千円
0千円

有・無   

有・無   
-

0千円

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
-

GISログイン時にID・パスワード⽅式
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 都市計画基本図 レベル2,500

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
建築確認データ ポイントデータ、建築主、所在地、概要書 63,000件
指定道路データ ラインデータ、調書、カルテ 5,900件
都市計画基本図 レベル2,500
航空写真図
地番現況図 レベル1,000、⼤字、地番

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：YC市 建築⾏政の的確な執⾏を⽬指した建築確認システム
項⽬ 回答

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

建築⾏政に係わる資料のデジタル化およびファイリングにより、GISシステムを利⽤することでの業務の効率化を図る。

建築⾏政情報をGISシステムで管理することで確認業務の効率化ができる。

都市整備部 建築指導課
市職員

随時リアルタイム

1200千円

建築⾏政情報

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

2800千円

-

-

特になし

-
-
-
有

無

無

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

-
-

セキュリティ対応

-

職員がGISにて更新

システム搭載データ

無

保守なし
市職員にて更新
-

無

無
-

保守なし

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
-

GISログイン時にID・パスワード⽅式
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 都市計画基本図 レベル2,500

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
建築確認箇所 建築主・地名地番・設計者・確認情報・検査情報等 約6万レコード
都市計画基本図 レベル2,500 25図郭
地籍集積図 レベル1,000
位置指定道路 指定年⽉⽇・申請者・延⻑・幅員等 約400レコード

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

セキュリティ対応

-

部署雇⽤のパート・アルバイトがGISにて更新

システム搭載データ

無

年間 約500千円
-
-

無

無
-

-

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
-

GISログイン時にID・パスワード⽅式

-

-

特になし

-
-
オンプレミス
有 ソフトウェアにより週1回⾃動的にバックアップ

未定

無

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

-
-

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

上記に含む

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

建築基準法指定道路管理業務の⼀環として、建築確認台帳及び建築計画概要書のデータベース化を図り、検索・表⽰・データ
更新に対応したシステムを構築した。GIS上に建築確認箇所をプロットし、台帳から属性を付与、概要書のスキャニング画像
データをファイリング情報として持たせている。

窓⼝来訪者に対する対応の効率化（待ち時間の短縮、対応職員の拘束時間短縮）

都市部 建築住宅課
建築住宅課職員

随時リアルタイム
業務時間内に随時実施

未定

データ整備費込みで53,180千円

建築確認箇所

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：Ａ市 建築基準法指定道路管理に向けたGISを活⽤した建築確認システム
項⽬ 回答

建築5
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 地形図 市街地レベル2,500、郊外レベル10,000 2,500,000 2GB

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
指定道路 レベル2,500 10,000 30MB
相談箇所 レベル2,500+ファイリングデータ 2,000 1GB
既存建築物 レベル2,500+ファイリングデータ 50,000 5GB

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：HT市 建築に関する情報を⼀元管理
項⽬ 回答

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

市⺠や業者からの問い合わせ、上位機関への統計報告、建築相談内容、建築計画概要書の閲覧等窓⼝業務といった多数の業務
にすばやく対応できる、GISと建築指導履歴が⼀体化したシステム。

⾃席にて指定道路、建築相談内容、建築計画概要書の閲覧等の実現。
他部⾨でも指定道路のみ閲覧可能で問合せ件数の削減。

HT市 建築指導課
市担当者

随時
随時

5年(予定)

2,000千円

システム搭載データ

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

5,000千円

-

-

特になし

GISログイン時にID・パスワード⽅式。
公開無し
オンプレミス（庁内）
有 全てを毎⽇

有 システムのクラウド化を予定

有 メーカ対応

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

有 障害時⽴会

セキュリティ対応

GISログイン時にID・パスワード⽅式。

職員による

有  
無

200千円
-
-

無   

有  庁内
-

20千円

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
庁内WebGIS

GISログイン時にID・パスワード⽅式。
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 都市計画基本図 レベル2,500（SDE形式） 1ファイル 50MB

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
航空写真図 地上解像度20cm（SDE形式） 1ファイル 120GB
地番図 レベル1,000（SDE形式） 1ファイル 370MB
住宅地図 レベル2,500（SDE形式） － －

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

システム起動時にID・パスワード⽅式。定期バックアップ（毎晩）。

約5,000,000円
約35,000,000円

セキュリティ対応

-

有・無

有・無   （他官庁、庁外市⺠・事業者等）
建築確認ポイントおよび概要書

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
窓⼝システム

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

システム搭載データ

建築確認ﾎﾟｲﾝﾄ（H24,H25：約10万点、H26：約7万点を整備）：ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ 250MB、台帳DB 600MB（SDE形式）

すべて込みで年間約500,000円

運⽤していく中で、機能改善要望が膨らむ傾向にある。

法改正の頻度が⾼いため、システム改修と反映がスムーズにするための⽅策を考えたい。
クライアントサーバ型からクラウドへの発展系を考えたい。

既存の職員が整備したデータを新システムへ移⾏する際、移⾏後に想定外の移⾏ミスが発覚し、不具合対応になる傾向が多い。

-
-
サーバによる⼀元管理。クライアント側にはデータは⼀切なし。
有・無   外付けHDDに毎⽇午前1時にデータベースはフルバックアップ、画像は差分バックアップ

有・無   

有・無   １次対応後、メーカに連絡（５年保守あり）

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

有・無   随時
業者からのシステム修正版をメールで受け取り、サーバに反映
有・無 

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

臨時職員が随時

市⺠や業者からの問い合わせ、上位機関への統計報告、建築計画概要書の閲覧等窓⼝業務といった多数の業務にすばやく対応
できる、GISと台帳システムが⼀体化したシステム

窓⼝対応、統計処理、⼿数料の計算に効果。特に、⼿数料の計算は1⽇から5分程度に。

建築指導課
建築指導課職員及び臨時職員

随時リアルタイム
随時リアルタイム

保守の範囲であれば随時

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：HM市 個⼈情報や法改正に対応した台帳とGISを⼀体化した建築確認システム
項⽬ 回答
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システム概要

導⼊効果（メリット）

所管部署
利⽤者

データ更新周期
データ更新時期
データ更新⽅法
システム更新周期

初期導⼊費（システム）
初期導⼊費（データ構築）
運⽤管理費（ハードウェア保守）
運⽤管理費（システム保守）
運⽤管理費（データ更新）
運⽤管理費（その他）

整備データ
整備データの背景基図 都市計画基本図 レベル2,500（MDB形式） 1ファイル 75MB

データ名 精度・属性データの場合は主要なデータ項⽬ 数量・レコード数 データ容量
航空写真図 地上解像度20cm（ワールドファイル形式） 1ファイル 780MB
地番図 レベル1,000（MDB形式） 1ファイル 123MB
家屋外形図 レベル1,000（MDB形式） 1ファイル 23.5MB
住宅地図 レベル2,500（MDB形式） 1ファイル 150MB

他の官庁や部署とのデータ連携

公開有無と対象
公開項⽬
公開⽅法

所管部署
庁内他部署
庁外（他官庁）
庁外（市⺠・事業者）

データ管理⽅式
データバックアップ

バージョンアップ

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
職員対応
委託業者対応

課題

対策など今後の予定

システム起動時にID・パスワード⽅式。定期バックアップ（毎晩）。

約3,000千円
約10,000千円 ※緊急雇⽤

セキュリティ対応

-

有・無

有・無   （他官庁、庁外市⺠・事業者等）
建築確認ポイントおよび概要書 ※台帳項⽬は⼀部のみデータ化

(7)当該業務で⽤いるデータの公開状況

(8)データのセキュリティ対応、バックアップ対応
窓⼝システム

(6)当該業務で⽤いるデータのデータ連携

システム搭載データ

建築確認ポイント（約5万点）：ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ 30MB、台帳DB 46MB（MDB形式）

すべて込みで年間約600,000円

運⽤していく中で、機能改善要望が膨らむ傾向にある。

法改正の頻度が⾼いため、システム改修と反映がスムーズにするための⽅策を考えたい。
クライアントサーバ型からクラウドへの発展系を考えたい。

既存の職員が整備したデータを新システムへ移⾏する際、移⾏後に想定外の移⾏ミスが発覚し、不具合対応になる傾向が多い。

-
-
サーバによる⼀元管理。クライアント側にはデータは⼀切なし。
有・無   外付けHDDに毎⽇午前1時にデータベースはフルバックアップ、画像は差分バックアップ

有・無   

有・無   １次対応後、メーカに連絡（５年保守あり）

(9)GISのバージョンアップ対応

(10)トラブル対応

(11)運⽤上の課題等

(12)その他

有・無   随時
業者からのシステム修正版をメールで受け取り、サーバに反映
有・無 

(1)概要

(2)利活⽤

(3)当該業務でのGISの運⽤⽅法（更新時期、更新⽅法等）

(4)コスト

(5)当該業務で⽤いるデータの種類・形式、作成主体

臨時職員が随時

市⺠や業者からの問い合わせ、上位機関への統計報告、建築計画概要書の閲覧等窓⼝業務といった多数の業務にすばやく対応
できる、GISと台帳システムが⼀体化したシステム（ICBAの「共⽤データベース」が取り込み可能）

窓⼝対応、統計処理、⼿数料の計算に効果。特に、⼿数料の計算は1⽇から5分程度に。

建築指導課
建築指導課職員（約10名）及び臨時職員（データ⼊⼒）

随時リアルタイム
随時リアルタイム

保守の範囲であれば随時

地⽅⾃治体等における社会インフラ等の維持管理へのGISの活⽤事例の収集
アンケート

国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所にて取り組んでおります「社会インフラ等の維持管理の分野におけるGISの活⽤事例の収集・整理業務」の調査につき、下記の項
⽬について情報収集したくご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

事例：I市 既存の建築確認システム(ICBA製)から新建築確認システムへの移⾏
項⽬ 回答

建築8



 

第 4章 - 129 

 

(2) 社会インフラ等の維持管理の分野における GIS 活用の期待 

社会インフラの維持管理・更新には、管理・所管するインフラ・メンテナンスの利用状

況と高齢化程度を踏まえた計画の策定と予算化が必要であり、個々の道路、下水等のイン

フラ施設については劣化・損傷個所と程度の把握、補修の指示と実施等が必要である。計

画策定においては、インフラの位置関連および高齢化の程度と、少子化等による人口分布

や利用状況分布の推移等を空間的に重ね合わせた検討が必要となる。インフラ個々のメ

ンテナンス実施においては、それらの個々の位置、劣化・損傷の個所・程度を踏まえた次

回調査の指示および結果の記録、補修の必要な個所・程度の指示および結果の記録が必要

となる。また、それらの業務に携わり指示・実施する者の間での情報共有が必要となる。 

このように、空間的に分布・連携した対象の記録・検索・表示、対象属性の記録・検索・

表示、空間を共有する関連事象との関連分析や情報管理等は、GIS の目的および機能とよ

く合致しているため、社会インフラの維持管理・更新計画および実施においても GIS 活用

に大きな期待を持つことができる。これが、社会インフラ等の維持管理の分野における

GIS の活用事例を収集・整理する意義の所以と考えられるところである。 

本研究では、GIS と連携して今後の活用が期待されている社会インフラ等の維持管理ま

たは防災情報整備分野について、先駆的な事例に関わっていた学識経験者に対してヒア

リングを実施した。そこで得られた意見の中から、特に建築物の維持管理に関係するもの

の概要を記す。 

 

1)  岡部 篤行 教授 

所属：青山学院大学 総合文化政策学部 

特色：公益財団法人 日本測量調査技術協会長、街路網で展開される都市現象のミクロ

な時空間分析、空間情報学、ユビキタス都市の社会基盤計画や政策の研究など 

ア．維持管理するための基礎情報・台帳データについて 

・維持管理するためには基礎情報としての台帳データベースが必要となる。公共施設の

整備状況をみると、一例として電子納品の動きがあった。2004 年度から国土交通省

が発注する公共事業は、電子納品とするようになったが、一方、地方自治体は、道路

工事等で基準点を管理しそれを元に測量成果を電子納品するように指導した。しか

し、全国的には義務化されてはおらず、建物施設等についてデータ整備は進んでいな

いと思われる。 

・道路、下水および公園については、地方自治体において、台帳整備をしているが、整

備状態としては、紙、CAD データ、GIS データ等様々で統一化されておらず、また維

持管理を目的とした整備・更新も行っていない。下水の長寿命化計画等を実施するに

あたっては、維持管理に必要とする台帳データベースを再構築する必要があろう。 

イ．維持管理について 

・民間の建物の老朽化度合いなどは、固定資産税台帳等で管理されている建築年月日デ

ータから古い建物を抽出することは可能と思われる。また、民間の建物は、ビル所有

者およびマンション管理組合等の責任において、安全管理・維持管理がされているが、
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公共の建物が課題である。所管が誰であるかを明確にして、その所管毎に維持管理を

実施する制度を整える必要があろう。国の建物において制度化は比較的やり易いと

思われるが、地方自治体の建物については、国の指導も必要となろう。 

・公共的建物の維持管理では、小学校等を優先すべきであろう。しかし国の財政難、少

子化にともなう職員減少の課題もあり、維持管理の手間と費用が課題となる。このた

め、民間の経営能力および技術能力を導入していくことが期待される。しかし、民間

はビジネスとして利がなければ動くことはできず、何かしらインセンティブが働く

仕組みをつくる必要があろう。維持管理をビジネスに結びつけている例として、ガス

会社のデータベースがある。ガス会社は、自前でガス機器情報データベースを構築し

ており、個々の家のガス機器の古さを把握している。それを利用して、機器購入後 5

年くらいに個々の家を訪問して、機器交換の推奨をおこない、ビジネスに結びつけて

いる。大手建設会社であれば CAD 図面などのデータを所有していると思われるが、そ

の利活用を促進するような制度をつくることも考えられよう。例えば、身体障害者の

ためにハートビル法（平成 6年法律 44 号。 正式名称「高齢者、身体障害者等が円滑

に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。）が制度化され、 病院、劇場、

集会場、展示場、デパートなど不特定かつ多数の人が利用する政令が定める公共施設

において、出入口、廊下、階段、エレベータ、トイレなどを高齢者や身体障害者が支

障なく利用できるような施設整備が行われている。この制度のもとに建設された建

物は、その認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができ、企業の社会

貢献が明示され、企業が積極的に取り組みやすくなっている。 

 

ウ．取組み事例について 

・大震災の場合、ファサードのガラス落下で事故が多発するが、民間の建物において、

ガラス面やカーテンウォールの調査をした事例などがあると伺っている。西宮市で

は、GIS で建物管理をしていたため、阪神・淡路大震災において、復旧に役に立った

とのことである。 近の事例では、千葉市のちばレポ（ちば市民協働レポート）のよ

うに、千葉市内で起きている様々な課題（たとえば道路が傷んでいる、公園の遊具が

壊れているといった、地域での困った課題など）を、スマートフォン、タブレット端

末等から ICT（情報通信技術）を使って、市民がレポートすることで、市民と市役所

（行政）、市民と市民の間で、それらの課題を共有し、合理的、効率的に解決するこ

とを目指す仕組みがある。 

・仙台市では、環境マップを、多くの市民に参加してもらって作成した事例がある。仙

台市は、自分の家の周辺にカエルが居るか居ないかという単純な報告をウェブ地図

で登録できるシステムを作成し、カエルマップをつくった。登録した情報が 5分後に

は自分で確認できるようになり、小中学生が夢中になって登録するようになったの

とのことである。同じようにツバメやタンポポで実施したが、これは、住民参加で情

報をストックする仕組み研究のはしりであった。 近ではヒヤリマップが盛んにつ

くられており、住民参加型のデータベースとして注目に値する。自治体が地域情報を
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GIS で維持管理するのも必要であるが、職員は通常の業務が多いので、データベース

作成にさける時間も少なく、また職員がそもそも少ないので、このように市民参加型

で維持管理をする仕組みづくりは効果的であり、SNS（ソーシャルネットワーキング

サービス）を民間がサポートできるとよいのではないか。 

 

2)  柴崎 亮介教授 

所属：東京大学 空間情報科学研究センター 

特色：研究課題（実世界を対象にした統合的計測・センシング技術、行動モデルとシミ

ュレーションの組み合わせによる活動支援サービスのデザイン技術） 

ア．維持管理するための基礎情報・台帳データについて 

・維持管理するための基礎情報となる台帳データベースの集約について、施設を建設し

た際に、大企業から中小企業までが情報を提出できる仕組みが必要であり、民間でこ

の仕組みづくりを支援するとよく、「つくる」「チェックする」「修正する」というプ

ログラムを整備して配布すればサイクルがまわり運用できる。データは手堅く着実

に収集する必要があるが、電子納品サイトを開設して、アップデートする仕組みを基

本とし、郵送納品も可とするような仕組みで集約できるとよい。 

・建物の電子データについて、大学施設の CAD データを施工会社より提供いただいた

ことがあるが、出力図としての成果目的で作成されており、維持管理が可能なレイヤ

ー分けがなされていない。このような現状があるため、維持管理目的で使えるデータ

仕様を定義したうえで、電子納品を標準化し普及させるためには、設計から納品まで

の電子データ入力支援ソフトウェアを提供することと、会計検査での監査項目に加

えるなどして、検査は民間業者が代行するような仕組みづくりが必要と考える。 

イ．維持管理について 

・民間のマンション等は管理組合で修繕管理計画があり、維持管理の仕組みがまわって

いる。課題は行政の施設であり、安全影響度の大小により、多くの人が利用する大き

な施設と公民館では運用レベルを分けて考えた方がよく、安全性を監視すべき優先

度の高いものに重点を置くべきである。また、行政は財政難であるため、民間サービ

スとして資金がまわる仕組みをいかにつくることが出来るかが成功要因となる。住

民参加型の維持管理手法もあるがエンカレッジして促進することが難しく、住民を

盛り上げるためのワークショップなどを開催する必要がある。 

ウ．取組み事例について 

・電子納品が促進された場合は、それを解析してレポートをつくり報告・警告される仕

組みまで整備する必要がある。なお、GIS 活用という視点では、Shape 形式納品など

とするとデータは集まらなくなるため、米国では既存の Excel 等で管理されている

施設情報を住所情報から簡便な方式にて地図上で位置をリンク表示している事例も

あり、無理に GIS とする必要はない。国や県レベルまでは国主導の施策で運営管理で

きるかもしれないが、地方自治体まで全国レベルに浸透させ標準化・一般化するため

には、民間サービスとして運営管理する仕組みの構築が不可欠である。 
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3)  一氏昭吉氏 

所属：（一社）大阪府測量設計業協会 顧問、大阪 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進

協議会 

特色：GIS ユーザ先駆者、統合型 GIS、基盤地図情報、道路管理システム、道路占用シ

ステムを専門、国土地理院や GIS 学会などの WG で幅広く活動 

ア．維持管理するための基礎情報・台帳データについて 

・自治体で整備する情報の中で、頻繁に変化がある地物は道路、建物、土地である。特

に建物は複数の部署が関わる地物であるため、 新の情報を維持管理するにはしっ

かりとしたルールを構築する必要がある。自治体行政で本当に建物データの業務利

用を考えた場合、①建築確認業務を入り口として、建築確認情報（台帳と位置）、②

道路や下水道などの付随する情報、③住居表示の情報（住民登録を含む）、④固定資

産税の課税情報という一本の流れにならなければならない。④は課税情報のみであ

るが、①は非課税情報も含まれ、公共施設等の管理につながる。 

イ．GIS の過去の取り組みについて 

・GIS の変遷を説明すると、初期の頃は地図を作ることを目的としたスタンドアロン型

の業務に特化した作りこまれたレガシーシステム（代替すべき新しい技術などのた

めに古くなったコンピュータシステムや技術）であった。時代が進み、GIS の価格が

下がるとクライアントサーバ型になり、部署サーバを持ち、部署内で共有したシステ

ムへと移行していった。次に庁内のネットワークが整備されるにつれ、庁内での情報

共有を目的とした統合型 GIS へと変化していき、さらにインターネットの発展に伴

い WebGIS が普及すると、クラウドサービスとして GIS を利用する形態もとられるよ

うになった。近年、スマートフォンやタブレット PC のようなモバイルの普及に伴い、

今までとは違う世界から GIS を利用するようになってきた。 

・視点をデータ作成に移すと、過去は目的を果たすために必要なすべてのデータを作成

していたが、インターネットが発達した現在、様々なところにあるデータを組み合わ

せて利用する時代になってきている。つまり、GIS はツールというよりはプラットフ

ォームという考えに変わりつつある。 

ウ．取組み事例について 

・大阪 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会では、道路の工事に関する「情報の

プラットフォーム」としての役割を担う『道路占用協議・申請システム』に取り組ん

でいる（参考資料を参照）。 

・社会インフラ等の維持管理を行う上で、道路占用に関する協議の流れを理解しておく

必要がある。道路工事を行うには、①工事調整会議は開催し、競合工事個所の抽出を

行い、次に②埋設物調査（道路法 34 条協議）を行った後、 後に③占用許可を行う。

この流れをシステム化し効率を図る取り組みである。 

・現状は紙で協議される場合がほとんどであるが、工事計画時に GIS を利用すること

で、水道、下水道、通信、ガス、電気、道路のインフラ工事情報とハザードマップ、
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埋蔵文化財、防災情報などの工事上知っておくべき情報を重ね合わせることで、行政

の効率化が図られる。 

・そして、道路を何度も掘り返すことを防ぎ、さらに維持管理の観点からは同時に舗装

のやり替えを行うことができる。つまり、維持管理のコストメリットを生む。また、

この流れは災害時の復旧計画に活かすことも可能である。したがって、『道路占用協

議・申請システム』が維持管理の大きなポイントと考えている。 

・警察の管轄となっている「道路使用許可」もシステム化されれば、さらに維持管理の

効率化が図られると考えている。 

エ．建築物の安全管理について。 

・安全管理はどのように変化をつかむかが重要であり、劣化の種類や分類に応じた管理

手法が確立されている必要がある。昨今話題の BIM、CIM はプロセスの管理であり、

維持管理とは違うことを認識していなければならない。 

・建築行政でトピックとなっている空き家調査は、安全管理という視点では重要な事業

で、空き家と居住宅では建物の老朽化のスピードが違う。a)に記載した建築確認から

はじまる GIS データに空き家調査の内容を加え分析することで、安全管理の効率化

が図られると考えている。 
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4.5.2 建築物の外装材等の落下事故に関する情報活用 

外装材等の落下による被害を予防する定期点検や修繕等、建物の管理者による適切な

維持管理の実行性の向上に向けて、外装材や付属物等の落下事例に基づいて点検時に注

視すべき対象部位・部分や診断・記録の方法を検討するため、建物の外装材等の落下事例

に関する情報収集、および各メディアで公表されている落下事例の概要及び資料データ

シート等について、調査を行った。 

公営住宅などの自治体が所有する建築物で生じた落下事例では、詳細な写真や資料が

発表されていたが、民間の建築物で生じた事故では、軽微な落下事例は検索されにくい傾

向にあり、その傾向は過去の事例になるほど顕著であった。その他、台風の被害を報じる

報道では、日常報道されないような軽微な事例が報道される傾向であった。以下に事故情

報の発信傾向に関する分析結果を整理した。 

 

(1) 事例の発信者別の傾向について 

1)  報道 

報道の記事では、落下日時、落下物の大きさや被害の有無は掲載されていたが、一方で

建築物の築年数や点検対象についての情報が掲載されている割合は低かった。 

また、落下事例が生じた日やその翌日の報道では原因が特定されていない場合が多く、

大きな事故ではその後の報道があるものの、軽微な事故では後日の報道を見つけること

は難しかった。 

2)  自治体 

自治体が発表した事例では、建物の建築年度や構造も記載されており、大阪府や神戸市

では事例の詳細な写真を公表していた。情報を公開することにより、同様の建築物につい

ての注意喚起を促すことができるので、他の自治体にも同様の対応が求められる。 

3)  民間企業 

民間企業が公表した事例では、被害の有無や原因、それによる対応を記載する傾向にあ

った。建物や落下物の概要についての記述は少なかった。 

4)  個人（ブログやSNS等） 

ブログや SNS 等で検索された事例は、その建築物の所有者、または関係者が発信してい

るものであった。また、情報のインパクトが強い事例では、第三者の個人による発信も複

数見られた。 
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表4.5.2-1 （参考）ブログやSNSによって検索された事例 

 

① 事例１ 

 個人が自宅の外壁が落下した事件をブログの記事にしたもので、自宅と思われる画像もアッ

プされていた。しかし、個人の住居ということで建築物の情報は限られたものであった。 

② 事例２ 

 個人経営と思われる飲食店の外壁が破損した事件を従業員が店の Twitter アカウントで発信

したもので、飲食店ということで建築物の情報をある程度得ることができた。 

③ 事例３ 

 宿泊施設が道路に設置した看板が破損した事件を従業員が店の Twitter アカウントで発信し

たもので、宿泊施設ということで所有する施設の情報は得られたが、看板の構造等は不明であ

った。 

④ 事例４ 

 電飾が破損した事件を通行人などが Twitter で発信したもので、イルミネーションの破損と

いうインパクトの強い事件であったため、複数の個人が発信しており、画像も掲載されてい

た。また、地方新聞社の報道でも報じられており、詳細な情報を合わせて得ることができた。 

 

ブログや SNS 等で個人が発信する情報は、その後の報道などについての感想が多く、事

前の情報、いわゆる「ヒヤリハット」情報は少なかった。一般の個人は日常で外壁等を注

視しないことや落下事故の危険性についての認識が低いことも影響していると考えられ

る。ブログや SNS 等の情報を活用して落下事故を防止するためには、事故防止キャンペー

ンや Twitter のハッシュタグの頒布などが有効と考えられる。 

 

(2) 検索キーワードについて 

今回、外装材等の落下事故に関して、事故事例を収集するためにインターネット検索を

用い、キーワードや検索条件について検討した。 

事前に検索キーワードとして、「建築物、部位、落下物」に関するもの、事故や落下な

どの「事象」に関する物をピックアップした。キーワードを表 4.5.2-2 に示す。 

表4.5.2-2 外装材等の落下事故に関して検索に用いたキーワード 

キーワード① 建築物 ビル、学校、病院、マンション、アパート、共同住宅、公営住宅、社宅 

部位 外壁、バルコニー、窓、看板 

落下物 コンクリート、モルタル、タイル、パネル、サイン、証明、設備、室外機、

ガラス 

キーワード② 事象 事故、落下、落ちた、落ちる、崩落、崩壊、剥離、剥がれ 

 

これらを用い、下記の条件で検索作業を行った。 

・単独のキーワードでは検索結果が広範囲に及ぶため、キーワードを 2 つ組み合わ

せて検索する。 
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1 1989年11月 北九州市小倉北区昭
和町

10階建団地 上階付近から外壁が約31m下に落下 縦5m、横8.5m
2名死傷
1名負傷

2 2001年10月3日 大阪市 南津守小学校 外壁が崩落
高さ8m・幅 6m・
厚さ5m

雨水の侵食によるも
の

3 2003年3月14日 富士市吉原
7階建ビル解体工

事現場
外壁の一部が落下

2名死亡
2名負傷

工事手順の不遵守、
建物の老朽化

4 2003年3月18日 新潟市東中通2番町
マンション（築約30
年）

マンション5階付近から外壁がはが
れ、歩道に落ちた

約 60cm 四 方 、厚
さ約1.5cm

5 2003年4月7日 兵庫県尼崎市東難波4
7階建てビル（築
約30年）

こぶし大のコンクリート片4個が落ち
た

6 2003年4月13日 千葉県船橋市金杉 市立医療センター
8階建てA館病棟5階テラスの化粧タイ
ルがはがれ落ちた。

幅 1.5m 、 長 さ
2.2m

7 2005年9月 神奈川県座間市 県立高校 外壁からコンクリート片が落下 直径150㎝ なし
老朽化した外壁にクラックが
生じ浸水したもの

8 2007年8月15日 京都市
建築物の外壁の一部が落下し、約20m
下の道路に散乱

縦2m、横5m

9 2010年5月 沖縄県那覇市 5階建雑居ビル 高さ20mの屋上付近から外壁が落下 5名負傷

10 2011年 静岡県富士宮市
外壁材（モルタル下地タイル貼り）が
落下

高さ2m、幅12m、
厚さ約6㎝

外壁下地への雨水侵入に
よる劣化等

11 2011年5月7日 宮城県大崎市三本木 新幹線の高架橋
コンクリート片16個が落ちているのを
通行人が見つけた

12 2011年10月4日 石垣市 平真小学校
ピロティのひさし部分の外壁モルタル
が約3mの高さから落下

縦 60 ㎝ 、 横
2.5m、厚さ12㎜

1名負傷

13 2012年5月11日 東京都中央区銀座 ビル 外壁タイルが落下 縦1m、幅3m

14 2013年2月 札幌市 市役所 外壁の一部が落下
タイル16枚 、重
さ約2.1t

15 2014年4月2日 山陽本線小野田駅 旧休憩所
外壁のコンクリートの一部が通路に落
下 25㎝×8㎝×2㎝ なし

外壁軒先部のコンクリートの
鉄筋腐食に伴い亀裂が発生
し、落下したもの

16 2014年7月5日 盛岡市 消防署
外壁からコンクリートパネルが剥離、
落下

縦4m、横1.5m

17 2015年2月10日
東京都新宿区歌舞伎
町1丁目

9階建雑居ビル 外壁タイルが落下 縦50㎝、横30㎝

18 2015年4月9日 川崎市中原区新城 金物店
外壁部分に取り付けられたひさしが落
下

2名負傷 老朽化による自然落下

19 2015年5月28日 大阪市西成区
鉄 骨 3 階 建 マ ン

ション

3~5階のコンクリート外壁が崩れ民家

の屋根に落下
数十平方メートル

画像落下物の大きさ 原因
番
号

発生年月日 発生場所 建築物用途 概要 被害

・検索結果の収集は検索結果 100 件以内とする。 

・対象は国内で生じた事例のみとする。 

・東日本大震災が原因と思われる事例は対象外とする。 

 

詳細は割愛するが、外壁落下外装材等の落下事例を検索するキーワードとしては、建築

物よりも部位や材料名が有効であった。また、落下や崩落、落ちるなど、「落」が含まれ

る言葉が検索キーワードとして有効であった。「崩壊」など汎用性の高い言葉（学級崩壊

など）と比較して、「崩落」といったより具体的なキーワードによる検索が有効であった。 

 

表4.5.2-3 検索結果 一例 

外壁 and コンクリート and 落下 の検索結果 

検索数が多かったキーワードを組み合わせて検索した結果、事例件数は 19 件でうち 5事例が 

新たに検索された。※黄色セル…新しく検索された事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事故の予防につながる措置について 

収集した事例の中に、2015 年に家屋の外壁が落下したが、すでに自治体によって周囲

は通行止めとなっており、人的被害が生じなかった事例がある。 

この家屋は、2004 年から空き家になっており、2009 年には外壁が落下するなど老朽化
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が進行していた。しかし、所有者の死亡と相続放棄によって所有者がいなくなったため、

市が補修し、周囲を通行止めにしていた経緯があった。 

この事例のように、今後は老朽化した建物の増加とともに、こうした空き家も増えてい

くと考えられるため、外装材等の落下防止についても対応が求められる。 

SNS 等の個人が発信する情報を事故の予防につなげることができないかという観点で

外壁落下に関して調査を実施したところ、基本的には報道等で流れる情報に対する感想

等を発信するものがほとんどで、今回の調査ではその有効性は小さいという結果となっ

た。 

しかしながら、個人からの情報を維持保全に活用している方法も開発されている。具体

的にはスマートフォンのカメラと GPS 機能を活用し、事故情報等をメールで通報すると

いうシステムである。例えば、千葉市では ICT を活用した通報システムとして「ちばレ

ポ」というシステム運用しており、地域の課題や町の不具合等を通報できるような仕組み

が作られている。この仕組みは、2013 年より実証実験を開始し、2014 年に本格運用とな

っている。同様に、相模原市でも、開発したスマホのアプリで道路の不具合箇所を撮影、

送信することで、速やかに不具合箇所の補修等が行われるようになっているとのである。 

外壁の場合については、予防保全として事前に情報を送信することは難しいものの、事

故が発生する前の兆候等があった場合には、このような仕組みを活用するのは有効と思

われる。 
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4.6 おわりに 

最初に述べたとおり、建築物の多くは民間所有のものであることから、維持管理

効率化・高度化のための情報蓄積・利活用技術を検討するにあたっては、行政的に

利活用可能な「定期調査報告」を主に研究対象として取り上げた。また、それとあ

わせて自治体等で実際に運用している維持管理のための情報技術の活用事例等を

検討した。 

先ず、「維持保全情報を蓄積・利活用していくための定期報告の電子データ化」

においては、定期報告を受け付けている行政庁に対して、報告書の受付、管理およ

び活用の実態について調査したところ、GIS のシステムに活用できる程度までの電

子データ化、データベース化しているところから、紙ベースのままで特に電子化等

は行っていないところまで、対応が様々であることが確認された。調査において、

報告書を作成する段階ではひな形として電子ファイルが各行政庁で提供されてい

るため、将来的には電子ファイルで提出するための課題とそのための手続等を整

理した。また、建築行政情報としては定期報告だけではなく、建築確認の情報など

ともうまく連携が取れていると都合がよいと考えられるが、実際には全く繋がっ

ていない。この状況を踏まえ、今後、情報システムを整備していく行政庁向けに、

建築の行政情報の支援システムを構築する際の機能要件を示した。 

「建築物の外壁等の落下に対する安全性確保のための情報利活用（外壁落下危

険性を可視化するためのツールの開発）」については、①公共空間に面する建築物

の外壁を構成する仕上げ材等の現況把握技術と、②外壁等落下による危険性・被害

程度の可視化ツールの開発について検討した。前者は個々の建築物の単位ではな

く、道路などの公共空間に面する建築物の外壁や看板等の安全性を把握する技術

について調査を行い、現況の建築物の外壁の形態及び属性情報をＭＭＳ（Mobile 

Mapping System）による点群データにより把握する方法を、ケーススタディによっ

て検討した。取得したデータから外壁仕上げ材、設備機器設置数、看板類設置数等

を正確に取り出すには、技術的な課題は多々あるが、建築確認以降に取り付けられ

た看板、屋外広告等を把握する方法としては有効であり、3 次元データではなくと

も、カメラ映像の活用は現況を把握する手法として利用可能であることなどがわ

かった。 

後者の外壁等落下による危険性・被害程度の可視化ツールは、外壁診断調査結果

の図面をもとに、適切な補修がなされていない場合の被害の範囲などを可視化す

ることができるものであるが、調査結果図ではなくとも外壁タイル等の浮き・剥離

箇所を任意に仮定して被害を可視化することで、建築物の所有者に対して定期的

に調査してもらうことを促すためのツールとしての利用も期待しているものであ

る。同ツールについては、自治体関係者およびマンションの管理会社に対してデモ

を行い、ツールの活用方法や技術的な課題等について意見をもらった。 
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「自治体等での日常・災害時安全性確保へ向けた建物の維持保全情報の利活用

技術」については、道路・下水・公園管理・建築の分野でのそれぞれの維持保全情

報の活用実態として、特に GIS 上での活用について調査を行い、事例を収集した。

また、SNS 等で事故情報がやり取りされている実態について、外壁落下を一つのキ

ーワードとして、どのような情報が流れているのか、情報内容について事例収集お

よび分析を行った。 

個人所有の建築物がもつ維持管理情報を、日常安全や災害時の安全確保に活用

していくためには、定期報告の電子データ化、データベース化が有効であり、その

対応については現状、各行政庁で対応しており、利用しているツールや IT 化の度

合いも様々であることが改めて確認できた。一律に IT 化を進めることは現実的で

はなく、目的に応じた対応が必要になる。そのために、情報利用の観点での技術整

備のロードマップを整理し、提出すべき報告書等の電子化を進めていく必要があ

る。 

また、情報化が進むことにとって、今回開発した危険性を可視化するツールなど

の活用が広がり、一般の建築物の所有者にも維持管理の必要性の理解がすすむも

のと期待される。 
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